
         艦補処常公第２９２号 

令和８年５月１２日 

 

艦船補給処が行う随意契約への新規参入の申込みについて 

 

                          分任支出負担行為担当官 

                          海上自衛隊艦船補給処管理部長 

                                                                                                   

別添の対象契約一覧表に掲げる契約は、次のアからキのいずれかの要件に該当するため、事後の

契約を締結する場合には、当該要件を満たす契約企業との随意契約によって契約することを予定

しているものです。それぞれの契約について必要となる要件を満たし、同契約への新規参入を希

望される企業等がありましたら、入札及び契約心得（海幕経第１８３号（２７．３．１８）別冊

第２）第４章第７項第４号の規定に従って、申込みに必要な書類を提出先までご提出ください。 

 

ア 航空機製造事業法（昭和２７年法律第２３７号）第２条の２又は武器等製造法（昭和２８年

法律第１４５号）第３条に規定する経済産業大臣の許可を現に受け、又は当該許可を受けるた

めの申請中である者が一者に限られる航空機若しくは航空機用機器又は武器に係る調達。 

イ 契約履行のために不可欠なライセンスを現に認められ、又は履行期限までにこれを認められ

る見込みのある日本企業が一者に限られるもののうち、当該ライセンスの実施権取得に外国政

府の許可を要しないもの。 

ウ 契約の履行のために不可欠な日本国内における正当な輸入販売代理権を現に有し、又は履行 

期限までに当該権利を有する見込みのある者が一者に限られる防衛装備品等に係る一般輸入調 

達。 

エ 企業が試作請負業務（研究試作を除く。）を通じて防衛省と共同して開発した防衛装備品等

（当該試作請負業務において主契約企業が下請負企業から調達して当該防衛装備品等に組み込

まれた構成品を含む。）の量産契約であって、当該防衛装備品等の製造に当たって必要となる

技術又は設備等を有する企業が一者に限られるもの。 

オ 複数の構成品が一体となって機能を発揮する防衛装備品等の製造請負業務を数回に分割して

発注せざるを得ない場合（当該防衛装備品等を調達する事業について構想し若しくは計画し又

は予算を要求する過程において、一体の事業であることが明確であったものを分割したことが

明らかなものに限るものとし、当該事業と同時期に発注する構成品及び部品に係る契約並びに

当該事業の過程において派生的に追加発注される契約を除く。）で、当該防衛装備品等全体の

設計及び製造の全過程を通じて同一の企業の管理下においてシステム・インテグレーションが

行われなければ製造の目的達成に著しい支障が生じるおそれがあるもの。 

カ 研究開発に係る試作請負業務に付随して実施が必要となる調達のうち、試作品の機能・性能

の確認に係る部品又は技術支援その他役務の調達であって、当該契約を履行できる企業が一者

に限られるもの。 

キ 過去２カ年度にわたって一者応募又は一者応札となっている防衛装備品等又は役務の調達



（電子計算機システムの整備について（防装通第３８４７号。６．６．２９）に示されている

電子計算機システムの換装及び改修等に係る調達は除く。）のうち、当該防衛装備品等の製造

又は役務の実施に当たって必要となる製造図面、組立図、作業標準、検査要領その他の企業所

有の製造図書を利用する権限を有する者が一者に限られるものであって、防衛省所有資料、一

般に公開されている資料その他の当該製造図書以外の資料のみによっては当該製造又は実施が

不可能なもの。 

 

添付書類：対象契約一覧表 

  



対象契約一覧表 

 

掲載 

番号 
該当する契約 

随意契

約によ

る理由 

一覧表へ

の掲載日 
新規参入の申込みに必要となる要件 

提出先 

(問合せ先) 

1-1-1 欠     

1-1-2 欠     



1-1-3 欠     

1-1-4 欠     

1-1-5 欠     



1-1-6 欠     

1-1-7 

着艦拘束装置構成機器オーバ

ーホール、分解検査、組立復

旧、検査、修理、調査及び改修 

イ 27.3.13 

着艦拘束装置構成機器オーバーホール、分

解検査、組立復旧、検査、修理、調査及び

改修の役務に必要となるライセンス実施

権を加国Ｉｎｄａｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇ

ｉｅｓ Ｉｎｃ社から認められていること

又は認められる見込みがあることが証明

できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

1-1-8 

ＲＭ１Ｃ型ガスタービンユニ

ットオーバーホール、分解検

査、組立復旧、修理、調査、改

修、補機等取外し、補機等取付

け、防錆包装 

イ 27.3.25 

ＲＭ１Ｃ型ガスタービンユニットオーバ

ーホール、分解検査、組立復旧、修理、調

査、改修、補機等取外し、補機等取付け、

防錆包装の役務に必要となるライセンス

実施権を英国Ｒｏｌｌｓ－Ｒｏｙｃｅ社、

英国Ｇｏｏｄｒｉｃｈ社及び英国Ｓａｆ

ｒａｎ社から認められていること又は認

められる見込みがあることが証明できる

こと。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



1-1-9 

ＲＭ１Ｃ型ガスタービン用補

機オーバーホール、分解検査、

組立復旧、検査、修理、調査、

改修 

イ 27.3.25 

ＲＭ１Ｃ型ガスタービン用補機オーバー

ホール、分解検査、組立復旧、検査、修理、

調査、改修の役務に必要となるライセンス

実施権を英国Ｒｏｌｌｓ－Ｒｏｙｃｅ社、

英国Ｇｏｏｄｒｉｃｈ社及び英国Ｓａｆ

ｒａｎ社から認められていること又は認

められる見込みがあることが証明できる

こと。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

1-1-10 

ＳＭ１Ａ型ガスゼネレータオ

ーバーホール、分解検査、組立

復旧、修理、調査、改修、補機

等取外し、補機等取付け、防錆

包装 

イ 27.3.25 

ＳＭ１Ａ型ガスゼネレータオーバーホー

ル、分解検査、組立復旧、修理、調査、改

修、補機等取外し、補機等取付け、防錆包

装の役務に必要となるライセンス実施権

を英国Ｒｏｌｌｓ－Ｒｏｙｃｅ社、英国Ｇ

ｏｏｄｒｉｃｈ社及び米国Ｈｏｎｅｙｗ

ｅｌｌ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ社か

ら認められていること又は認められる見

込みがあることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



1-1-11 

ＳＭ１Ａ型ガスタービン用補

機オーバーホール、分解検査、

組立復旧、検査、修理、調査、

改修 

イ 27.3.25 

ＳＭ１Ａ型ガスタービン用補機オーバー

ホール、分解検査、組立復旧、検査、修理、

調査、改修の役務に必要となるライセンス

実施権を英国Ｒｏｌｌｓ－Ｒｏｙｃｅ社、

英国Ｇｏｏｄｒｉｃｈ社及び米国Ｈｏｎ

ｅｙｗｅｌｌ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａ

ｌ社から認められていること又は認めら

れる見込みがあることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

1-1-12 

ＳＭ１Ｃ型ガスゼネレータオ

ーバーホール、分解検査、組立

復旧、修理、調査、改修、補機

等取外し、補機等取付け、防錆

包装 

イ 27.3.25 

ＳＭ１Ｃ型ガスゼネレータオーバーホー

ル、分解検査、組立復旧、修理、調査、改

修、補機等取外し、補機等取付け、防錆包

装の役務に必要となるライセンス実施権

を英国Ｒｏｌｌｓ－Ｒｏｙｃｅ社、英国Ｇ

ｏｏｄｒｉｃｈ社及び米国Ｈｏｎｅｙｗ

ｅｌｌ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ社か

ら認められていること又は認められる見

込みがあることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



1-1-13 

ＳＭ１Ｃ型ガスタービン用補

機オーバーホール、分解検査、

組立復旧、検査、修理、調査、

改修 

イ 

 

27.3.25 

 

ＳＭ１Ｃ型ガスタービン用補機オーバー

ホール、分解検査、組立復旧、検査、修理、

調査、改修の役務に必要となるライセンス

実施権を英国Ｒｏｌｌｓ－Ｒｏｙｃｅ社、

英国Ｇｏｏｄｒｉｃｈ社及び米国Ｈｏｎ

ｅｙｗｅｌｌ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａ

ｌ社から認められていること又は認めら

れる見込みがあることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

1-1-14 欠     



1-1-15 欠   

 

 

 

 

1-1-16 欠     

1-1-17 欠     



1-1-18 欠     

1-1-19 

ＩＭＥ８３１－８００型パワ

ーセクションオーバーホー

ル、分解検査、組立復旧、修理、

調査、改修、補機等取外し、補

機等取付け、防錆包装 

イ 27.3.25 

ＩＭＥ８３１－８００型パワーセクショ

ンオーバーホール、分解検査、組立復旧、

修理、調査、改修、補機等取外し、補機等

取付け、防錆包装の役務に必要となるライ

センス実施権を米国Ｖｅｒｉｃｏｒ Ｐｏ

ｗｅｒ Ｓｙｓｔｅｍｓ 社から認められ

ていること又は認められる見込みがある

ことが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

1-1-20 

ＩＭＥ８３１－８００型パワ

ーセクション用補機オーバー

ホール、分解検査、組立復旧、

検査、修理、調査、改修 

イ 27.3.25 

ＩＭＥ８３１－８００型パワーセクショ

ン用補機オーバーホール、分解検査、組立

復旧、検査、修理、調査、改修の役務に必

要となるライセンス実施権を米国Ｖｅｒ

ｉｃｏｒ Ｐｏｗｅｒ Ｓｙｓｔｅｍｓ 社

から認められていること又は認められる

見込みがあることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



1-1-21 

ＴＭ３Ｂ型ガスゼネレータオ

ーバーホール、分解検査、組立

復旧、修理、調査、改修、補機

等取外し、補機等取付け、防錆

包装 

イ 27.4.21 

ＴＭ３Ｂ型ガスゼネレータオーバーホー

ル、分解検査、組立復旧、修理、調査、改

修、補機等取外し、補機等取付け、防錆包

装の役務に必要となるライセンス実施権

を英国Ｒｏｌｌｓ－Ｒｏｙｃｅ社、英国Ｇ

ｏｏｄｒｉｃｈ社、英国Ｓａｆｒａｎ社及

び米国Ｈｏｎｅｙｗｅｌｌ Ｉｎｔｅｒｎ

ａｔｉｏｎａｌ社から認められているこ

と又は認められる見込みがあることが証

明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

1-1-22 

ＴＭ３Ｂ型ガスタービン用補

機オーバーホール、分解検査、

組立復旧、検査、修理、調査、

改修 

イ 27.4.21 

ＴＭ３Ｂ型ガスタービン用補機オーバー

ホール、分解検査、組立復旧、検査、修理、

調査、改修の役務に必要となるライセンス

実施権を英国Ｒｏｌｌｓ－Ｒｏｙｃｅ社、

英国Ｇｏｏｄｒｉｃｈ社、英国Ｓａｆｒａ

ｎ社及び米国Ｈｏｎｅｙｗｅｌｌ Ｉｎｔ

ｅｒｎａｔｉｏｎａｌ社から認められて

いること又は認められる見込みがあるこ

とが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



1-1-23 欠     

1-1-24 

潜水艦用自動調圧弁及び充気

口金物輸入部品分解検査、組

立復旧、検査、修理、調査及び

改修 

イ 28.10.18 

潜水艦用自動調圧弁及び充気口金物につ

いての分解検査、組立復旧、検査、修理、

調査及び改修の役務に必要となるライセ

ンス実施権を英国ＨＡＬＥ ＨＡＭＩＬ

ＴＯＮ社から認められていること又は認

められる見込みがあることが証明できる

こと。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

1-1-25 

Ｍ１Ａ型パワーセクションオ

ーバーホール、分解検査、組立

復旧、修理、調査、改修、補機

等取外し、補機等取付け、防錆

包装 

キ 29.2.17 

契約履行に必要となるＭ１Ａ型機関の製

造図書（製造図面、組立図及び作業標準並

びに検査要領等の企業所有資料）を利用で

きることを証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



1-1-26 

Ｍ１Ａ型パワーセクション用

補機オーバーホール、分解検

査、組立復旧、検査、修理、調

査、改修 

キ 29.2.17 

契約履行に必要となるＭ１Ａ型機関の製

造図書（製造図面、組立図及び作業標準並

びに検査要領等の企業所有資料）を利用で

きることを証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

1-1-27 

Ｍ１Ａ型ガスタービン機関減

速装置オーバーホール、分解

検査、組立復旧、修理、調査、

改修、補機等取外し、補機等取

付け、防錆包装 

キ 29.2.17 

契約履行に必要となるＭ１Ａ型機関の製

造図書（製造図面、組立図及び作業標準並

びに検査要領等の企業所有資料）を利用で

きることを証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

1-1-28 欠     



1-1-29 

艦内空気成分監視装置構成機

器（質量分析式）の検査、修理、

調査及び改修 

イ 31.2.27 

艦内空気成分監視装置構成機器（質量分析

式）の検査、修理、調査及び改修に必要と

なるライセンス実施権を米国Ｃｏｌｌｉ

ｎｓ Ａｅｒｏｓｐａｃｅ社から認めら

れていること又は認められる見込みがあ

ることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

1-1-30 

Ｖ４－２７５ＲＭｋⅢ型スタ

ーリング交換ユニットオーバ

ーホール、分解検査、組立復

旧、検査、修理、調査及び改修 

イ 31.3.7 

Ｖ４－２７５ＲＭｋⅢ型スターリング交

換ユニットオーバーホール、分解検査、組

立復旧、検査、修理、調査及び改修に必要

となるライセンス実施権を典国（スウェー

デン国）Ｓａａｂ Ｋｏｃｋｕｍｓ ＡＢ

社から認められていること又は認められ

る見込みがあることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

1-1-31 

ヘリコプタけん引装置部品オ

ーバーホール、分解検査、組立

復旧、検査、修理、調査及び改

修 

イ 1.6.4 

ヘリコプタけん引装置部品オーバーホー

ル、分解検査、組立復旧、検査、修理、調

査及び改修に必要となるライセンス実施

権を加国Ｉｎｄａｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇ

ｉｅｓ Ｉｎｃ社から認められていること

又は認められる見込みがあることが証明

できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



1-1-32 
操縦兼速力回転通信装置部品

検査、修理、調査及び改修 
キ 1.8.6 

契約履行に必要となる操縦兼速力回転通

信装置部品検査、修理、調査及び改修の製

造図書（製造図面、組立図及び作業標準並

びに検査要領等の企業所有資料）を利用で

きることを証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

1-1-33 
洋上補給装置部品検査、修理、

調査及び改修 
キ 1.8.6 

契約履行に必要となる洋上補給装置部品

検査、修理、調査及び改修の製造図書（製

造図面、組立図及び作業標準並びに検査要

領等の企業所有資料）を利用できることを

証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

1-1-34 
掃海艇用艦橋盤部品検査、修

理、調査及び改修 
キ 1.8.6 

契約履行に必要となる掃海艇用艦橋盤部

品検査、修理、調査及び改修の製造図書（製

造図面、組立図及び作業標準並びに検査要

領等の企業所有資料）を利用できることを

証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

1-1-35 

ボール弁開閉油圧操作器（護

衛艦用）オーバーホール、分解

検査、組立復旧、検査、修理、

調査及び改修 

キ 1.8.6 

契約履行に必要となるボール弁開閉油圧

操作器（護衛艦用）オーバーホール、分解

検査、組立復旧、検査、修理、調査及び改

修の製造図書（製造図面、組立図及び作業

標準並びに検査要領等の企業所有資料）を

利用できることを証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



1-1-36 

ボール弁開閉油圧操作器（潜

水艦用）オーバーホール、分解

検査、組立復旧、検査、修理、

調査及び改修 

キ 1.8.6 

契約履行に必要となるボール弁開閉油圧

操作器（潜水艦用）オーバーホール、分解

検査、組立復旧、検査、修理、調査及び改

修の製造図書（製造図面、組立図及び作業

標準並びに検査要領等の企業所有資料）を

利用できることを証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

1-1-37 
深海救難艇用電池収納槽等検

査、修理、調査及び改修 
キ 1.8.6 

契約履行に必要となる深海救難艇用電池

収納槽等検査、修理、調査及び改修の製造

図書（製造図面、組立図及び作業標準並び

に検査要領等の企業所有資料）を利用でき

ることを証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

1-1-38 

人員移送カプセル用応急電池

収納槽等検査、修理、調査及び

改修 

キ 1.8.6 

契約履行に必要となる人員移送カプセル

用応急電池収納槽等検査、修理、調査及び

改修の製造図書（製造図面、組立図及び作

業標準並びに検査要領等の企業所有資料）

を利用できることを証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

1-1-39 潜水艦用防振管継手金物修理 キ 1.8.6 

契約履行に必要となる潜水艦用防振管継

手金物修理の製造図書（製造図面、組立図

及び作業標準並びに検査要領等の企業所

有資料）を利用できることを証明できるこ

と。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



1-1-40 
機関制御監視記録装置部品検

査、修理、調査及び改修 
キ 1.9.10 

契約履行に必要となる機関制御監視記録

装置部品検査、修理、調査及び改修の製造

図書（製造図面、組立図及び作業標準並び

に検査要領等の企業所有資料）を利用でき

ることを証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

1-1-41 
統合音声通信装置(端末機器) 

検査、修理、調査及び改修 
キ 1.9.10 

契約履行に必要となる統合音声通信装置

(端末機器) 検査、修理、調査及び改修の

製造図書（製造図面、組立図及び作業標準

並びに検査要領等の企業所有資料）を利用

できることを証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

1-1-42 
機関自動監視記録装置部品検

査、修理、調査及び改修 
キ 1.9.10 

契約履行に必要となる機関自動監視記録

装置部品検査、修理、調査及び改修の製造

図書（製造図面、組立図及び作業標準並び

に検査要領等の企業所有資料）を利用でき

ることを証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

1-1-43 
戦闘態勢表示装置部品検査、

修理、調査及び改修 
キ 1.9.10 

契約履行に必要となる戦闘態勢表示装置

部品検査、修理、調査及び改修の製造図書

（製造図面、組立図及び作業標準並びに検

査要領等の企業所有資料）を利用できるこ

とを証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

 



1-1-44 

海洋生物付着防止装置（プリ

ント基板）検査、修理、調査及

び改修 

キ 1.9.10 

契約履行に必要となる海洋生物付着防止

装置（プリント基板）検査、修理、調査及

び改修の製造図書（製造図面、組立図及び

作業標準並びに検査要領等の企業所有資

料）を利用できることを証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

1-1-45 
多目的・ＬＣＤ表示器検査、修

理、調査及び改修 
キ 1.9.10 

契約履行に必要となる多目的・ＬＣＤ表示

器検査、修理、調査及び改修の製造図書（製

造図面、組立図及び作業標準並びに検査要

領等の企業所有資料）を利用できることを

証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

1-1-46 
無電池式電話機用携帯通話器

検査、修理、調査及び改修 
キ 1.9.10 

契約履行に必要となる無電池式電話機用

携帯通話器検査、修理、調査及び改修の製

造図書（製造図面、組立図及び作業標準並

びに検査要領等の企業所有資料）を利用で

きることを証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

1-1-47 
静止形電力変換装置部品検

査、修理、調査及び改修 
キ 1.9.10 

契約履行に必要となる静止形電力変換装

置部品検査、修理、調査及び改修の製造図

書（製造図面、組立図及び作業標準並びに

検査要領等の企業所有資料）を利用できる

ことを証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

 



1-1-48 
磁気掃海電源装置部品検査、

修理、調査及び改修 
キ 1.9.10 

契約履行に必要となる磁気掃海電源装置

部品検査、修理、調査及び改修の製造図書

（製造図面、組立図及び作業標準並びに検

査要領等の企業所有資料）を利用できるこ

とを証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

1-1-49 
電気式回転計部品検査、修理、

調査及び改修 
キ 1.9.10 

契約履行に必要となる電気式回転計部品

検査、修理、調査及び改修の製造図書（製

造図面、組立図及び作業標準並びに検査要

領等の企業所有資料）を利用できることを

証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

1-1-50 

ウォータジェット装置オーバ

ーホール、分解検査、組立復

旧、修理、調査、改修、補機等

取外し、補機等取付け、防錆包

装 

キ 1.9.10 

契約履行に必要となるウォータジェット

装置オーバーホール、分解検査、組立復旧、

修理、調査、改修、補機等取外し、補機等

取付け、防錆包装の製造図書（製造図面、

組立図及び作業標準並びに検査要領等の

企業所有資料）を利用できることを証明で

きること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

1-1-51 
調理機器用温度制御箱部品検

査、修理、調査及び改修 
キ 1.9.12 

契約履行に必要となる調理機器用温度制

御箱部品検査、修理、調査及び改修の製造

図書（製造図面、組立図及び作業標準並び

に検査要領等の企業所有資料）を利用でき

ることを証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



1-1-52 
データ伝送装置伝送ユニット

部品検査、修理、調査及び改修 
キ 1.9.12 

契約履行に必要となるデータ伝送装置伝

送ユニット部品検査、修理、調査及び改修

の製造図書（製造図面、組立図及び作業標

準並びに検査要領等の企業所有資料）を利

用できることを証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

1-1-53 
護衛艦用統合音声通信装置部

品検査、修理、調査及び改修 
キ 1.9.12 

契約履行に必要となる護衛艦用統合音声

通信装置部品検査、修理、調査及び改修の

製造図書（製造図面、組立図及び作業標準

並びに検査要領等の企業所有資料）を利用

できることを証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

1-1-54 

機関制御監視記録装置（あき

づき型）部品検査、修理、調査

及び改修 

キ 1.9.19 

契約履行に必要となる機関制御監視記録

装置（あきづき型）部品検査、修理、調査

及び改修の製造図書（製造図面、組立図及

び作業標準並びに検査要領等の企業所有

資料）を利用できることを証明できるこ

と。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

1-1-55 

潜水艦用スターリング機関装

置部品検査、修理、調査及び改

修 

キ 1.9.19 

契約履行に必要となる潜水艦用スターリ

ング機関装置部品検査、修理、調査及び改

修の製造図書（製造図面、組立図及び作業

標準並びに検査要領等の企業所有資料）を

利用できることを証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

 



1-1-56 

可変ピッチプロペラ装置オー

バーホール、分解検査、組立復

旧、修理、調査、改修、補機等

取外し、補機等取付け、防錆包

装 

キ 1.9.19 

契約履行に必要となる可変ピッチプロペ

ラ装置オーバーホール、分解検査、組立復

旧、修理、調査、改修、補機等取外し、補

機等取付け、防錆包装の製造図書（製造図

面、組立図及び作業標準並びに検査要領等

の企業所有資料）を利用できることを証明

できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

1-1-57 

潜水艦軸封装置用シールリン

グオーバーホール、分解検査、

組立復旧、検査、修理、調査及

び改修 

キ 1.10.11 

契約履行に必要となる潜水艦軸封装置用

シールリングオーバーホール、分解検査、

組立復旧、検査、修理、調査及び改修の製

造図書（製造図面、組立図及び作業標準並

びに検査要領等の企業所有資料）を利用で

きることを証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

1-1-58 

航空機用昇降装置部品オーバ

ーホール、検査、修理、調査及

び改修 

キ 1.10.24 

契約履行に必要となる航空機用昇降装置

部品オーバーホール、検査、修理、調査及

び改修の製造図書（製造図面、組立図及び

作業標準並びに検査要領等の企業所有資

料）を利用できることを証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

1-1-59 

フィンスタビライザ装置構成

機器オーバーホール、分解検

査、組立復旧、検査、修理、調

査及び改修 

キ 1.10.24 

契約履行に必要となるフィンスタビライ

ザ装置構成機器オーバーホール、分解検

査、組立復旧、検査、修理、調査及び改修

の製造図書（製造図面、組立図及び作業標

準並びに検査要領等の企業所有資料）を利

用できることを証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



1-1-60 
補助艦用統合伝送装置部品検

査、修理、調査及び改修 
キ 6.4.17 

契約履行に必要となる補助艦用統合伝送

装置部品検査、修理、調査及び改修の製造

図書（製造図面、組立図及び作業標準並び

に検査要領等の企業所有資料）を利用でき

ることを証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

1-1-61 

潜水艦用６０Ｈｚインバータ

盤部品検査、修理、調査及び改

修 

キ 6.4.17 

契約履行に必要となる潜水艦用６０Ｈｚ

インバータ盤部品検査、修理、調査及び改

修の製造図書（製造図面、組立図及び作業

標準並びに検査要領等の企業所有資料）を

利用できることを証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

1-1-62 
潜水艦用主制御装置部品検

査、修理、調査及び改修 
キ 6.4.17 

契約履行に必要となる潜水艦用主制御装

置部品検査、修理、調査及び改修の製造図

書（製造図面、組立図及び作業標準並びに

検査要領等の企業所有資料）を利用できる

ことを証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

1-1-63 
ケーブル巻揚機電装品部品検

査、修理、調査及び改修 
キ 6.4.17 

契約履行に必要となるケーブル巻揚機電

装品部品検査、修理、調査及び改修の製造

図書（製造図面、組立図及び作業標準並び

に検査要領等の企業所有資料）を利用でき

ることを証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

 



1-1-64 
艦橋情報表示装置部品検査、

修理、調査及び改修 
キ 1.11.19 

契約履行に必要となる艦橋情報表示装置

部品検査，修理、調査及び改修の製造図書

（製造図面、組立図及び作業標準並びに検

査要領等の企業所有資料）を利用できるこ

とを証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

1-1-65 
電子海図表示装置部品検査、

修理、調査及び改修 
キ 1.11.19 

契約履行に必要となる電子海図表示装置

部品検査、修理、調査及び改修の製造図書

（製造図面、組立図及び作業標準並びに検

査要領等の企業所有資料）を利用できるこ

とを証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

1-1-66 

潜水艦用艦内状態監視記録装

置部品検査、修理、調査及び改

修 

キ 6.4.17 

契約履行に必要となる潜水艦用艦内状態

監視記録装置部品検査、修理、調査及び改

修の製造図書（製造図面、組立図及び作業

標準並びに検査要領等の企業所有資料）を

利用できることを証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

1-1-67 

炭酸ガス吸収装置構成機器 

オーバーホール、分解検査、組

立復旧、検査、修理、調査及び

改修 

キ 4.9.26 

契約履行に必要となる炭酸ガス吸収装置

構成機器 オーバーホール，分解検査，組

立復旧，検査、修理、調査及び改修の製造

図書（製造図面、組立図及び作業標準並び

に検査要領等の企業所有資料）を利用でき

ることを証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



 

 

 

1-1-68 

 

 

補助艦用静止形電力変換装置

部品 検査、修理、調査及び改

修 

 

 

 

キ 

 

 

 

6.4.17 

契約履行に必要となる補助艦用静止形電

力変換装置部品 検査，修理，調査及び改

修の製造図書（製造図面、組立図及び作業

標準並びに検査要領等の企業所有資料）を

利用できることを証明できること。 

 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

 

 

 

1-1-69 

 

 

アクティブフィルタ装置部品 

検査、修理、調査及び改修 

 

 

 

キ 

 

 

 

6.4.17 

契約履行に必要となるアクティブフィル

タ装置部品 検査，修理，、調査及び改修

の製造図書（製造図面、組立図及び作業標

準並びに検査要領等の企業所有資料）を利

用できることを証明できること。 

 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

 

 

 

1-1-70 

 

ＬＭ２５００型ガスタービン 

オーバーホール、分解検査、組

立復旧、修理、調査、改修、補

機等取外し、補機等取付け、防

錆包装 

 

 

 

キ 

 

 

 

5.3.9 

契約履行に必要となるＬＭ２５００型ガ

スタービン オーバーホール，分解検査，

組立復旧，修理、調査，改修，補機等取外

し，補機等取付け，防錆包装の製造図書（製

造図面、組立図及び作業標準並びに検査要

領等の企業所有資料）を利用できることを

証明できること。 

 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

 

 

 

1-1-71 

 

ＬＭ２５００型ガスタービン

用補機 オーバーホール、分

解検査、組立復旧、検査、修理、

調査、改修 

 

 

 

キ 

 

 

 

5.3.9 

契約履行に必要となるＬＭ２５００型ガ

スタービン用補機 オーバーホール，分解

検査，組立復旧，修理、調査、改修の製造

図書（製造図面、組立図及び作業標準並び

に検査要領等の企業所有資料）を利用でき

ることを証明できること。 

 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



 

対象契約一覧表 

 

掲載 

番号 
該当する契約 

随意契約

による理

由 

一覧表へ

の掲載日 
新規参入の申込みに必要となる要件 

提出先 

(問合せ先) 

1-2-1 ＲＣＳスクリーン部品 イ 26.9.25 

ＲＣＳスクリーン部品の製造に必要とな

るライセンス実施権を米国 Ｊｅｒｅｄ，

ＬＬＣ社から認められていること又は認

められる見込みがあることが証明できる

こと。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

1-2-2 航空機用昇降機部品 イ 26.9.25 

航空機用昇降機部品の製造に必要となる

ライセンス実施権を米国Ｊｅｒｅｄ，ＬＬ

Ｃ社から認められていること又は認めら

れる見込みがあることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



1-2-3 
ＲＭ１Ｃ型ガスタービン機関

部品 
イ 27.8.7 

ＲＭ１Ｃ型ガスタービン機関部品の製造

に必要となるライセンス実施権を英国Ｒ

ｏｌｌｓ－Ｒｏｙｃｅ社から認められて

いること又は認められる見込みがあるこ

とが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

1-2-4 
ＳＭ１Ａ型ガスタービン機関

部品 
イ 27.8.7 

ＳＭ１Ａ型ガスタービン機関部品の製造

に必要となるライセンス実施権を英国Ｒ

ｏｌｌｓ－Ｒｏｙｃｅ社から認められて

いること又は認められる見込みがあるこ

とが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

1-2-5 
ＳＭ１Ｃ型ガスタービン機関

部品 
イ 27.8.7 

ＳＭ１Ｃ型ガスタービン機関部品の製造

に必要となるライセンス実施権を英国Ｒ

ｏｌｌｓ－Ｒｏｙｃｅ社から認められて

いること又は認められる見込みがあるこ

とが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



1-2-6 
ＴＭ３Ｂ型ガスタービン機関

部品 
イ 27.8.7 

ＴＭ３Ｂ型ガスタービン機関部品の製造

に必要となるライセンス実施権を英国Ｒ

ｏｌｌｓ－Ｒｏｙｃｅ社から認められて

いること又は認められる見込みがあるこ

とが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

1-2-7      欠     

1-2-8      欠     



1-2-9      欠     

1-2-10 
揚降装置部品（カヤバ㈱製部

品） 
キ 6.1.29 

契約履行に必要となる揚降装置部品（カヤ

バ㈱製部品）の製造図書（製造図面、組立

図及び作業標準並びに検査要領等の企業

所有資料）を利用できることが証明できる

こと。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

1-2-11 
Ｓ６１８、Ｓ６２ 

２型機関部品及び電装品 
キ 30.6.22  

契約履行に必要となるＳ６１８、Ｓ６２２

型機関部品 

及び電装品の製造図書（製造図面、組立図

及び作業標準並びに検査要領等の企業所

有資料）を利用できることが証明できるこ

と。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

1-2-12 
スターリング機関発電装置部

品 
イ 30.7.9 

スターリング機関発電装置部品の製造に

必要となるライセンス実施権をスウェー

デン国Ｋｏｃｋｕｍｓ ＡＢ社から認めら

れていること又は認められる見込みがあ

ることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



1-2-13 防振管継手 キ 30.7.30   

契約履行に必要となる防振管継手の製造

図書（製造図面、組立図及び作業標準並び

に検査要領等の企業所有資料）を利用でき

ることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

1-2-14 潜水艦専用防振管継手 キ 30.9.3 

契約履行に必要となる潜水艦専用防振管

継手の製造図書（製造図面、組立図及び作

業標準並びに検査要領等の企業所有資料）

を利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

1-2-15 吸気デミスタ部品 キ 30.9.28 

契約履行に必要となる吸気デミスタ部品

の製造図書（製造図面、組立図及び作業標

準並びに検査要領等の企業所有資料）を利

用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

1-2-16 吸排気管装置部品 キ 30.9.28 

契約履行に必要となる吸排気管装置部品

の製造図書（製造図面、組立図及び作業標

準並びに検査要領等の企業所有資料）を利

用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



1-2-17 諸管装置等ぎ装部品 キ 5.1.17 

契約履行に必要となる諸管装置等ぎ装部

品の製造図書（製造図面、組立図及び作業

標準並びに検査要領等の企業所有資料）を

利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

 

1-2-18 

 

Ｓ６Ｕ、Ｓ８Ｕ、Ｓ１２Ｕ、Ｓ

１６Ｕ型機関部品及び電装品 
キ 30.11.20 

契約履行に必要となるＳ６Ｕ、Ｓ８Ｕ、Ｓ

１２Ｕ、Ｓ１６Ｕ型機関部品及び電装品の

製造図書（製造図面、組立図及び作業標準

並びに検査要領等の企業所有資料）を利用

できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

 

1-2-19 
Ｓ４Ｙ、Ｓ６Ｙ型機関部品及

び電装品 
キ 30.11.20 

契約履行に必要となるＳ４Ｙ、Ｓ６Ｙ型機

関部品及び電装品の製造図書（製造図面、

組立図及び作業標準並びに検査要領等の

企業所有資料）を利用できることが証明で

きること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

 

1-2-20 
６ＮＭＵ型機関部品及び電装

品 
キ 30.11.20 

契約履行に必要となる６ＮＭＵ型機関部

品及び電装品の製造図書（製造図面、組立

図及び作業標準並びに検査要領等の企業

所有資料）を利用できることが証明できる

こと。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

 



1-2-21 
１２Ｖ２５/２５型機関部品

及び電装品 
キ 1.6.28 

契約履行に必要となる１２Ｖ２５/２５型

機関部品及び電装品の製造図書（製造図

面、組立図及び作業標準並びに検査要領等

の企業所有資料）を利用できることが証明

できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

 

1-2-22 油清浄機部品 キ 1.7.9 

契約履行に必要となる油清浄機部品の製

造に係る契約の製造図書（製造図面、組立

図及び作業標準並びに検査要領等の企業

所有資料）を利用できることが証明できる

こと。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

 

1-2-23 燃料こし器部品 キ 1.7.9 

契約履行に必要となる燃料こし器部品の

製造に係る契約の製造図書（製造図面、組

立図及び作業標準並びに検査要領等の企

業所有資料）を利用できることが証明でき

ること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

1-2-24 

補助ボイラ部品（ＥＯ型、ＫＳ

Ａ型、ＫＶＡ型、ＲＯ型、ＷＯ

型） 

キ 5.4.26 

契約履行に必要となる補助ボイラ部品の製造に係

る契約（ＥＯ型、ＫＳＡ型、ＫＶＡ型、ＲＯ型、Ｗ

Ｏ型）の製造図書（製造図面、組立図及び作業標準

並びに検査要領等の企業所有資料）を利用できる

ことが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



1-2-25 

電磁弁及び同部品（Ｈ－６４、

Ｈ－７４、ＨＢＧ－７５、ＨＣ

－５３Ａ、ＨＣ－５４Ａ、ＨＣ

－２６４Ａ、ＨＣ－２６５Ａ、

ＬＨＣ－２２、ＬＨＣ－３３、

ＬＳＨＣ－２０Ｂ、ＵＳＶＨ

－９４、ＶＨ－４０ＮＭ、ＷＨ

Ｈ－１１４） 

キ 1.7.22 

契約履行に必要となる電磁弁及び同部品

の製造に係る契約（Ｈ－６４、Ｈ－７４、

ＨＢＧ－７５、ＨＣ－５３Ａ、ＨＣ－５４

Ａ、ＨＣ－２６４Ａ、ＨＣ－２６５Ａ、Ｌ

ＨＣ－２２、ＬＨＣ－３３、ＬＳＨＣ－２

０Ｂ、ＵＳＶＨ－９４、ＶＨ－４０ＮＭ、

ＷＨＨ－１１４）の製造図書（製造図面、

組立図及び作業標準並びに検査要領等の

企業所有資料）を利用できることが証明で

きること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-26 

空気圧縮機部品（Ｈ－６４、Ｈ

－７４、ＨＢＧ－７５、ＨＣ－

５３Ａ、ＨＣ－５４Ａ、ＨＣ－

２６４Ａ、ＨＣ－２６５Ａ、Ｌ

ＨＣ－２２、ＬＨＣ－３３、Ｌ

ＳＨＣ－２０Ｂ、ＵＳＶＨ－

９４、ＶＨ－４０ＮＭ、ＷＨＨ

－１１４） 

キ 1.7.22 

契約履行に必要となる空気圧縮機部品の

製造に係る契約（Ｈ－６４、Ｈ－７４、Ｈ

ＢＧ－７５、ＨＣ－５３Ａ、ＨＣ－５４Ａ、

ＨＣ－２６４Ａ、ＨＣ－２６５Ａ、ＬＨＣ

－２２、ＬＨＣ－３３、ＬＳＨＣ－２０Ｂ、

ＵＳＶＨ－９４、ＶＨ－４０ＮＭ、ＷＨＨ

－１１４）の製造図書（製造図面、組立図

及び作業標準並びに検査要領等の企業所

有資料）を利用できることが証明できるこ

と。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-27 艦艇搭載汚物処理装置部品 キ 1.7.22 

契約履行に必要となる艦艇搭載汚物処理

装置部品の製造に係る契約の製造図書（製

造図面、組立図及び作業標準並びに検査要

領等の企業所有資料）を利用できることが

証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 



1-2-28 
艦艇搭載汚物処理装置用検出

器及び同部品 
キ 1.7.22 

契約履行に必要となる艦艇搭載汚物処理

装置用検出器及び同部品の製造に係る契

約の製造図書（製造図面、組立図及び作業

標準並びに検査要領等の企業所有資料）を

利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-29 防振ゴム（規格品外） キ 1.7.23 

契約履行に必要となる防振ゴム（規格品

外）の製造に係る契約の製造図書（製造図

面、組立図及び作業標準並びに検査要領等

の企業所有資料）を利用できることが証明

できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-30 

冷却器部品（主蓄電池冷却器、

高圧空気製造装置用清水冷却

器等） 

キ 1.7.25 

契約履行に必要となる冷却器部品（主蓄電

池冷却器、高圧空気製造装置用清水冷却器

等）の製造に係る契約の製造図書（製造図

面、組立図及び作業標準並びに検査要領等

の企業所有資料）を利用できることが証明

できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-31 

油水分離器部品（ＭＳＵ－２

（Ｄ）型、ＳＭＴ－Ａ型、ＳＨＴ

－３型） 

キ 1.7.25 

契約履行に必要となる油水分離器部品（Ｍ

ＳＵ－２（Ｄ）型、ＳＭＴ－Ａ型、ＳＨＴ－３

型）の製造に係る契約の製造図書（製造図

面、組立図及び作業標準並びに検査要領等

の企業所有資料）を利用できることが証明

できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 



1-2-32 造水装置部品 キ 1.7.25 

契約履行に必要となる造水装置部品の製

造に係る契約の製造図書（製造図面、組立

図及び作業標準並びに検査要領等の企業

所有資料）を利用できることが証明できる

こと。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-33 ビルジ前処理装置部品 キ 1.7.25 

契約履行に必要となるビルジ前処理装置

部品の製造に係る契約の製造図書（製造図

面、組立図及び作業標準並びに検査要領等

の企業所有資料）を利用できることが証明

できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

  



1-2-34 
フィンスタビライザ装置部品

（護衛艦用） 
キ 1.7.31 

契約履行に必要となるフィンスタビライ

ザ装置部品（護衛艦用）の製造に係る契約

の製造図書（製造図面、組立図及び作業標

準並びに検査要領等の企業所有資料）を利

用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-35 
フィンスタビライザ電気部品

（護衛艦用） 
キ 1.7.31 

契約履行に必要となるフィンスタビライ

ザ電気部品（護衛艦用）の製造に係る契約

の製造図書（製造図面、組立図及び作業標

準並びに検査要領等の企業所有資料）を利

用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-36 

モジュール及びプリント回路

板（護衛艦用フィンスタビラ

イザ装置） 

キ 1.7.31 

契約履行に必要となるモジュール及びプ

リント回路板（護衛艦用フィンスタビライ

ザ装置）の製造に係る契約の製造図書（製

造図面、組立図及び作業標準並びに検査要

領等の企業所有資料）を利用できることが

証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-37 舵取機部品（水上艦用） キ 1.7.31 

契約履行に必要となる舵取機部品（水上艦

用）の製造に係る契約の製造図書（製造図

面、組立図及び作業標準並びに検査要領等

の企業所有資料）を利用できることが証明

できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 



1-2-38 
ジャーネーポンプ部品(舵取

機油圧ポンプ) 
キ 1.7.31 

契約履行に必要となるジャーネーポンプ

部品(舵取機油圧ポンプ)の製造に係る契

約の製造図書（製造図面、組立図及び作業

標準並びに検査要領等の企業所有資料）を

利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-39 ケーブル巻揚機部品 キ 1.7.31 

契約履行に必要となるケーブル巻揚機部

品の製造に係る契約の製造図書（製造図

面、組立図及び作業標準並びに検査要領等

の企業所有資料）を利用できることが証明

できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-40 

電子部品（ガバナ入力軸駆動

装置、操縦兼速力回転通信装

置等） 

キ 1.8.6 

契約履行に必要となる電子部品（ガバナ入

力軸駆動装置、操縦兼速力回転通信装置

等）の製造に係る契約の製造図書（製造図

面、組立図及び作業標準並びに検査要領等

の企業所有資料）を利用できることが証明

できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-41 
制御機器部品（操縦兼速力回

転通信装置等） 
キ 1.8.6 

契約履行に必要となる制御機器部品（操縦

兼速力回転通信装置等）の製造に係る契約

の製造図書（製造図面、組立図及び作業標

準並びに検査要領等の企業所有資料）を利

用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 



1-2-42 

検出器及び同部品（主機・ＣＰ

Ｐ遠隔操縦装置、操縦兼速力

回転通信装置等） 

キ 1.8.6 

契約履行に必要となる検出器及び同部品

（主機・ＣＰＰ遠隔操縦装置、操縦兼速力

回転通信装置等）の製造に係る契約の製造

図書（製造図面、組立図及び作業標準並び

に検査要領等の企業所有資料）を利用でき

ることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-43 

モジュール及びプリント回路

板（主機・ＣＰＰ遠隔操縦装

置、操縦兼速力回転通信装置

等） 

キ 1.8.6 

契約履行に必要となるモジュール及びプ

リント回路板（主機・ＣＰＰ遠隔操縦装置、

操縦兼速力回転通信装置等）の製造に係る

契約の製造図書（製造図面、組立図及び作

業標準並びに検査要領等の企業所有資料）

を利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-44 

海洋生物付着防止装置部品

（やまゆき・あさゆき・あさぎ

り・せとぎり・うらが型・くに

さき・かしま・ひうち型・とわ

だ・ときわ・おうみ用海洋生物

付着防止装置電装品） 

キ 1.8.6 

契約履行に必要となる海洋生物付着防止

装置部品（やまゆき・あさゆき・あさぎり・

せとぎり・うらが型・くにさき・かしま・

ひうち型・とわだ・ときわ・おうみ用海洋

生物付着防止装置電装品）の製造に係る契

約の製造図書（製造図面、組立図及び作業

標準並びに検査要領等の企業所有資料）を

利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-45 

モジュール及びプリント回路

板（掃海艦艇用艦位保持装置、

作業艇揚収装置等） 

キ 1.8.6 

契約履行に必要となるモジュール及びプ

リント回路板（掃海艦艇用艦位保持装置、

作業艇揚収装置等）の製造に係る契約の製

造図書（製造図面、組立図及び作業標準並

びに検査要領等の企業所有資料）を利用で

きることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 



1-2-46 軸ブレーキ装置部品 キ 1.8.6 

契約履行に必要となる軸ブレーキ装置部

品の製造に係る契約の製造図書（製造図

面、組立図及び作業標準並びに検査要領等

の企業所有資料）を利用できることが証明

できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-47 

制御機器部品（掃海艦艇用艦

位保持装置、作業艇揚収装置

等） 

キ 1.8.6 

契約履行に必要となる制御機器部品（掃海

艦艇用艦位保持装置、作業艇揚収装置等）

の製造に係る契約の製造図書（製造図面、

組立図及び作業標準並びに検査要領等の

企業所有資料）を利用できることが証明で

きること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-48 スイッチ（内火艇揚収装置等） キ 1.8.6 

契約履行に必要となるスイッチ（内火艇揚

収装置等）の製造に係る契約の製造図書

（製造図面、組立図及び作業標準並びに検

査要領等の企業所有資料）を利用できるこ

とが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-49 
諸管装置等ぎ装部品（揚艇機、

作業艇揚収装置用雑具等） 
キ 1.8.6 

契約履行に必要となる諸管装置等ぎ装部

品（揚艇機、作業艇揚収装置用雑具等）の

製造に係る契約の製造図書（製造図面、組

立図及び作業標準並びに検査要領等の企

業所有資料）を利用できることが証明でき

ること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

 

 

 



1-2-50 内火艇揚収装置部品 キ 1.8.6 

契約履行に必要となる内火艇揚収装置部

品の製造に係る契約の製造図書（製造図

面、組立図及び作業標準並びに検査要領等

の企業所有資料）を利用できることが証明

できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-51 
高圧ゴムホ－スアッセンブリ

部品（洋上補給装置） 
キ 1.8.6 

契約履行に必要となる高圧ゴムホ－スア

ッセンブリ部品（洋上補給装置）の製造に

係る契約の製造図書（製造図面、組立図及

び作業標準並びに検査要領等の企業所有

資料）を利用できることが証明できるこ

と。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-52 

洋上補給装置部品（いずも型・

ましゅう型洋上補給装置、洋

上補給装置ウインチ動力装置

等） 

キ 1.8.6 

契約履行に必要となる洋上補給装置部品

（いずも型・ましゅう型洋上補給装置、洋

上補給装置ウインチ動力装置等）の製造に

係る契約の製造図書（製造図面、組立図及

び作業標準並びに検査要領等の企業所有

資料）を利用できることが証明できるこ

と。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-53 
油圧装置部品（デッキクレー

ン） 
キ 1.8.6 

契約履行に必要となる油圧装置部品（デッ

キクレーン）の製造に係る契約の製造図書

（製造図面、組立図及び作業標準並びに検

査要領等の企業所有資料）を利用できるこ

とが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

 

 



1-2-54 舵取機部品 キ 1.8.6 

契約履行に必要となる舵取機部品の製造

に係る契約の製造図書（製造図面、組立図

及び作業標準並びに検査要領等の企業所

有資料）を利用できることが証明できるこ

と。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-55 
軸系装置部品（ゆき型軸系装

置） 
キ 1.8.6 

契約履行に必要となる軸系装置部品（ゆき

型軸系装置）の製造に係る契約の製造図書

（製造図面、組立図及び作業標準並びに検

査要領等の企業所有資料）を利用できるこ

とが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-56 
ボール弁及び開閉油圧操作器

部品 
キ 1.8.6 

契約履行に必要となるボール弁及び開閉

油圧操作器部品の製造に係る契約の製造

図書（製造図面、組立図及び作業標準並び

に検査要領等の企業所有資料）を利用でき

ることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-57 蓄電池用部品 キ 1.8.6 

契約履行に必要となる蓄電池用部品の製

造に係る契約の製造図書（製造図面、組立

図及び作業標準並びに検査要領等の企業

所有資料）を利用できることが証明できる

こと。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-58 旋回式推進装置部品 キ 1.8.6 

契約履行に必要となる旋回式推進装置部

品の製造に係る契約の製造図書（製造図

面、組立図及び作業標準並びに検査要領等

の企業所有資料）を利用できることが証明

できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 



1-2-59 可変ピッチプロペラ装置部品 キ 1.8.6 

契約履行に必要となる可変ピッチプロペ

ラ装置部品の製造に係る契約の製造図書

（製造図面、組立図及び作業標準並びに検

査要領等の企業所有資料）を利用できるこ

とが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-60 スラスタ装置部品 キ 1.8.6 

契約履行に必要となるスラスタ装置部品

の製造に係る契約の製造図書（製造図面、

組立図及び作業標準並びに検査要領等の

企業所有資料）を利用できることが証明で

きること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-61 船尾管シール装置部品 キ 1.8.6 

契約履行に必要となる船尾管シール装置

部品の製造に係る契約の製造図書（製造図

面、組立図及び作業標準並びに検査要領等

の企業所有資料）を利用できることが証明

できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-62 艦船用防弾ガラス キ 1.8.6 

契約履行に必要となる艦船用防弾ガラス

の製造に係る契約の製造図書（製造図面、

組立図及び作業標準並びに検査要領等の

企業所有資料）を利用できることが証明で

きること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-63 冷凍及び冷暖房装置部品 キ 1.8.6 

契約履行に必要となる冷凍及び冷暖房装

置部品の製造に係る契約の製造図書（製造

図面、組立図及び作業標準並びに検査要領

等の企業所有資料）を利用できることが証

明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

 



1-2-64 
温度スイッチ及び同部品（冷

凍及び冷暖房装置用） 
キ 1.8.6 

契約履行に必要となる温度スイッチ及び

同部品（冷凍及び冷暖房装置用）の製造に

係る契約の製造図書（製造図面、組立図及

び作業標準並びに検査要領等の企業所有

資料）を利用できることが証明できるこ

と。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-65 
ヒューズ及び同部品（冷凍及

び冷暖房装置用） 
キ 1.8.6 

契約履行に必要となるヒューズ及び同部

品（冷凍及び冷暖房装置用）の製造に係る

契約の製造図書（製造図面、組立図及び作

業標準並びに検査要領等の企業所有資料）

を利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-66 
電磁弁及び同部品（冷凍及び

冷暖房装置用） 
キ 1.8.6 

契約履行に必要となる電磁弁及び同部品

（冷凍及び冷暖房装置用）の製造に係る契

約の製造図書（製造図面、組立図及び作業

標準並びに検査要領等の企業所有資料）を

利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-67 補助推進装置部品 キ 1.8.6 

契約履行に必要となる補助推進装置部品

の製造に係る契約の製造図書（製造図面、

組立図及び作業標準並びに検査要領等の

企業所有資料）を利用できることが証明で

きること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-68 プロペラ部品（作業艇等用） キ 1.8.6 

契約履行に必要となるプロペラ部品（作業

艇等用）の製造に係る契約の製造図書（製

造図面、組立図及び作業標準並びに検査要

領等の企業所有資料）を利用できることが

証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 



1-2-69 
可変ピッチプロペラ装置部品

（掃海艦艇用） 
キ 1.8.6 

契約履行に必要となる可変ピッチプロペ

ラ装置部品（掃海艦艇用）の製造に係る契

約の製造図書（製造図面、組立図及び作業

標準並びに検査要領等の企業所有資料）を

利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-70 

スイッチ（掃海艦艇用可変ピ

ッチプロペラ装置、スラスタ

装置、補助推進装置用） 

キ 1.8.6 

契約履行に必要となるスイッチ（掃海艦艇

用可変ピッチプロペラ装置、スラスタ装

置、補助推進装置用）の製造に係る契約の

製造図書（製造図面、組立図及び作業標準

並びに検査要領等の企業所有資料）を利用

できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-71 
スラスタ装置部品（掃海艦艇

用） 
キ 1.8.6 

契約履行に必要となるスラスタ装置部品

（掃海艦艇用）の製造に係る契約の製造図

書（製造図面、組立図及び作業標準並びに

検査要領等の企業所有資料）を利用できる

ことが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-72 
ウォータジェット推進装置部

品 
キ 1.9.10 

契約履行に必要となるウォータジェット

推進装置部品の製造に係る契約の製造図

書（製造図面、組立図及び作業標準並びに

検査要領等の企業所有資料）を利用できる

ことが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

 



1-2-73 

諸管装置等ぎ装部品（潜水艦

みちしお、まきしお、なるし

お、たかしお、せとしお、そう

りゅう、はくりゅう、ずいりゅ

う、じんりゅう、せいりゅう等

用） 

キ 1.9.10 

契約履行に必要となる諸管装置等ぎ装部

品（潜水艦みちしお、まきしお、なるしお、

たかしお、せとしお、そうりゅう、はくり

ゅう、ずいりゅう、じんりゅう、せいりゅ

う等用）の製造に係る契約の製造図書（製

造図面、組立図及び作業標準並びに検査要

領等の企業所有資料）を利用できることが

証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-74 ピストンポンプ部品 キ 1.9.10 

契約履行に必要となるピストンポンプ部

品の製造に係る契約の製造図書（製造図

面、組立図及び作業標準並びに検査要領等

の企業所有資料）を利用できることが証明

できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-75 けん引装置部品 キ 1.9.10 

契約履行に必要となるけん引装置部品の

製造に係る契約の製造図書（製造図面、組

立図及び作業標準並びに検査要領等の企

業所有資料）を利用できることが証明でき

ること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-76 ８Ｌ２７．５ＸＦ型機関部品 キ 1.9.10 

契約履行に必要となる８Ｌ２７．５ＸＦ型

機関部品の製造に係る契約の製造図書（製

造図面、組立図及び作業標準並びに検査要

領等の企業所有資料）を利用できることが

証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

 

 

 



1-2-77 欠     

1-2-78 欠     

1-2-79 欠     

1-2-80 欠     

1-2-81 欠     

 



1-2-82 欠     

1-2-83 欠     

1-2-84 欠     

1-2-85 欠     

1-2-86 欠     



1-2-87 

電磁接触器及び同部品（静止

型電力変換装置、磁気掃海電

源装置等） 

キ 1.9.12 

契約履行に必要となる電磁接触器及び同

部品（静止型電力変換装置、磁気掃海電源

装置等）の製造に係る契約の製造図書（製

造図面、組立図及び作業標準並びに検査要

領等の企業所有資料）を利用できることが

証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-88 
制御機器部品（静止型電力変

換装置、磁気掃海電源装置等） 
キ 1.9.12 

契約履行に必要となる制御機器部品（静止

型電力変換装置、磁気掃海電源装置等）の

製造に係る契約の製造図書（製造図面、組

立図及び作業標準並びに検査要領等の企

業所有資料）を利用できることが証明でき

ること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-89 

回転機及び同部品（静止型電

力変換装置、磁気掃海電源装

置等） 

キ 1.9.12 

契約履行に必要となる回転機及び同部品

（静止型電力変換装置、磁気掃海電源装置

等）の製造に係る契約の製造図書（製造図

面、組立図及び作業標準並びに検査要領等

の企業所有資料）を利用できることが証明

できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-90 こし器，全自動逆洗式部品 キ 1.9.12 

契約履行に必要となるこし器，全自動逆洗

式部品の製造に係る契約の製造図書（製造

図面、組立図及び作業標準並びに検査要領

等の企業所有資料）を利用できることが証

明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 



1-2-91 補助ポンプ部品 キ 1.9.12 

契約履行に必要となる補助ポンプ部品の

製造に係る契約の製造図書（製造図面、組

立図及び作業標準並びに検査要領等の企

業所有資料）を利用できることが証明でき

ること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-92 
油水分離器部品（ＵＳＨ－１

０型油水分離器等） 
キ 1.9.12 

契約履行に必要となる油水分離器部品（Ｕ

ＳＨ－１０型油水分離器等）の製造に係る

契約の製造図書（製造図面、組立図及び作

業標準並びに検査要領等の企業所有資料）

を利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-93 欠     

1-2-94 欠     

1-2-95 欠     



1-2-96 欠     

1-2-97 欠     

1-2-98 欠     

1-2-99 欠     

1-2-

100 
欠     



1-2-

101 
欠     

1-2-

102 
欠     

1-2-

103 

Ｍ１Ａ型ガスタービン機関部

品 
キ 1.9.19 

契約履行に必要となるＭ１Ａ型ガスター

ビン機関部品の製造に係る契約の製造図

書（製造図面、組立図及び作業標準並びに

検査要領等の企業所有資料）を利用できる

ことが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

104 
吸排気管装置部品 キ 1.9.19 

契約履行に必要となる吸排気管装置部品

の製造に係る契約の製造図書（製造図面、

組立図及び作業標準並びに検査要領等の

企業所有資料）を利用できることが証明で

きること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

105 
減速装置部品 キ 1.9.19 

契約履行に必要となる減速装置部品の製

造に係る契約の製造図書（製造図面、組立

図及び作業標準並びに検査要領等の企業

所有資料）を利用できることが証明できる

こと。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

 



1-2-

106 
超音波フィルタ洗浄装置部品 キ 1.9.19 

契約履行に必要となる超音波フィルタ洗

浄装置部品の製造に係る契約の製造図書

（製造図面、組立図及び作業標準並びに検

査要領等の企業所有資料）を利用できるこ

とが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

107 
制御機器部品 キ 1.9.19 

契約履行に必要となる制御機器部品の製

造に係る契約の製造図書（製造図面、組立

図及び作業標準並びに検査要領等の企業

所有資料）を利用できることが証明できる

こと。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

108 
軸系装置部品 キ 5.10.4 

契約履行に必要となる軸系装置部品の製

造に係る契約の製造図書（製造図面、組立

図及び作業標準並びに検査要領等の企業

所有資料）を利用できることが証明できる

こと。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

109 

可変ピッチプロペラ装置部品

（護衛艦用可変ピッチプロペ

ラ装置） 

キ 1.9.19 

契約履行に必要となる可変ピッチプロペ

ラ装置部品（護衛艦用可変ピッチプロペラ

装置）の製造に係る契約の製造図書（製造

図面、組立図及び作業標準並びに検査要領

等の企業所有資料）を利用できることが証

明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

110 
吸気デミスタ部品 キ 1.9.19 

契約履行に必要となる吸気デミスタ部品

の製造に係る契約の製造図書（製造図面、

組立図及び作業標準並びに検査要領等の

企業所有資料）を利用できることが証明で

きること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 



1-2-

111 

ガスタービン機関電装品（Ｔ

Ｍ３Ｂ型・ＲＭ１Ｃ型・ＳＭ１

Ａ型・ＳＭ１Ｃ型・ＴＦ４０

Ｂ・Ｍ１Ａ型ガスタービン機

関） 

キ 1.9.19 

契約履行に必要となるガスタービン機関

電装品（ＴＭ３Ｂ型・ＲＭ１Ｃ型・ＳＭ１

Ａ型・ＳＭ１Ｃ型・ＴＦ４０Ｂ・Ｍ１Ａ型

ガスタービン機関）の製造に係る契約の製

造図書（製造図面、組立図及び作業標準並

びに検査要領等の企業所有資料）を利用で

きることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

112 
欠     

1-2-

113 
欠     

1-2-

114 
プライミングポンプ部品 キ 1.10.11 

契約履行に必要となるプライミングポン

プ部品の製造に係る契約の製造図書（製造

図面、組立図及び作業標準並びに検査要領

等の企業所有資料）を利用できることが証

明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 



1-2-

115 

うず巻きポンプ部品（真水ポ

ンプ及び冷房用冷水循環ポン

プ等） 

キ 1.10.11 

契約履行に必要となるうず巻きポンプ部

品（真水ポンプ及び冷房用冷水循環ポンプ

等）の製造に係る契約の製造図書（製造図

面、組立図及び作業標準並びに検査要領等

の企業所有資料）を利用できることが証明

できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

116 

各種弁及びこし器部品（掃海

艇･護衛艦用海水、燃料、潤滑

油、空気系統用こし器） 

キ 1.10.11 

契約履行に必要となる各種弁及びこし器

部品（掃海艇･護衛艦用海水、燃料、潤滑

油、空気系統用こし器）の製造に係る契約

の製造図書（製造図面、組立図及び作業標

準並びに検査要領等の企業所有資料）を利

用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

117 
油加熱器部品 キ 1.10.11 

契約履行に必要となる油加熱器部品の製

造に係る契約の製造図書（製造図面、組立

図及び作業標準並びに検査要領等の企業

所有資料）を利用できることが証明できる

こと。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

118 

各種冷却器部品（清水冷却器、

ドレン冷却器等） 
キ 1.10.11 

契約履行に必要となる各種冷却器部品（清

水冷却器、ドレン冷却器等）の製造に係る

契約の製造図書（製造図面、組立図及び作

業標準並びに検査要領等の企業所有資料）

を利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

 

 

 

 



1-2-

119 

各種弁及びこし器部品（潜水

艦用単式海水こし等） 
キ 1.10.24 

契約履行に必要となる各種弁及びこし器

部品（潜水艦用単式海水こし等）の製造に

係る契約の製造図書（製造図面、組立図及

び作業標準並びに検査要領等の企業所有

資料）を利用できることが証明できるこ

と。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

120 

うず巻きポンプ用部品（バラ

ストポンプ・ドレンポンプ等） 
キ 1.10.24 

契約履行に必要となるうず巻きポンプ用

部品（バラストポンプ・ドレンポンプ等）

の製造に係る契約の製造図書（製造図面、

組立図及び作業標準並びに検査要領等の

企業所有資料）を利用できることが証明で

きること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

121 

空気圧縮機部品（ＲＯＢ４９

０－ＨＬＳＨ型,ＴＣＺＢ２

１１ＶＡＳＨ型,ＴＣＷＢ２

２/１２ＡＴ型,ＷＡ－Ｂ２０

/１６型等） 

キ 1.10.24 

契約履行に必要となる空気圧縮機部品（Ｒ

ＯＢ４９０－ＨＬＳＨ型,ＴＣＺＢ２１１

ＶＡＳＨ型,ＴＣＷＢ２２/１２ＡＴ型,Ｗ

Ａ－Ｂ２０/１６型等）の製造に係る契約

の製造図書（製造図面、組立図及び作業標

準並びに検査要領等の企業所有資料）を利

用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

 

 

 



1-2-

122 

各種冷却器部品(空気圧縮機

ＲＯＢ４９０－ＨＬＳＨ型,

ＴＣＺＢ２１１ＶＡＳＨ型,

ＴＣＷＢ２２/１２ＡＴ型,Ｗ

Ａ－Ｂ２０/１６型等) 

キ 1.10.24 

契約履行に必要となる各種冷却器部品(空

気圧縮機ＲＯＢ４９０－ＨＬＳＨ型,ＴＣ

ＺＢ２１１ＶＡＳＨ型,ＴＣＷＢ２２/１

２ＡＴ型,ＷＡ－Ｂ２０/１６型等)の製造

に係る契約の製造図書（製造図面、組立図

及び作業標準並びに検査要領等の企業所

有資料）を利用できることが証明できるこ

と。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

123 

回転機及び同部品（空気圧縮

機ＲＯＢ４９０－ＨＬＳＨ

型,ＴＣＺＢ２１１ＶＡＳＨ

型,ＴＣＷＢ２２/１２ＡＴ

型,ＷＡ－Ｂ２０/１６型等） 

キ 1.10.24 

契約履行に必要となる回転機及び同部品

（空気圧縮機ＲＯＢ４９０－ＨＬＳＨ型,

ＴＣＺＢ２１１ＶＡＳＨ型,ＴＣＷＢ２２

/１２ＡＴ型,ＷＡ－Ｂ２０/１６型等）の

製造に係る契約の製造図書（製造図面、組

立図及び作業標準並びに検査要領等の企

業所有資料）を利用できることが証明でき

ること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

124 

各種弁及びこし器部品（弁装

置（蒸気減圧弁）等） 
キ 1.10.24 

契約履行に必要となる各種弁及びこし器

部品（弁装置（蒸気減圧弁）等）の製造に

係る契約の製造図書（製造図面、組立図及

び作業標準並びに検査要領等の企業所有

資料）を利用できることが証明できるこ

と。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

 

 

 

 



1-2-

125 

各種ポンプ部品（消火海水ポ

ンプ及び冷房機冷却海水ポン

プ等） 

キ 1.10.29 

契約履行に必要となる各種ポンプ部品（消

火海水ポンプ及び冷房機冷却海水ポンプ

等）の製造に係る契約の製造図書（製造図

面、組立図及び作業標準並びに検査要領等

の企業所有資料）を利用できることが証明

できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

126 
寝台部品 キ 1.10.31 

契約履行に必要となる寝台部品の製造に

係る契約の製造図書（製造図面、組立図及

び作業標準並びに検査要領等の企業所有

資料）を利用できることが証明できるこ

と。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

127 

各種弁及びこし器部品（自動

温度調整弁、アスロック加熱

冷却装置温調弁等） 

キ 1.11.19 

契約履行に必要となる各種弁及びこし器

部品（自動温度調整弁、アスロック加熱冷

却装置温調弁等）の製造に係る契約の製造

図書（製造図面、組立図及び作業標準並び

に検査要領等の企業所有資料）を利用でき

ることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

128 

電磁弁及び同部品（真空ポン

プユニット、炭酸ガス吸収装

置電装品等） 

キ 1.11.19 

契約履行に必要となる電磁弁及び同部品

（真空ポンプユニット、炭酸ガス吸収装置

電装品等）の製造に係る契約の製造図書

（製造図面、組立図及び作業標準並びに検

査要領等の企業所有資料）を利用できるこ

とが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 



1-2-

129 

各種ポンプ部品（消火海水ポ

ンプ、汎用海水ポンプ、造水装

置冷却水ポンプ等） 

キ 1.11.19 

契約履行に必要となる各種ポンプ部品（消

火海水ポンプ、汎用海水ポンプ、造水装置

冷却水ポンプ等）の製造に係る契約の製造

図書（製造図面、組立図及び作業標準並び

に検査要領等の企業所有資料）を利用でき

ることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

130 

諸管装置等ぎ装部品（主機排

気伸縮たわみ継手等） 
キ 6.5.10  

契約履行に必要となる諸管装置等ぎ装部

品（主機排気伸縮たわみ継手等）の製造に

係る契約の製造図書（製造図面、組立図及

び作業標準並びに検査要領等の企業所有

資料）を利用できることが証明できるこ

と。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

131 

軸封装置及び水中ゴム軸受部

品 
キ 2.2.18 

契約履行に必要となる軸封装置及び水中

ゴム軸受部品の製造に係る契約の製造図

書（製造図面、組立図及び作業標準並びに

検査要領等の企業所有資料）を利用できる

ことが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

132 
船尾管軸封装置用部品 キ 2.2.18 

契約履行に必要となる船尾管軸封装置用

部品の製造に係る契約の製造図書（製造図

面、組立図及び作業標準並びに検査要領等

の企業所有資料）を利用できることが証明

できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

 

 

 

 



1-2-

133 

ＭＴ３０型ガスタービン機関

部品 
イ 2.7.21 

ＭＴ３０型ガスタービン機関部品の製造

に必要となるライセンス実施権を英国Ｒ

ｏｌｌｓ－Ｒｏｙｃｅ Ｐｏｗｅｒ Ｅ

ｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｐｌｃ社から認

められていること又は認められる見込み

があることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

134 
吸気デミスタ用防塵フィルタ キ 2.8.24 

契約履行に必要となる吸気デミスタ用防

塵フィルタの製造に係る契約の製造図書

（製造図面、組立図及び作業標準並びに検

査要領等の企業所有資料）を利用できるこ

とが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

135 
電球（天井灯等部品） キ 2.9.9 

契約履行に必要となる電球（天井灯等部

品）の製造に係る契約の製造図書（製造図

面、組立図及び作業標準並びに検査要領等

の企業所有資料）を利用できることが証明

できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

136 

専用部品（艦船用）（天井灯等

部品） 
キ 2.9.9 

契約履行に必要となる専用部品（艦船用）

（天井灯等部品）の製造に係る契約の製造

図書（製造図面、組立図及び作業標準並び

に検査要領等の企業所有資料）を利用でき

ることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 



1-2-

137 

油水分離器部品（すがしま型

用油水分離器） 
キ 2.9.28 

契約履行に必要となる油水分離器部品（す

がしま型用油水分離器）の製造に係る契約

の製造図書（製造図面、組立図及び作業標

準並びに検査要領等の企業所有資料）を利

用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

138 

制御機器部品（自動操艦装置

等部品） 
キ 2.10.6 

契約履行に必要となる制御機器部品（自動

操艦装置等部品）の製造に係る契約の製造

図書（製造図面、組立図及び作業標準並び

に検査要領等の企業所有資料）を利用でき

ることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

139 

専用部品（艦船用）（シンクロ

通信器等部品） 
キ 2.10.6 

契約履行に必要となる専用部品（艦船用）

（シンクロ通信器等部品）の製造に係る契

約の製造図書（製造図面、組立図及び作業

標準並びに検査要領等の企業所有資料）を

利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

140 

１６Ｖ４２Ｍ，１２Ｖ４２Ｍ

型機関部品 
キ 5.6.7 

契約履行に必要となる１６Ｖ４２Ｍ，１２

Ｖ４２Ｍ型機関部品の製造に係る契約の

製造図書（製造図面、組立図及び作業標準

並びに検査要領等の企業所有資料）を利用

できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

141 

１６Ｖ４２Ｍ－Ａ型機関部品

パーツキット 
キ 5.6.7 

契約履行に必要となる１６Ｖ４２Ｍ－Ａ

型機関部品パーツキットの製造に係る契

約の製造図書（製造図面、組立図及び作業

標準並びに検査要領等の企業所有資料）を

利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 



1-2-

142 
各種冷却器部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となる各種冷却器部品の

製造に係る契約の製造図書（製造図面、組

立図及び作業標準並びに検査要領等の企

業所有資料）を利用できることが証明でき

ること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

143 

ＬＭ２５００型ガスタービン

機関部品 
キ 5.3.6 

契約履行に必要となるＬＭ２５００型ガ

スタービン機関部品の製造に係る契約の

製造図書（製造図面、組立図及び作業標準

並びに検査要領等の企業所有資料）を利用

できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

144 
航空機用昇降機部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となる航空機用昇降機部

品の製造に係る契約の製造図書（製造図

面、組立図及び作業標準並びに検査要領等

の企業所有資料）を利用できることが証明

できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

145 
ヒューズ及び同部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となるヒューズ及び同部

品の製造に係る契約の製造図書（製造図

面、組立図及び作業標準並びに検査要領等

の企業所有資料）を利用できることが証明

できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

146 
ボイラ電機部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となるボイラ電機部品の

製造に係る契約の製造図書（製造図面、組

立図及び作業標準並びに検査要領等の企

業所有資料）を利用できることが証明でき

ること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 



1-2-

147 
電磁弁及び同部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となる電磁弁及び同部品

の製造に係る契約の製造図書（製造図面、

組立図及び作業標準並びに検査要領等の

企業所有資料）を利用できることが証明で

きること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

148 
制御機器部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となる制御機器部品の製

造に係る契約の製造図書（製造図面、組立

図及び作業標準並びに検査要領等の企業

所有資料）を利用できることが証明できる

こと。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

149 
表示灯及び同部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となる表示灯及び同部品

の製造に係る契約の製造図書（製造図面、

組立図及び作業標準並びに検査要領等の

企業所有資料）を利用できることが証明で

きること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

150 
電熱器用部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となる電熱器用部品の製

造に係る契約の製造図書（製造図面、組立

図及び作業標準並びに検査要領等の企業

所有資料）を利用できることが証明できる

こと。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

151 
検出器及び同部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となる検出器及び同部品

の製造に係る契約の製造図書（製造図面、

組立図及び作業標準並びに検査要領等の

企業所有資料）を利用できることが証明で

きること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 



1-2-

152 
空気清浄機部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となる空気清浄機部品の

製造に係る契約の製造図書（製造図面、組

立図及び作業標準並びに検査要領等の企

業所有資料）を利用できることが証明でき

ること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

153 
係船機部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となる係船機部品の製造

に係る契約の製造図書（製造図面、組立図

及び作業標準並びに検査要領等の企業所

有資料）を利用できることが証明できるこ

と。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

154 
制御機器部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となる制御機器部品の製

造に係る契約の製造図書（製造図面、組立

図及び作業標準並びに検査要領等の企業

所有資料）を利用できることが証明できる

こと。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

155 
電磁弁及び同部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となる電磁弁及び同部品

の製造に係る契約の製造図書（製造図面、

組立図及び作業標準並びに検査要領等の

企業所有資料）を利用できることが証明で

きること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

156 
制御機器部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となる制御機器部品の製

造に係る契約の製造図書（製造図面、組立

図及び作業標準並びに検査要領等の企業

所有資料）を利用できることが証明できる

こと。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 



1-2-

157 
検出器及び同部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となる検出器及び同部品

の製造に係る契約の製造図書（製造図面、

組立図及び作業標準並びに検査要領等の

企業所有資料）を利用できることが証明で

きること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

158 
海洋生物付着防止装置部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となる海洋生物付着防止

装置部品の製造に係る契約の製造図書（製

造図面、組立図及び作業標準並びに検査要

領等の企業所有資料）を利用できることが

証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

159 
信号灯及び同部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となる信号灯及び同部品

の製造に係る契約の製造図書（製造図面、

組立図及び作業標準並びに検査要領等の

企業所有資料）を利用できることが証明で

きること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

160 
ヒューズ及び同部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となるヒューズ及び同部

品の製造に係る契約の製造図書（製造図

面、組立図及び作業標準並びに検査要領等

の企業所有資料）を利用できることが証明

できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

161 
検出器及び同部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となる検出器及び同部品

の製造に係る契約の製造図書（製造図面、

組立図及び作業標準並びに検査要領等の

企業所有資料）を利用できることが証明で

きること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 



1-2-

162 
電気式圧力発信器及び同部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となる電気式圧力発信器

及び同部品の製造に係る契約の製造図書

（製造図面、組立図及び作業標準並びに検

査要領等の企業所有資料）を利用できるこ

とが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

163 
電気式温度計及び同部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となる電気式温度計及び

同部品の製造に係る契約の製造図書（製造

図面、組立図及び作業標準並びに検査要領

等の企業所有資料）を利用できることが証

明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

164 
専用部品（艦船用） キ 5.3.6 

契約履行に必要となる専用部品（艦船用）

の製造に係る契約の製造図書（製造図面、

組立図及び作業標準並びに検査要領等の

企業所有資料）を利用できることが証明で

きること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

165 
艦内通信装置部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となる艦内通信装置部品

の製造に係る契約の製造図書（製造図面、

組立図及び作業標準並びに検査要領等の

企業所有資料）を利用できることが証明で

きること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

166 
洋上補給装置部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となる洋上補給装置部品

の製造に係る契約の製造図書（製造図面、

組立図及び作業標準並びに検査要領等の

企業所有資料）を利用できることが証明で

きること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 



1-2-

167 
照明装置及び同部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となる照明装置及び同部

品の製造に係る契約の製造図書（製造図

面、組立図及び作業標準並びに検査要領等

の企業所有資料）を利用できることが証明

できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

168 
信号灯及び同部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となる信号灯及び同部品

の製造に係る契約の製造図書（製造図面、

組立図及び作業標準並びに検査要領等の

企業所有資料）を利用できることが証明で

きること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

169 
警報装置部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となる警報装置部品の製

造に係る契約の製造図書（製造図面、組立

図及び作業標準並びに検査要領等の企業

所有資料）を利用できることが証明できる

こと。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

170 

モジュール及びプリント回路

板 
キ 5.3.6 

契約履行に必要となるモジュール及びプ

リント回路板の製造に係る契約の製造図

書（製造図面、組立図及び作業標準並びに

検査要領等の企業所有資料）を利用できる

ことが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

171 
丸窓及び角窓部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となる丸窓及び角窓部品

の製造に係る契約の製造図書（製造図面、

組立図及び作業標準並びに検査要領等の

企業所有資料）を利用できることが証明で

きること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 



1-2-

172 
照明装置及び同部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となる照明装置及び同部

品の製造に係る契約の製造図書（製造図

面、組立図及び作業標準並びに検査要領等

の企業所有資料）を利用できることが証明

できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

173 
制御機器部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となる制御機器部品の製

造に係る契約の製造図書（製造図面、組立

図及び作業標準並びに検査要領等の企業

所有資料）を利用できることが証明できる

こと。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

174 

洋上補給装置部品（いずも型

及びましゅう型を除く） 
キ 5.3.6 

契約履行に必要となる洋上補給装置部品

（いずも型及びましゅう型を除く）の製造

に係る契約の製造図書（製造図面、組立図及

び作業標準並びに検査要領等の企業所有資

料）を利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

175 

 

軸系装置部品（ゆき型除く） キ 5.3.6 

契約履行に必要となる軸系装置部品（ゆき

型除く）の製造に係る契約の製造図書（製

造図面、組立図及び作業標準並びに検査要

領等の企業所有資料）を利用できることが

証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

176 

 

ドレン冷却器部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となるドレン冷却器部品

の製造に係る契約の製造図書（製造図面、

組立図及び作業標準並びに検査要領等の

企業所有資料）を利用できることが証明で

きること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 



1-2-

177 
監視用テレビ装置部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となる監視用テレビ装置

部品の製造に係る契約の製造図書（製造図

面、組立図及び作業標準並びに検査要領等

の企業所有資料）を利用できることが証明

できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

178 
制御機器部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となる制御機器部品の製

造に係る契約の製造図書（製造図面、組立

図及び作業標準並びに検査要領等の企業

所有資料）を利用できることが証明できる

こと。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

179 
各種冷却器部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となる各種冷却器部品の

製造に係る契約の製造図書（製造図面、組

立図及び作業標準並びに検査要領等の企

業所有資料）を利用できることが証明でき

ること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

180 
フィンスタビライザ装置部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となるフィンスタビライ

ザ装置部品の製造に係る契約の製造図書

（製造図面、組立図及び作業標準並びに検

査要領等の企業所有資料）を利用できるこ

とが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

181 
諸管装置等ぎ装部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となる諸管装置等ぎ装部

品の製造に係る契約の製造図書（製造図

面、組立図及び作業標準並びに検査要領等

の企業所有資料）を利用できることが証明

できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 



1-2-

182 
電動ファン及び同部品 キ 6.4.17 

契約履行に必要となる電動ファン及び同

部品の製造に係る契約の製造図書（製造図

面、組立図及び作業標準並びに検査要領等

の企業所有資料）を利用できることが証明

できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

183 
制御機器部品 キ 6.4.17 

契約履行に必要となる制御機器部品の製

造に係る契約の製造図書（製造図面、組立

図及び作業標準並びに検査要領等の企業

所有資料）を利用できることが証明できる

こと。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

184 
回転機及び同部品 キ 6.4.17 

契約履行に必要となる回転機及び同部品

の製造に係る契約の製造図書（製造図面、

組立図及び作業標準並びに検査要領等の

企業所有資料）を利用できることが証明で

きること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

185 
ヒューズ及び同部品 キ 6.4.17 

契約履行に必要となるヒューズ及び同部

品の製造に係る契約の製造図書（製造図

面、組立図及び作業標準並びに検査要領等

の企業所有資料）を利用できることが証明

できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

186 
配電盤部品 キ 6.4.17 

契約履行に必要となる配電盤部品の製造

に係る契約の製造図書（製造図面、組立図

及び作業標準並びに検査要領等の企業所

有資料）を利用できることが証明できるこ

と。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 



1-2-

187 
保護亜鉛及び同部品 キ 6.4.17 

契約履行に必要となる保護亜鉛及び同部

品の製造に係る契約の製造図書（製造図

面、組立図及び作業標準並びに検査要領等

の企業所有資料）を利用できることが証明

できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

188 
艦内情報処理装置部品 キ 6.4.17 

契約履行に必要となる艦内情報処理装置

部品の製造に係る契約の製造図書（製造図

面、組立図及び作業標準並びに検査要領等

の企業所有資料）を利用できることが証明

できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

189 
潜水艦用制御機器部品 キ 6.4.17 

契約履行に必要となる潜水艦用制御機器

部品の製造に係る契約の製造図書（製造図

面、組立図及び作業標準並びに検査要領等

の企業所有資料）を利用できることが証明

できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

190 

モジュール及びプリント回路

板 
キ 6.4.17 

契約履行に必要となるモジュール及びプ

リント回路板の製造に係る契約の製造図

書（製造図面、組立図及び作業標準並びに

検査要領等の企業所有資料）を利用できる

ことが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

191 
各種弁及びこし器部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となる各種弁及びこし器

部品の製造に係る契約の製造図書（製造図

面、組立図及び作業標準並びに検査要領等

の企業所有資料）を利用できることが証明

できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 



1-2-

192 
錨鎖部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となる錨鎖部品の製造に

係る契約の製造図書（製造図面、組立図及

び作業標準並びに検査要領等の企業所有

資料）を利用できることが証明できるこ

と。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

193 
置タンク部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となる置タンク部品の製

造に係る契約の製造図書（製造図面、組立

図及び作業標準並びに検査要領等の企業

所有資料）を利用できることが証明できる

こと。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

194 

ガスタービン機関制御装置部

品 
キ 5.3.6 

契約履行に必要となるガスタービン機関

制御装置部品の製造に係る契約の製造図

書（製造図面、組立図及び作業標準並びに

検査要領等の企業所有資料）を利用できる

ことが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

195 
こし器部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となるこし器部品の製造

に係る契約の製造図書（製造図面、組立図

及び作業標準並びに検査要領等の企業所

有資料）を利用できることが証明できるこ

と。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

196 
採光装置部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となる採光装置部品の製

造に係る契約の製造図書（製造図面、組立

図及び作業標準並びに検査要領等の企業

所有資料）を利用できることが証明できる

こと。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 



1-2-

197 
制御機器部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となる制御機器部品の製

造に係る契約の製造図書（製造図面、組立

図及び作業標準並びに検査要領等の企業

所有資料）を利用できることが証明できる

こと。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

198 
検出器及び同部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となる検出器及び同部品

の製造に係る契約の製造図書（製造図面、

組立図及び作業標準並びに検査要領等の

企業所有資料）を利用できることが証明で

きること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

199 
継電器及び同部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となる継電器及び同部品

の製造に係る契約の製造図書（製造図面、

組立図及び作業標準並びに検査要領等の

企業所有資料）を利用できることが証明で

きること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

200 
艦内通信装置部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となる艦内通信装置部品

の製造に係る契約の製造図書（製造図面、

組立図及び作業標準並びに検査要領等の

企業所有資料）を利用できることが証明で

きること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

201 
スイッチ キ 5.3.6 

契約履行に必要となるスイッチの製造に

係る契約の製造図書（製造図面、組立図及

び作業標準並びに検査要領等の企業所有

資料）を利用できることが証明できるこ

と。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 



1-2-

202 
電磁弁及び同部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となる電磁弁及び同部品

の製造に係る契約の製造図書（製造図面、

組立図及び作業標準並びに検査要領等の

企業所有資料）を利用できることが証明で

きること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

203 
通話器及び同部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となる通話器及び同部品

の製造に係る契約の製造図書（製造図面、

組立図及び作業標準並びに検査要領等の

企業所有資料）を利用できることが証明で

きること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

204 
電気式圧力発信器及び同部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となる電気式圧力発信器

及び同部品の製造に係る契約の製造図書

（製造図面、組立図及び作業標準並びに検

査要領等の企業所有資料）を利用できるこ

とが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

205 
温度スイッチ及び同部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となる温度スイッチ及び

同部品の製造に係る契約の製造図書（製造

図面、組立図及び作業標準並びに検査要領

等の企業所有資料）を利用できることが証

明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

206 
圧力スイッチ及び同部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となる圧力スイッチ及び

同部品の製造に係る契約の製造図書（製造

図面、組立図及び作業標準並びに検査要領

等の企業所有資料）を利用できることが証

明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 



1-2-

207 

モジュール及びプリント回路

板 
キ 5.3.6 

契約履行に必要となるモジュール及びプ

リント回路板の製造に係る契約の製造図

書（製造図面、組立図及び作業標準並びに

検査要領等の企業所有資料）を利用できる

ことが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

208 
無電池式電話機及び同部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となる無電池式電話機及

び同部品の製造に係る契約の製造図書（製

造図面、組立図及び作業標準並びに検査要

領等の企業所有資料）を利用できることが

証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

209 
専用部品（艦船用） キ 5.3.6 

契約履行に必要となる専用部品（艦船用）

の製造に係る契約の製造図書（製造図面、

組立図及び作業標準並びに検査要領等の

企業所有資料）を利用できることが証明で

きること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

210 
表示灯及び同部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となる表示灯及び同部品

の製造に係る契約の製造図書（製造図面、

組立図及び作業標準並びに検査要領等の

企業所有資料）を利用できることが証明で

きること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

211 
配電盤部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となる配電盤部品の製造

に係る契約の製造図書（製造図面、組立図

及び作業標準並びに検査要領等の企業所

有資料）を利用できることが証明できるこ

と。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 



1-2-

212 
制御機器部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となる制御機器部品の製

造に係る契約の製造図書（製造図面、組立

図及び作業標準並びに検査要領等の企業

所有資料）を利用できることが証明できる

こと。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

213 

モジュール及びプリント回路

板 
キ 5.3.6 

契約履行に必要となるモジュール及びプ

リント回路板の製造に係る契約の製造図

書（製造図面、組立図及び作業標準並びに

検査要領等の企業所有資料）を利用できる

ことが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

214 
スイッチ キ 5.3.6 

契約履行に必要となるスイッチの製造に

係る契約の製造図書（製造図面、組立図及

び作業標準並びに検査要領等の企業所有

資料）を利用できることが証明できるこ

と。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

215 
潜水艦救難装置部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となる潜水艦救難装置部

品の製造に係る契約の製造図書（製造図

面、組立図及び作業標準並びに検査要領等

の企業所有資料）を利用できることが証明

できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

216 
炭酸ガス吸収装置部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となる炭酸ガス吸収装置

部品の製造に係る契約の製造図書（製造図

面、組立図及び作業標準並びに検査要領等

の企業所有資料）を利用できることが証明

できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 



1-2-

217 
油圧アキュームレータ部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となる油圧アキュームレ

ータ部品の製造に係る契約の製造図書（製

造図面、組立図及び作業標準並びに検査要

領等の企業所有資料）を利用できることが

証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

218 
空気清浄機部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となる空気洗浄装置部品

の製造に係る契約の製造図書（製造図面、

組立図及び作業標準並びに検査要領等の

企業所有資料）を利用できることが証明で

きること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

219 
応急呼吸装置部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となる応急呼吸装置部品

の製造に係る契約の製造図書（製造図面、

組立図及び作業標準並びに検査要領等の

企業所有資料）を利用できることが証明で

きること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

220 
制御機器部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となる制御機器部品の製

造に係る契約の製造図書（製造図面、組立

図及び作業標準並びに検査要領等の企業

所有資料）を利用できることが証明できる

こと。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

221 

プラグ・レセプタクル及びス

イッチ付レセプタクル 
キ 5.3.6 

契約履行に必要となるプラグ・レセプタク

ル及びスイッチ付レセプタクルの製造に

係る契約の製造図書（製造図面、組立図及

び作業標準並びに検査要領等の企業所有

資料）を利用できることが証明できるこ

と。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 



1-2-

222 
信号灯及び同部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となる信号灯及び同部品

の製造に係る契約の製造図書（製造図面、

組立図及び作業標準並びに検査要領等の

企業所有資料）を利用できることが証明で

きること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

223 
照明装置及び同部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となる照明装置及び同部

品の製造に係る契約の製造図書（製造図

面、組立図及び作業標準並びに検査要領等

の企業所有資料）を利用できることが証明

できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

224 
電球 キ 5.3.6 

契約履行に必要となる電球の製造に係る

契約の製造図書（製造図面、組立図及び作

業標準並びに検査要領等の企業所有資料）

を利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

225 

 

電磁弁及び同部品 キ 5.3.6 

契約履行に必要となる電磁弁及び同部品

の製造に係る契約の製造図書（製造図面、

組立図及び作業標準並びに検査要領等の

企業所有資料）を利用できることが証明で

きること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

226 
電球 キ 5.3.13 

契約履行に必要となる電球の製造に係る

契約の製造図書（製造図面、組立図及び作

業標準並びに検査要領等の企業所有資料）

を利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 



1-2-

227 
専用部品（艦船用） キ 5.3.13 

契約履行に必要となる専用部品（艦船用）

の製造に係る契約の製造図書（製造図面、

組立図及び作業標準並びに検査要領等の

企業所有資料）を利用できることが証明で

きること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

228 
欠     

1-2-

229 
揚錨機部品 キ 7.7.4  

契約履行に必要となる機関電装品の製造

に係る契約の製造図書（製造図面、組立図

及び作業標準並びに検査要領等の企業所

有資料）を利用できることが証明できるこ

と。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

230 

Ｍ７Ａ型ガスタービン機関電

装品 
キ 7.7.4  

契約履行に必要となる機関電装品の製造

に係る契約の製造図書（製造図面、組立図

及び作業標準並びに検査要領等の企業所

有資料）を利用できることが証明できるこ

と。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

1-2-

231 

ＭＴ３０型ガスタービン機関

電装品 
キ 7.7.4 

契約履行に必要となる機関電装品の製造

に係る契約の製造図書（製造図面、組立図

及び作業標準並びに検査要領等の企業所

有資料）を利用できることが証明できるこ

と。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

 



対象契約一覧表 

掲載 

番号 
該当する契約 

随意契約

による理

由 

一覧表へ

の掲載日 
新規参入の申込みに必要となる要件 

提出先 

(問合せ先) 

1-3-1 

潜水艦用自動調圧弁及び充気

口金物輸入部品の売買に係る

契約 

ウ 26.12.24 

売買契約に必要となる輸入販売代理権を

英国ＨａｌｅＨａｍｉｌｔｏｎ（Ｖａｌ

ｖｅｓ）Ｌｉｍｉｔｅｄから認められて

いること又は認められる見込みがあるこ

とが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

1-3-2 欠     

1-3-3 欠     



1-3-4 欠     

1-3-5 欠     

1-3-6 
ヘリコプター着艦拘束装置部

品の売買に係る契約 
ウ 29.5.17 

加国ＩＮＤＡＬ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩ

ＥＳ製のヘリコプター着艦拘束装置部品

の調達に不可欠な、日本国内における正

当な輸入販売代理権を現に有し、又は当

該権利を有する見込みがあることを証明

できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



1-3-7 欠    

 

 

 

 

 

 

1-3-8 
艦載救難作業車部品の売買に

係る契約 
ウ 29.5.17 

米国ＥＮＴＷＩＳＴＬＥ社の艦載救難作

業車部品の調達に不可欠な、日本国内に

おける正当な輸入販売代理権を現に有

し、又は当該権利を有する見込みがある

ことを証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

1-3-9 
洋上給油装置用部品の売買に

係る契約 
ウ 7.1.23 

米国ＨＹＤＲＡＳＥＡＲＣＨ社製の洋上

給油用装置部品の調達に不可欠な、日本

国内おける正当な輸入販売代理権を現に

有し、又は当該権利を有する見込みがあ

ることを証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

1-3-10 

エアクッション艇用可変ピッ

チプロペラ部品の売買に係る

契約 

ウ 7.4.28 

米国 GE Aviation Systems Limited 社製

のエアクッション艇用可変ピッチプロペ

ラ部品の調達に不可欠な、日本国内おけ

る正当な輸入販売代理権を現に有し、又

は当該権利を有する見込みがあることを

証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



1-3-11 
TF40Ｂ型ガスタービン機関部

品の売買に係る契約 
ウ 7.4.28 

米国 Vericor Power Systems社製の

TF40B型ガスタービン機関部品の売買に

係る契約の調達に不可欠な、日本国内お

ける正当な輸入販売代理権を現に有し、

又は当該権利を有する見込みがあること

を証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

1-3-12 

エアクッション艇用トランス

ミッション装置部品の売買に

係る契約 

ウ 7.6.30  

米国 RENK America Marine＆Industry 

LLC社製のエアクッション艇用トランス

ミッション装置部品の調達に不可欠な、

日本国内おける正当な輸入販売代理権を

現に有し、又は当該権利を有する見込み

があることを証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

1-3-13 
エアクッション艇用補機部品

の売買に係る契約 
ウ 7.4.28 

米国 Textron社製のエアクッション艇用

補機部品の調達に不可欠な、日本国内お

ける正当な輸入販売代理権を現に有し、

又は当該権利を有する見込みがあること

を証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

1-3-14 
T-62-40 型 APU 装置部品の売

買に係る契約 
ウ 7.4.28 

米国 Pratt＆Whitney社製の T-62-40型

APU装置部品の売買に係る契約の調達に

不可欠な、日本国内おける正当な輸入販

売代理権を現に有し、又は当該権利を有

する見込みがあることを証明できるこ

と。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



1-3-15 
ヘリコプタけん引装置部品の

売買に係る契約 
ウ 7.5.16 

加国 Indal Technologies社製のヘリコプ

タけん引装置部品の売買に係る契約の調

達に不可欠な、日本国内おける正当な輸

入販売代理権を現に有し、又は当該権利

を有する見込みがあることを証明できる

こと。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

1-3-16 
汚物処理装置部品の売買に係

る契約 
ウ 7.5.26 

独国 VacDrainの汚物処理装置部品の売買

に係る契約の調達に不可欠な、日本国内

おける正当な輸入販売代理権を現に有

し、又は当該権利を有する見込みがある

ことを証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

1-3-17 
「もがみ」型護衛艦用汚物処

理装置部品の売買に係る契約 
ウ 7.7.4 

独国 ACO Marineの「もがみ」型護衛艦用

汚物処理装置部品の売買に係る契約の調

達に不可欠な、日本国内おける正当な輸

入販売代理権を現に有し、又は当該権利

を有する見込みがあることを証明できる

こと。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

1-3-18 
航空機用昇降機部品の売買に

係る契約 
ウ 7.10.1  

米国 Jered LLC社製の航空機用昇降機部

品の売買に係る契約の調達に不可欠な、

日本国内おける正当な輸入販売代理権を

現に有し、又は当該権利を有する見込み

があることを証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

 

 



対象契約一覧表 

 

掲載 

番号 
該当する契約 

随意契約

による理

由 

一覧表へ

の掲載日 
新規参入の申込みに必要となる要件 

提出先 

(問合せ先) 

2-1-1 

機雷処分具ＰＡＰ－１０４Ｍ

ＡＲＫ５組部品オーバーホー

ル，修理，検査，調査，改修 

イ 5.3.13 

機雷処分具ＰＡＰ－１０４ＭＡＲＫ５組部

品オーバーホール，修理，検査，調査，改

修の役務に必要となるライセンス実施権を

Ｅｘａｉｌ社から認められていること又は

認められる見込みがあることが証明できる

こと。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-2 

機雷処分具ＰＡＰ－１０４Ｍ

ＡＲＫ５航走体オーバーホー

ル，修理，検査，調査，改修 

イ 5.3.13 

機雷処分具ＰＡＰ－１０４ＭＡＲＫ５航走

体オーバーホール，修理，検査，調査，改

修の役務に必要となるライセンス実施権を

Ｅｘａｉｌ社から認められていること又は

認められる見込みがあることが証明できる

こと。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-3 

機雷処分具ＰＡＰ－１０４Ｍ

ＡＲＫ５部品修理，検査，調

査，改修 

イ 5.3.13 

機雷処分具ＰＡＰ－１０４ＭＡＲＫ５部品

修理，検査，調査，改修の役務に必要とな

るライセンス実施権をＥｘａｉｌ社から認

められていること又は認められる見込みが

あることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



2-1-4 
携帯用赤外線暗視装置ＲＡＸ

－１修理，検査，調査，改修 
イ 26.4.23 

携帯用赤外線暗視装置ＲＡＸ－１修理，検

査，調査，改修の役務に必要となるライセ

ンス実施権を仏国ＴＨＡＬＥＳ ＯＰＴＲ

ＯＮＩＱＵＥ Ｓ．Ａ．社から認められて

いること又は認められる見込みがあること

が証明できること。 

 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-5 

機雷探知機ＴＹＰＥ－２０９

３（ ）部品調査，修理，検査，

改修 

イ 26.4.23 

機雷探知機ＴＹＰＥ－２０９３（ ）部品

調査，修理，検査，改修の役務に必要とな

るライセンス実施権を英国ＴＨＡＬＥＳ社

から認められていること又は認められる見

込みがあることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-6 

機雷探知機ＴＹＰＥ－２０９

３えい航体オーバーホール，

分解検査，組立復旧，修理，調

査，改修 

イ 26.4.23 

機雷探知機ＴＹＰＥ－２０９３えい航体オ

ーバーホール，分解検査，組立復旧，修理，

調査，改修の役務に必要となるライセンス

実施権を英国ＴＨＡＬＥＳ社から認められ

ていること又は認められる見込みがあるこ

とが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

. 



2-1-7 

機雷探知機ＴＹＰＥ－２０９

３組部品オーバーホール，分解

検査，組立復旧，修理，調査，

改修 

イ 26.4.23 

機雷探知機ＴＹＰＥ－２０９３組部品オ

ーバーホール，分解検査，組立復旧，修理，

調査，改修の役務に必要となるライセンス

実施権を英国ＴＨＡＬＥＳ社から認めら

れていること又は認められる見込みがあ

ることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-8 

機雷探知機ＴＹＰＥ－２０９

３（ ）えい航体用組部品オー

バーホール 

イ 26.4.23 

機雷探知機ＴＹＰＥ－２０９３（ ）えい

航体用組部品オーバーホールの役務に必

要となるライセンス実施権を英国ＴＨＡ

ＬＥＳ社から認められていること又は認

められる見込みがあることが証明できる

こと。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-9 欠     



 

 

2-1-10 
自走式水上標的システム用部

品の調査，修理，検査，改修 
イ 29.6.15 

自走式水上標的システム用部品の調査，修

理，検査，改修の役務に必要となるライセ

ンス実施権を加国ＱｉｎｅｔｉＱ Ｔａ

ｒｇｅｔ Ｓｙｓｔｅｍｓ Ｃａｎａｄａ

社から認められていること又は認められ

る見込みがあることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-11 
５４口径５インチ単装速射砲

部品 調査，修理，検査，改修 
キ 30.5.30 

契約履行に必要となる５４口径５インチ

単装速射砲部品 調査，修理，検査，改修

の製造図書（製造図面、組立図及び作業標

準並びに検査要領等の企業所有資料）を利

用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-12 

２０ｍｍ機関砲ＪＭ６１Ｒ－

ＭＳオーバーホール，分解検

査，組立，復旧，修理，調査，

改修 

ア 31.2.1 

２０ｍｍ機関砲ＪＭ６１Ｒ－ＭＳオーバ

ーホール，分解検査，組立，復旧，修理，

調査，改修の契約履行に必要となる武器等

製造法（昭和２８年法律第１４５号）第３

条に規定する経済産業大臣の許可を受け

ていること又は受ける見込みがあること

が証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-13 

２０ｍｍ機関砲ＪＭ６１Ｒ－

ＭＳ部品 調査，修理，検査，

改修 

ア 31.2.1 

２０ｍｍ機関砲ＪＭ６１Ｒ－ＭＳ部品 

調査，修理，検査，改修の契約履行に必要

となる武器等製造法（昭和２８年法律第１

４５号）第３条に規定する経済産業大臣の

許可を受けていること又は受ける見込み

があることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



 

2-1-14 

２０ｍｍ機関砲 ＪＭ６１－

（ ）オーバーホール，分解検

査，組立，復旧，修理，調査，

改修 

ア 31.2.1 

２０ｍｍ機関砲 ＪＭ６１－（ ）オーバ

ーホール，分解検査，組立，復旧，修理，

調査，改修の契約履行に必要となる武器等

製造法（昭和２８年法律第１４５号）第３

条に規定する経済産業大臣の許可を受け

ていること又は受ける見込みがあること

が証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-15 

２０ｍｍ機関砲 ＪＭ６１－

（ ）部品 調査，修理，検査，

改修 

ア 31.2.1 

２０ｍｍ機関砲 ＪＭ６１－（ ）部品 

調査，修理，検査，改修の契約履行に必要

となる武器等製造法（昭和２８年法律第１

４５号）第３条に規定する経済産業大臣の

許可を受けていること又は受ける見込み

があることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-16 
１２．７ｍｍ重機関銃 調査，

修理，検査，改修 
ア 31.2.1 

１２．７ｍｍ重機関銃 調査，修理，検査，

改修の契約履行に必要となる武器等製造

法（昭和２８年法律第１４５号）第３条に

規定する経済産業大臣の許可を受けてい

ること又は受ける見込みがあることが証

明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-17 
６２式７．６２ｍｍ機関銃 調

査，修理，検査，改修 
ア 31.2.1 

６２式７．６２ｍｍ機関銃 調査，修理，

検査，改修の契約履行に必要となる武器等

製造法（昭和２８年法律第１４５号）第３

条に規定する経済産業大臣の許可を受け

ていること又は受ける見込みがあること

が証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



2-1-18 
５．５６ｍｍ機関銃ＭＩＮＩＭ

Ｉ 調査，修理，検査，改修 
ア 31.2.1 

５．５６ｍｍ機関銃ＭＩＮＩＭＩ 調査，

修理，検査，改修の契約履行に必要となる

武器等製造法（昭和２８年法律第１４５

号）第３条に規定する経済産業大臣の許可

を受けていること又は受ける見込みがあ

ることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-19 

高性能２０ｍｍ機関砲 機関

砲部オーバーホール，分解検

査，組立，復旧，修理，調査，

改修 

ア 31.2.1 

高性能２０ｍｍ機関砲 機関砲部オーバ

ーホール，分解検査，組立，復旧，修理，

調査，改修の契約履行に必要となる武器等

製造法（昭和２８年法律第１４５号）第３

条に規定する経済産業大臣の許可を受け

ていること又は受ける見込みがあること

が証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-20 

高性能２０ｍｍ機関砲 機関

砲部部品 調査，修理，検査，

改修 

ア 31.2.1 

高性能２０ｍｍ機関砲 機関砲部部品 

調査，修理，検査，改修の契約履行に必要

となる武器等製造法（昭和２８年法律第１

４５号）第３条に規定する経済産業大臣の

許可を受けていること又は受ける見込み

があることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-21 

高性能２０ｍｍ機関砲 給弾

装置部品 調査，修理，検査，

改修 

イ 31.3.11 

高性能２０ｍｍ機関砲 給弾装置部品 

調査，修理，検査，改修の役務に必要とな

るライセンス実施権を米国Ｍｅｇｇｉｔ

ｔ Ｄｅfｅｎｓｅ.Ｓｙｓｔｅｍｓ,Ｉｎ

ｃ.社から認められていること又は認めら

れる見込みがあることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



 

 

 

2-1-22 
感応掃海具１型（）部品 修理，

検査，調査，改修 
キ 1.8.29 

契約履行に必要となる感応掃海具１型（）

部品 修理，検査，調査，改修の製造図書

（製造図面、組立図及び作業標準並びに検

査要領等の企業所有資料）を利用できるこ

とが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-23 
掃海艇用コンソール部品 修

理，検査，調査，改修 
キ 1.8.29 

契約履行に必要となる掃海艇用コンソー

ル部品 修理，検査，調査，改修の製造図

書（製造図面、組立図及び作業標準並びに

検査要領等の企業所有資料）を利用できる

ことが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-24 

潜水艦情報表示装置ＺＱＸ－

１（），２（）部品 修理，検査，

調査，改修 

キ 1.8.29 

契約履行に必要となる潜水艦情報表示装

置ＺＱＸ－１（），２（）部品 修理，検査，

調査，改修の製造図書（製造図面、組立図

及び作業標準並びに検査要領等の企業所

有資料）を利用できることが証明できるこ

と。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-25 欠   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2-1-26 欠   

 

 

 

 

 

 

 

2-1-27 

ジャイロコンパスＯＳＮ－１

（），２（）部品 修理，検査，

調査，改修 

キ 1.8.29 

契約履行に必要となるジャイロコンパス

ＯＳＮ－１（），２（）部品 修理，検査，

調査，改修の製造図書（製造図面、組立図

及び作業標準並びに検査要領等の企業所

有資料）を利用できることが証明できるこ

と。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-28 

ジャイロコンパスＯＳＮ－１

（）鋭感部 オーバーホール，

修理，検査，調査，改修 

キ 1.8.29 

契約履行に必要となるジャイロコンパス

ＯＳＮ－１（）鋭感部 オーバーホール，

修理，検査，調査，改修の製造図書（製造

図面、組立図及び作業標準並びに検査要領

等の企業所有資料）を利用できることが証

明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-29 
慣性航法装置ＺＳＮ－１（）部

品 修理，検査，調査，改修 
キ 1.8.29 

契約履行に必要となる慣性航法装置ＺＳ

Ｎ－１（）部品 修理，検査，調査，改修

の製造図書（製造図面、組立図及び作業標

準並びに検査要領等の企業所有資料）を利

用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



 

 

 

2-1-30 

対勢作図装置１０型（）～１２

型（），１５型（）部品 修理，

検査，調査，改修 

キ 1.8.29 

契約履行に必要となる対勢作図装置１０

型（）～１２型（），１５型（）部品 修

理，検査，調査，改修の製造図書（製造図

面、組立図及び作業標準並びに検査要領等

の企業所有資料）を利用できることが証明

できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-31 

掃海艇情報処理装置ＯＹＱ－

２０１（）部品 修理，検査，

調査，改修 

キ 1.8.29 

契約履行に必要となる掃海艇情報処理装

置ＯＹＱ－２０１（）部品 修理，検査，

調査，改修の製造図書（製造図面、組立図

及び作業標準並びに検査要領等の企業所

有資料）を利用できることが証明できるこ

と。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-32 欠   

 

 

 

 

 

 

 

2-1-33 

水中航走式機雷掃討具（Ｓ－１

０・１型）組部品 オーバーホ

ール 

キ 1.8.29 

契約履行に必要となる水中航走式機雷掃

討具（Ｓ－１０・１型）組部品 オーバー

ホールの製造図書（製造図面、組立図及び

作業標準並びに検査要領等の企業所有資

料）を利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



 

 

 

 

2-1-34 

水中航走式機雷掃討具（Ｓ－１

０・１型）部品 修理，検査，

調査，改修 

キ 1.8.29 

契約履行に必要となる水中航走式機雷掃

討具（Ｓ－１０・１型）部品 修理，検査，

調査，改修の製造図書（製造図面、組立図

及び作業標準並びに検査要領等の企業所

有資料）を利用できることが証明できるこ

と。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-35 

水中航走式機雷掃討具（Ｓ－１

０・１型）航走体 オーバーホ

ール，修理，検査，調査，改修 

キ 1.8.29 

契約履行に必要となる水中航走式機雷掃

討具（Ｓ－１０・１型）航走体 オーバー

ホール，修理，検査，調査，改修の製造図

書（製造図面、組立図及び作業標準並びに

検査要領等の企業所有資料）を利用できる

ことが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-36 
赤外線暗視装置ＬＡＸ－２Ｂ

部品 修理，検査，調査，改修 
キ 1.8.29 

契約履行に必要となる赤外線暗視装置Ｌ

ＡＸ－２Ｂ部品 修理，検査，調査，改修

の製造図書（製造図面、組立図及び作業標

準並びに検査要領等の企業所有資料）を利

用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-37 

情報処理装置ＮＡＵＴＩＳ－

Ｍ（）部品 修理，検査，調査，

改修 

キ 1.8.29 

契約履行に必要となる情報処理装置ＮＡ

ＵＴＩＳ－Ｍ（）部品 修理，検査，調査，

改修の製造図書（製造図面、組立図及び作

業標準並びに検査要領等の企業所有資料）

を利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



2-1-38 
探信儀ＯＱＳ－５，１０２送受

波器 修理，検査，調査，改修 
キ 1.8.29 

契約履行に必要となる探信儀ＯＱＳ－５，

１０２送受波器 修理，検査，調査，改修

の製造図書（製造図面、組立図及び作業標

準並びに検査要領等の企業所有資料）を利

用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-39 
高単価電子管マグネットの回

収 
キ 1.8.29 

契約履行に必要となる高単価電子管マグ

ネットの回収の製造図書（製造図面、組立

図及び作業標準並びに検査要領等の企業

所有資料）を利用できることが証明できる

こと。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-40 

通信管制装置  ＯＳＷ－４

（ ） 部品 調査，修理，検

査，改修 

キ 1.8.29 

契約履行に必要となる通信管制装置 Ｏ

ＳＷ－４（ ） 部品 調査，修理，検査，

改修の製造図書（製造図面、組立図及び作

業標準並びに検査要領等の企業所有資料）

を利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-41 
電波妨害装置 ＯＬＴ－３Ｂ 

部品 調査，修理，検査，改修 
キ 1.8.29 

契約履行に必要となる電波妨害装置 Ｏ

ＬＴ－３Ｂ 部品 調査，修理，検査，改

修の製造図書（製造図面、組立図及び作業

標準並びに検査要領等の企業所有資料）を

利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-42 

電波探知装置 ＮＯＬＲ－８

（ ） 部品 調査，修理，検

査，改修 

キ 1.8.29 

契約履行に必要となる電波探知装置 Ｎ

ＯＬＲ－８（ ） 部品 調査，修理，検

査，改修の製造図書（製造図面、組立図及

び作業標準並びに検査要領等の企業所有

資料）を利用できることが証明できるこ

と。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



 

 

2-1-43 

着艦誘導支援装置 ＯＪＮ－

３（ ） 部品 調査，修理，

検査，改修 

キ 1.8.29 

契約履行に必要となる着艦誘導支援装置 

ＯＪＮ－３（ ） 部品 調査，修理，検

査，改修の製造図書（製造図面、組立図及

び作業標準並びに検査要領等の企業所有

資料）を利用できることが証明できるこ

と。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-44 

レーダ ＯＰＳ－１４（ ） 

送受信機 部品 調査，修理，検

査，改修 

キ 1.8.29 

契約履行に必要となるレーダ ＯＰＳ－

１４（ ） 送受信機 部品 調査，修理，

検査，改修の製造図書（製造図面、組立図

及び作業標準並びに検査要領等の企業所

有資料）を利用できることが証明できるこ

と。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-45 

電波探知妨害装置 ＮＯＬＱ

－２（ ） 高電圧部品 調査，

修理，検査，改修 

キ 1.8.29 

契約履行に必要となる電波探知妨害装置 

ＮＯＬＱ－２（ ） 高電圧部品 調査，

修理，検査，改修の製造図書（製造図面、

組立図及び作業標準並びに検査要領等の

企業所有資料）を利用できることが証明で

きること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-46 

電波探知妨害装置 ＮＯＬＱ

－３（ ） 高電圧部品 調査，

修理，検査，改修 

キ 1.8.29 

契約履行に必要となる電波探知妨害装置 

ＮＯＬＱ－３（ ） 高電圧部品 調査，

修理，検査，改修の製造図書（製造図面、

組立図及び作業標準並びに検査要領等の

企業所有資料）を利用できることが証明で

きること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



 

2-1-47 

無線通信装置 ＡＮ／ＵＲＣ

－１０７（ ） 部品 調査，

修理，検査，改修 

キ 1.8.29 

契約履行に必要となる無線通信装置 Ａ

Ｎ／ＵＲＣ－１０７（ ） 部品 調査，

修理，検査，改修の製造図書（製造図面、

組立図及び作業標準並びに検査要領等の

企業所有資料）を利用できることが証明で

きること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-48 

符号変換装置 ＮＬＳＣ－１

Ｂ 部品 調査，修理，検査，

改修 

キ 1.8.29 

契約履行に必要となる符号変換装置 Ｎ

ＬＳＣ－１Ｂ 部品 調査，修理，検査，

改修の製造図書（製造図面、組立図及び作

業標準並びに検査要領等の企業所有資料）

を利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-49 
高周波受信試験器校正・部品 

調査，修理，検査，改修 
キ 1.8.29 

契約履行に必要となる高周波受信試験器

校正・部品 調査，修理，検査，改修の製

造図書（製造図面、組立図及び作業標準並

びに検査要領等の企業所有資料）を利用で

きることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-50 
交話装置 ＯＩＣ－３５（ ） 

部品 調査，修理，検査，改修 
キ 1.8.29 

契約履行に必要となる交話装置 ＯＩＣ

－３５（ ） 部品 調査，修理，検査，

改修の製造図書（製造図面、組立図及び作

業標準並びに検査要領等の企業所有資料）

を利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



 

2-1-51 

基地内基幹伝送路連接用部品 

(TERMINAL CONNECTOR BOX) 調

査，修理，検査，改修 

キ 1.8.29 

契約履行に必要となる基地内基幹伝送路

連接用部品 (TERMINAL CONNECTOR BOX) 

調査，修理，検査，改修の製造図書（製造

図面、組立図及び作業標準並びに検査要領

等の企業所有資料）を利用できることが証

明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-52 
レーダ ＯＰＳ－２８（ ） 

部品 調査，修理，検査，改修 
キ 1.8.29 

契約履行に必要となるレーダ ＯＰＳ－

２８（ ） 部品 調査，修理，検査，改

修の製造図書（製造図面、組立図及び作業

標準並びに検査要領等の企業所有資料）を

利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-53 

レーダ指示機  ＯＰＡ－３

（ ） 部品 調査，修理，検

査，改修 

キ 1.8.29 

契約履行に必要となるレーダ指示機 Ｏ

ＰＡ－３（ ） 部品 調査，修理，検査，

改修の製造図書（製造図面、組立図及び作

業標準並びに検査要領等の企業所有資料）

を利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-54 

レーダ指示機  ＯＰＡ－６

（ ） 部品 調査，修理，検

査，改修 

キ 1.8.29 

契約履行に必要となるレーダ指示機 Ｏ

ＰＡ－６（ ） 部品 調査，修理，検査，

改修の製造図書（製造図面、組立図及び作

業標準並びに検査要領等の企業所有資料）

を利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



 

2-1-55 

印刷電信処理装置 ＯＧＱ－

３（ ）～５（ ） 部品 調

査，修理，検査，改修 

キ 1.8.29 

契約履行に必要となる印刷電信処理装置 

ＯＧＱ－３（ ）～５（ ） 部品 調査，

修理，検査，改修の製造図書（製造図面、

組立図及び作業標準並びに検査要領等の

企業所有資料）を利用できることが証明で

きること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-56 

衛星通信装置 ＮＹＲＱ－１

（ ）用部品 調査、修理、検

査、改修 

キ 1.8.29 

契約履行に必要となる衛星通信装置 Ｎ

ＹＲＱ－１（ ）用部品 調査、修理、検

査、改修の製造図書（製造図面、組立図及

び作業標準並びに検査要領等の企業所有

資料）を利用できることが証明できるこ

と。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-57 
秘匿装置 ＹＳＣ－３２（ ） 

部品 調査，修理，検査，改修 
キ 1.8.29 

契約履行に必要となる秘匿装置 ＹＳＣ

－３２（ ） 部品 調査，修理，検査，

改修の製造図書（製造図面、組立図及び作

業標準並びに検査要領等の企業所有資料）

を利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-58 
タカン ＯＲＮ－６（ ） 部

品 調査，修理，検査，改修 
キ 1.8.29 

契約履行に必要となるタカン ＯＲＮ－

６（ ） 部品 調査，修理，検査，改修

の製造図書（製造図面、組立図及び作業標

準並びに検査要領等の企業所有資料）を利

用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



 

2-1-59 
無線機 ＯＲＣ－２２（ ） 

部品 調査，修理，検査，改修 
キ 1.8.29 

契約履行に必要となる無線機 ＯＲＣ－

２２（ ） 部品 調査，修理，検査，改

修の製造図書（製造図面、組立図及び作業

標準並びに検査要領等の企業所有資料）を

利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-60 

味方識別装置 ＮＹＰＸ－２

（ ） 部品 調査，修理，検

査，改修 

キ 1.8.29 

契約履行に必要となる味方識別装置 Ｎ

ＹＰＸ－２（ ） 部品 調査，修理，検

査，改修の製造図書（製造図面、組立図及

び作業標準並びに検査要領等の企業所有

資料）を利用できることが証明できるこ

と。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-61 
無線機 ＲＲＣ－３２（  ） 

部品 調査，修理，検査，改修 
キ 1.8.29 

契約履行に必要となる無線機 ＲＲＣ－

３２（  ） 部品 調査，修理，検査，改

修の製造図書（製造図面、組立図及び作業

標準並びに検査要領等の企業所有資料）を

利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-62 欠   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2-1-63 
測定装置 ＮＹＳＭ－３（ ） 

部品 調査，修理，検査，改修 
イ 1.8.29 

測定装置 ＮＹＳＭ－３（ ） 部品 調

査，修理，検査，改修の役務に必要となる

ライセンス実施権をイスラエル国Ｅｌｂ

ｉｔ Ｓｙｓｔｅｍｓ社から認められて

いること又は認められる見込みがあるこ

とが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-64 

５３ｃｍ水中発射管用射出装

置 オーバーホール，修理，検

査，調査，改修 

キ 1.8.29 

契約履行に必要となる５３ｃｍ水中発射

管用射出装置 オーバーホール，修理，検

査，調査，改修の製造図書（製造図面、組

立図及び作業標準並びに検査要領等の企

業所有資料）を利用できることが証明でき

ること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-65 

電子計算機 ＡＮ／ＵＹＫ－

２０（）部品 調査，修理，検

査，改修 

キ 1.9.19 

契約履行に必要となる電子計算機 ＡＮ

／ＵＹＫ－２０（）部品 調査，修理，検

査，改修の製造図書（製造図面、組立図及

び作業標準並びに検査要領等の企業所有

資料）を利用できることが証明できるこ

と。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-66 

電子計算機 ＡＮ／ＵＹＫ－

４３－Ｎ（）部品 調査，修理，

検査，改修 

キ 1.9.19 

契約履行に必要となる電子計算機 ＡＮ

／ＵＹＫ－４３－Ｎ（）部品 調査，修理，

検査，改修の製造図書（製造図面、組立図

及び作業標準並びに検査要領等の企業所

有資料）を利用できることが証明できるこ

と。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



2-1-67 

入出力盤 ＹＳＱ－（１，４，

５）部品 調査，修理，検査，

改修 

キ 1.9.19 

契約履行に必要となる入出力盤 ＹＳＱ

－（１，４，５）部品 調査，修理，検査，

改修の製造図書（製造図面、組立図及び作

業標準並びに検査要領等の企業所有資料）

を利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-68 

レーダ ＡＮ／ＳＰＧ－５１

Ｃ部品 調査，修理，検査，改

修 

キ 1.9.19 

契約履行に必要となるレーダ ＡＮ／Ｓ

ＰＧ－５１Ｃ部品 調査，修理，検査，改

修の製造図書（製造図面、組立図及び作業

標準並びに検査要領等の企業所有資料）を

利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-69 
レーダ ＡＮ／ＳＰＳ－５２

部品 調査，修理，検査，改修 
キ 1.9.19 

契約履行に必要となるレーダ ＡＮ／Ｓ

ＰＳ－５２部品 調査，修理，検査，改修

の製造図書（製造図面、組立図及び作業標

準並びに検査要領等の企業所有資料）を利

用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-70 
赤外線暗視装置ＬＡＸ－２部

品 修理，検査，調査，改修 
キ 1.9.19 

契約履行に必要となる赤外線暗視装置Ｌ

ＡＸ－２部品 修理，検査，調査，改修の

製造図書（製造図面、組立図及び作業標準

並びに検査要領等の企業所有資料）を利用

できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-71 

射撃指揮装置２型－２１／２

２／２３用組部品オーバーホ

ール，分解検査，組立，復旧，

修理，調査，改修 

キ 5.9.15 

契約履行に必要となる射撃指揮装置２型

－２１／２２／２３用組部品オーバーホ

ール，分解検査，組立，復旧，修理，調査，

改修の製造図書（製造図面、組立図及び作

業標準並びに検査要領等の企業所有資料）

を利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



 

2-1-72 

射撃指揮装置２型－３１用組

部品オーバーホール，分解検

査，組立，復旧，修理，調査，

改修 

キ 5.9.15 

契約履行に必要となる射撃指揮装置２型

－３１用組部品オーバーホール，分解検

査，組立，復旧，修理，調査，改修の製造

図書（製造図面、組立図及び作業標準並び

に検査要領等の企業所有資料）を利用でき

ることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-73 

ミサイル射撃指揮装置２型－

１２用組部品オーバーホール，

分解検査，組立，復旧，修理，

調査，改修 

キ 5.9.15 

契約履行に必要となるミサイル射撃指揮

装置２型－１２用組部品オーバーホール，

分解検査，組立，復旧，修理，調査，改修

の製造図書（製造図面、組立図及び作業標

準並びに検査要領等の企業所有資料）を利

用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-74 
射撃指揮装置２型部品 調査，

修理，検査，改修 
キ 5.9.15 

契約履行に必要となる射撃指揮装置２型

部品 調査，修理，検査，改修の製造図書

（製造図面、組立図及び作業標準並びに検

査要領等の企業所有資料）を利用できるこ

とが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-75 
チャフロケットランチャ部品 

調査，修理，検査，改修 
キ 1.9.19 

契約履行に必要となるチャフロケットラ

ンチャ部品 調査，修理，検査，改修の製

造図書（製造図面、組立図及び作業標準並

びに検査要領等の企業所有資料）を利用で

きることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



 

2-1-76 

ミサイル発射装置３形用組部

品オーバーホール，分解検査，

組立，復旧，修理，調査，改修 

キ 1.9.19 

契約履行に必要となるミサイル発射装置

３形用組部品オーバーホール，分解検査，

組立，復旧，修理，調査，改修の製造図書

（製造図面、組立図及び作業標準並びに検

査要領等の企業所有資料）を利用できるこ

とが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-77 
基幹信号伝送装置（）部品 修

理，検査，調査，改修 
キ 1.9.19 

契約履行に必要となる基幹信号伝送装置

（）部品 修理，検査，調査，改修の製造

図書（製造図面、組立図及び作業標準並び

に検査要領等の企業所有資料）を利用でき

ることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-78 

航法支援装置ＮＯＳＮ－３０

１（），３０２（），４０１部品 

修理，検査，調査，改修 

キ 1.10.16 

契約履行に必要となる航法支援装置ＮＯ

ＳＮ－３０１（），３０２（），４０１部

品 修理，検査，調査，改修の製造図書（製

造図面、組立図及び作業標準並びに検査要

領等の企業所有資料）を利用できることが

証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-79 

小型ジャイロコンパスＭＫ１

（），２（）部品 修理，検査，

調査，改修 

キ 1.10.16 

契約履行に必要となる小型ジャイロコン

パスＭＫ１（），２（）部品 修理，検査，

調査，改修の製造図書（製造図面、組立図

及び作業標準並びに検査要領等の企業所

有資料）を利用できることが証明できるこ

と。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



 

2-1-80 

えい航式パッシブソーナーＯ

ＱＲ－１（），２（），３，４え

い航ケーブル 修理，検査，調

査，改修 

キ 1.10.16 

契約履行に必要となるえい航式パッシブ

ソーナーＯＱＲ－１（），２（），３，４

えい航ケーブル 修理，検査，調査，改修

の製造図書（製造図面、組立図及び作業標

準並びに検査要領等の企業所有資料）を利

用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-81 

潜水艦ソーナーＺＱＱ－６（），

７（）えい航ケーブル 修理，

検査，調査，改修 

キ 1.10.16 

契約履行に必要となる潜水艦ソーナーＺ

ＱＱ－６（），７（）えい航ケーブル 修

理，検査，調査，改修の製造図書（製造図

面、組立図及び作業標準並びに検査要領等

の企業所有資料）を利用できることが証明

できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-82 
１３ｍ潜望鏡（）部品 修理，

検査，調査，改修 
キ 1.10.16 

契約履行に必要となる１３ｍ潜望鏡（）部

品 修理，検査，調査，改修の製造図書（製

造図面、組立図及び作業標準並びに検査要

領等の企業所有資料）を利用できることが

証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-83 欠   

 

 

 

 

 



 

2-1-84 欠   

 

 

 

 

 

2-1-85 

ラバードームＮ－ＣＷ－４８，

５３，５５，６２ オーバーホ

ール，修理，検査，調査，改修 

キ 2.3.9 

契約履行に必要となるラバードームＮ－

ＣＷ－４８，５３，５５，６２ オーバー

ホール，修理，検査，調査，改修の製造図

書（製造図面、組立図及び作業標準並びに

検査要領等の企業所有資料）を利用できる

ことが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-86 
非貫通式潜望鏡１型（ ）組部

品 オーバーホール 
キ 2.5.20 

契約履行に必要となる非貫通式潜望鏡１

型（ ）組部品 オーバーホールの製造図

書（製造図面、組立図及び作業標準並びに

検査要領等の企業所有資料）を利用できる

ことが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-87 
非貫通式潜望鏡１型（ ）部品 

修理，検査，調査，改修 
キ 2.5.20 

契約履行に必要となる非貫通式潜望鏡１

型（ ）部品 修理，検査，調査，改修の

製造図書（製造図面、組立図及び作業標準

並びに検査要領等の企業所有資料）を利用

できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-1-88 

非貫通式潜望鏡１型（ ）用セ

ンサマスト組部品 オーバー

ホール 

キ 2.5.20 

契約履行に必要となる非貫通式潜望鏡１

型（ ）用センサマスト組部品 オーバー

ホールの製造図書（製造図面、組立図及び

作業標準並びに検査要領等の企業所有資

料）を利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-89 

高性能 20ｍｍ機関砲 部品の

調査、修理、検査、改修（輸出

入に係る事項に限る） 

イ 3.5.31 

高性能 20ｍｍ機関砲部品の調査、修理、検

査、改修（輸出入に係る事項に限る）の役

務に関する契約に必要となる代理店契約

をＲａｙｔｈｅｏｎ社から認められてい

ること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-1-90 
レーダＯＰＳ－４８（ ）部品 

調査、修理、検査、改修 
キ 7.1.15  

契約履行に必要となるレーダＯＰＳ－４

８（ ）部品 調査、修理、検査、改修の

製造図書（製造図面、組立図及び作業標準

並びに検査要領等の企業所有資料）を利用

できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



 

 

 

 

 

対象契約一覧表 

 

掲載 

番号 
該当する契約 

随意契約

による理

由 

一覧表へ

の掲載日 
新規参入の申込みに必要となる要件 

提出先 

(問合せ先) 

2-2-1 
機雷処分具ＰＡＰ－１０４Ｍ

ＡＲＫ５用部品 
イ 5.3.13 

機雷処分具ＰＡＰ－１０４ＭＡＲＫ５用

部品の製造に必要となるライセンス実施

権をＥｘａｉｌ社から認められているこ

と又は認められる見込みがあることが証

明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-2 
携帯用赤外線暗視装置ＲＡＸ

－１用部品 
イ 26.4.23 

携帯用赤外線暗視装置ＲＡＸ－１用部品

の製造に必要となるライセンス実施権を

仏国ＴＨＡＬＥＳ ＯＰＴＲＯＮＩＱＵ

Ｅ Ｓ．Ａ．社から認められていること又

は認められる見込みがあることが証明で

きること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



2-2-3 
機雷探知機ＴＹＰＥ－２０９

３（ ）用部品 
イ 26.4.23 

機雷探知機ＴＹＰＥ－２０９３（ ）用部

品の製造に必要となるライセンス実施権

を英国ＴＨＡＬＥＳ社から認められてい

ること又は認められる見込みがあること

が証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-4 欠     

2-2-5 欠     

2-2-6 
非貫通式潜望鏡１型（ ）用部

品（三菱電機㈱製部品） 
イ 29.10.2 

非貫通式潜望鏡１型（）用部品（三菱電機

㈱製部品）の製造に必要となるライセンス

実施権を英国Ｔｈａｌｅｓ ＵＫ Ｌｉ

ｍｉｔｅｄ社から認められていること又

は認められる見込みがあることが証明で

きること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



2-2-7 

水上艦用ソーナーシステムＯ

ＱＱ－（ ）用部品（日本電気

㈱製部品） 

キ 29.11.6 

契約履行に必要となる水上艦用ソーナー

システムＯＱＱ－（ ）用部品（日本電気

㈱製部品）の製造図書（製造図面、組立図

及び作業標準並びに検査要領等の企業所

有資料）を利用できることが証明できるこ

と。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-8 
レーダＯＰＳ－２４（ ）用部

品（三菱電機㈱製部品） 
キ 29.11.10 

契約履行に必要となるレーダＯＰＳ－２

４（ ）用部品（三菱電機㈱製部品）の製

造図書（製造図面、組立図及び作業標準並

びに検査要領等の企業所有資料）を利用で

きることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-9 
ＩＦＦ空中線装置ＯＰＸ－１

１用部品（三菱電機㈱製部品） 
キ 29.11.10 

契約履行に必要となるＩＦＦ空中線装置

ＯＰＸ－１１用部品（三菱電機㈱製部品）

の製造図書（製造図面、組立図及び作業標

準並びに検査要領等の企業所有資料）を利

用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-10 

電波探知妨害装置ＮＯＬＱ－

１（ ）用部品（三菱電機㈱製

部品） 

キ 29.11.10 

契約履行に必要となる電波探知妨害装置

ＮＯＬＱ－１（ ）用部品（三菱電機㈱製

部品）の製造図書（製造図面、組立図及び

作業標準並びに検査要領等の企業所有資

料）を利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



2-2-11 

電波探知妨害装置ＮＯＬＱ－

２（ ）用部品（三菱電機㈱製

部品） 

キ 29.11.10 

契約履行に必要となる電波探知妨害装置

ＮＯＬＱ－２（ ）用部品（三菱電機㈱製

部品）の製造図書（製造図面、組立図及び

作業標準並びに検査要領等の企業所有資

料）を利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-12 

電波探知妨害装置ＮＯＬＱ－

３（ ）用部品（三菱電機㈱製

部品） 

キ 29.11.10 

契約履行に必要となる電波探知妨害装置

ＮＯＬＱ－３（ ）用部品（三菱電機㈱製

部品）の製造図書（製造図面、組立図及び

作業標準並びに検査要領等の企業所有資

料）を利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-13 

潜水艦ソーナーＺＱＱ－６

（ ），７（ ）えい航ケーブ

ル用部品 

キ 29.11.13  

契約履行に必要となる潜水艦ソーナーＺ

ＱＱ－６（ ），７（ ）えい航ケーブル

用部品の製造図書（製造図面、組立図及び

作業標準並びに検査要領等の企業所有資

料）を利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-14 欠     



2-2-15 

潜水艦ソーナーＺＱＱ－６

（ ），潜水艦ソーナー・シス

テムＺＱＱ－７（ ）用部品

（沖電気工業㈱製部品） 

キ 30.3.5 

契約履行に必要となる潜水艦ソーナーＺ

ＱＱ－６（ ），潜水艦ソーナー・システ

ムＺＱＱ－７（ ）用部品（沖電気工業㈱

製部品）の製造図書（製造図面、組立図及

び作業標準並びに検査要領等の企業所有

資料）を利用できることが証明できるこ

と。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-16 

探信儀ＯＱＳ－４（），５（）

用部品（送受波器、水密電線の

み。） 

キ 30.3.19 

契約履行に必要となる探信儀ＯＱＳ－４

（），５（）用部品（送受波器、水密電線

のみ。）の製造図書（製造図面、組立図及

び作業標準並びに検査要領等の企業所有

資料）を利用できることが証明できるこ

と。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-17 
探信儀ＯＱＳ－１０２用部品 

（送受波器、水密電線のみ。） 
キ 30.3.19 

契約履行に必要となる探信儀ＯＱＳ－１

０２用部品（送受波器、水密電線のみ。）

の製造図書（製造図面、組立図及び作業標

準並びに検査要領等の企業所有資料）を利

用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-18 
水中航走式機雷掃討具（Ｓ－

１０・１型）用部品 
キ 

 

 

30.3.22 

 

 

契約履行に必要となる水中航走式機雷掃

討具（Ｓ－１０・１型）用部品の製造図書

（製造図面、組立図及び作業標準並びに検

査要領等の企業所有資料）を利用できるこ

とが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



2-2-19 欠     

2-2-20 感応掃海具１型（）用部品 キ 30.4.5  

契約履行に必要となる感応掃海具１型（）

用部品の製造図書（製造図面、組立図及び

作業標準並びに検査要領等の企業所有資

料）を利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-21 射撃指揮装置２型用部品 キ 5.9.15 

契約履行に必要となる射撃指揮装置２型

用部品の製造図書（製造図面、組立図及び

作業標準並びに検査要領等の企業所有資

料）を利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-22 
投射型静止式ジャマーランチ

ャー用部品 
キ 30.4.5 

契約履行に必要となる投射型静止式ジャ

マーランチャー用部品の製造図書（製造図

面、組立図及び作業標準並びに検査要領等

の企業所有資料）を利用できることが証明

できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-23 １３ｍ潜望鏡（）用部品 キ 30.4.18  

契約履行に必要となる１３ｍ潜望鏡（）用

部品の製造図書（製造図面、組立図及び作

業標準並びに検査要領等の企業所有資料）

を利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

 



 

2-2-24 
ジャイロコンパスＯＳＮ－１

（），２（）用部品 
キ 30.5.25   

契約履行に必要となるジャイロコンパス

ＯＳＮ－１（），２（）用部品の製造図書

（製造図面、組立図及び作業標準並びに検

査要領等の企業所有資料）を利用できるこ

とが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-25 
慣性航法装置ＺＳＮ－１（）用

部品 
キ 30.5.25 

契約履行に必要となる慣性航法装置ＺＳ

Ｎ－１（）用部品の製造図書（製造図面、

組立図及び作業標準並びに検査要領等の

企業所有資料）を利用できることが証明で

きること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-26 欠     

2-2-27 

探信儀ＯＱＳ－４（），５（）用

部品（送受波器、１７４Ａ３１

１９７２－００３、ＳＮＲ－Ａ

００１－２Ａ０及び５１４５

１９０－１００を除き且つ、日

本電気㈱製部品に限る） 

キ 30.6.4 

契約履行に必要となる探信儀ＯＱＳ－４

（），５（）用部品（送受波器、１７４Ａ３

１１９７２－００３、ＳＮＲ－Ａ００１－

２Ａ０及び５１４５１９０－１００を除

き且つ、日本電気㈱製部品に限る）の製造

図書（製造図面、組立図及び作業標準並び

に検査要領等の企業所有資料）を利用でき

ることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-28 探信儀ＯＱＳ－８用部品 キ 30.6.11 

契約履行に必要となる探信儀ＯＱＳ－８

用部品の製造図書（製造図面、組立図及び

作業標準並びに検査要領等の企業所有資

料）を利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



2-2-29 欠   

 

 

 

 

 

 

2-2-30 
空中線装置  ＮＯＲＡ－１

（ ）用部品 
キ 30.7.19 

契約履行に必要となる空中線装置 ＮＯ

ＲＡ－１（ ）用部品の製造図書（製造図

面、組立図及び作業標準並びに検査要領等

の企業所有資料）を利用できることが証明

できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-31 
００式射撃指揮装置（ＦＣＳ－

３）用部品 
キ 30.8.1  

契約履行に必要となる００式射撃指揮装

置（ＦＣＳ－３）用部品の製造図書（製造

図面、組立図及び作業標準並びに検査要領

等の企業所有資料）を利用できることが証

明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-32 対空レーダＯＰＳ－５０部品 キ 30.8.1  

契約履行に必要となる対空レーダＯＰＳ

－５０部品の製造図書（製造図面、組立図

及び作業標準並びに検査要領等の企業所

有資料）を利用できることが証明できるこ

と。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-33 
イルミネータアンテナ装置用

部品 
キ 30.8.1 

契約履行に必要となるイルミネータアン

テナ装置用部品の製造図書（製造図面、組

立図及び作業標準並びに検査要領等の企

業所有資料）を利用できることが証明でき

ること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



2-2-34 

電波探知装置 ＮＺＬＲ－１

（ ）用部品（三菱電機㈱製部

品に限る。） 

キ 30.9.28 

契約履行に必要となる電波探知装置 Ｎ

ＺＬＲ－１（ ）用部品（三菱電機㈱製部

品に限る。）の製造図書（製造図面、組立図

及び作業標準並びに検査要領等の企業所

有資料）を利用できることが証明できるこ

と。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-35 

レーダ ＯＰＳ－１４（ ）用

部品（三菱電機㈱製部品に限

る。） 

キ 30.9.28 

契約履行に必要となるレーダ ＯＰＳ－

１４（ ）用部品（三菱電機㈱製部品に限

る。）の製造図書（製造図面、組立図及び作

業標準並びに検査要領等の企業所有資料）

を利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-36 
衛星通信装置 ＮＯＲＱ－１

用部品 
キ 30.10.25 

契約履行に必要となる衛星通信装置 Ｎ

ＯＲＱ－１用部品の製造図書（製造図面、

組立図及び作業標準並びに検査要領等の

企業所有資料）を利用できることが証明で

きること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-37 １２．７ｍｍ重機関銃部品 ア 31.3.11 

１２．７ｍｍ重機関銃部品の製造に必要と

なる武器等製造法（昭和２８年法律第１４

５号）第３条に規定する経済産業大臣の許

可を受けていること又は受ける見込みが

あることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-38 水上艦用機関銃架用部品 ア 31.3.11 

水上艦用機関銃架用部品の製造に必要と

なる武器等製造法（昭和２８年法律第１４

５号）第３条に規定する経済産業大臣の許

可を受けていること又は受ける見込みが

あることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



2-2-39 
６２式７．６２ｍｍ機関銃用部

品 
ア 31.3.11 

６２式７．６２ｍｍ機関銃用部品の製造に

必要となる武器等製造法（昭和２８年法律

第１４５号）第３条に規定する経済産業大

臣の許可を受けていること又は受ける見

込みがあることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-40 
５．５６ｍｍ機関銃ＭＩＮＩＭ

Ｉ用部品 
ア 31.3.11 

５．５６ｍｍ機関銃ＭＩＮＩＭＩ用部品の

製造に必要となる武器等製造法（昭和２８

年法律第１４５号）第３条に規定する経済

産業大臣の許可を受けていること又は受

ける見込みがあることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-41 
高性能２０ｍｍ機関砲 機関

砲部用部品 
ア 31.3.11 

高性能２０ｍｍ機関砲 機関砲部用部品

の製造に必要となる武器等製造法（昭和２

８年法律第１４５号）第３条に規定する経

済産業大臣の許可を受けていること又は

受ける見込みがあることが証明できるこ

と。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-42 
レーダ ＯＰＳ－２０（ ）用

部品 
キ 1.5.31 

契約履行に必要となるレーダ ＯＰＳ－

２０（ ）用部品の製造図書（製造図面、

組立図及び作業標準並びに検査要領等の

企業所有資料）を利用できることが証明で

きること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-43 
無線機 ＯＲＣ－１５（ ）用

部品 
キ 1.7.18 

契約履行に必要となる無線機 ＯＲＣ－

１５（ ）用部品の製造図書（製造図面、

組立図及び作業標準並びに検査要領等の

企業所有資料）を利用できることが証明で

きること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



 

 

2-2-44 無線機 ＯＲＣ－４０用部品 キ 1.7.18 

契約履行に必要となる無線機 ＯＲＣ－

４０用部品の製造図書（製造図面、組立図

及び作業標準並びに検査要領等の企業所

有資料）を利用できることが証明できるこ

と。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-45 
無線機 ＯＲＣ－３０（ ）用

部品 
キ 1.7.18 

契約履行に必要となる無線機 ＯＲＣ－

３０（ ）用部品の製造図書（製造図面、

組立図及び作業標準並びに検査要領等の

企業所有資料）を利用できることが証明で

きること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-46 
空中線整合装置 ＯＲＡ－１

８（ ）用部品 
キ 1.7.18 

契約履行に必要となる空中線整合装置 

ＯＲＡ－１８（ ）用部品の製造図書（製

造図面、組立図及び作業標準並びに検査要

領等の企業所有資料）を利用できることが

証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-47 
レーダ信号処理装置 Ｎ－Ｃ

－１５９４（ ）用部品 
キ 1.7.18 

契約履行に必要となるレーダ信号処理装

置 Ｎ－Ｃ－１５９４（ ）用部品の製造

図書（製造図面、組立図及び作業標準並び

に検査要領等の企業所有資料）を利用でき

ることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-48 ＬＳＯ用管制器用部品 キ 1.7.18 

契約履行に必要となるＬＳＯ用管制器用

部品の製造図書（製造図面、組立図及び作

業標準並びに検査要領等の企業所有資料）

を利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



2-2-49 
交話機 ＯＩＣ－２６（ ），２

７（ ），３７（ ）用部品 
キ 1.7.18 

契約履行に必要となる交話機 ＯＩＣ－

２６（ ），２７（ ），３７（ ）用部

品の製造図書（製造図面、組立図及び作業

標準並びに検査要領等の企業所有資料）を

利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-50 
レーダ ＬＰＳ－５（ ）用部

品 
キ 1.7.18 

契約履行に必要となるレーダ ＬＰＳ－

５（ ）用部品の製造図書（製造図面、組

立図及び作業標準並びに検査要領等の企

業所有資料）を利用できることが証明でき

ること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-51 
電波妨害装置  ＯＬＴ－３

（ ）用部品 
キ 1.7.18 

契約履行に必要となる電波妨害装置 Ｏ

ＬＴ－３（ ）用部品の製造図書（製造図

面、組立図及び作業標準並びに検査要領等

の企業所有資料）を利用できることが証明

できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-52 

テレビジョン装置 ＮＯＸＱ

－１（ ）～４（ ），６（ ）

～８（ ）用部品 

キ 1.7.18 

契約履行に必要となるテレビジョン装置 

ＮＯＸＱ－１（ ）～４（ ），６（ ）

～８（ ）用部品の製造図書（製造図面、

組立図及び作業標準並びに検査要領等の

企業所有資料）を利用できることが証明で

きること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-53 
通信管制装置  ＯＳＷ－４

（ ）用部品 
キ 1.7.18 

契約履行に必要となる通信管制装置 Ｏ

ＳＷ－４（ ）用部品の製造図書（製造図

面、組立図及び作業標準並びに検査要領等

の企業所有資料）を利用できることが証明

できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



 

2-2-54 
通信監視制御装置 ＯＳＷ－

１（ ）～３（ ）用部品 
キ 1.7.18 

契約履行に必要となる通信監視制御装置 

ＯＳＷ－１（ ）～３（ ）用部品の製造

図書（製造図面、組立図及び作業標準並び

に検査要領等の企業所有資料）を利用でき

ることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-55 
空中線  Ｎ－ＡＳ－２６８

（ ）用部品 
キ 1.7.18 

契約履行に必要となる空中線 Ｎ－ＡＳ

－２６８（ ）用部品の製造図書（製造図

面、組立図及び作業標準並びに検査要領等

の企業所有資料）を利用できることが証明

できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-56 
空中線  Ｎ－ＡＳ－１９０

（ ）用部品 
キ 1.7.18 

契約履行に必要となる空中線 Ｎ－ＡＳ

－１９０（ ）用部品の製造図書（製造図

面、組立図及び作業標準並びに検査要領等

の企業所有資料）を利用できることが証明

できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-57 起倒式ホイップ空中線用部品 キ 1.7.18 

契約履行に必要となる起倒式ホイップ空

中線用部品の製造図書（製造図面、組立図

及び作業標準並びに検査要領等の企業所

有資料）を利用できることが証明できるこ

と。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-58 
レーダ交換機 Ｎ－ＳＢ－２

１９（ ）用部品 
キ 1.7.18 

契約履行に必要となるレーダ交換機 Ｎ

－ＳＢ－２１９（ ）用部品の製造図書（製

造図面、組立図及び作業標準並びに検査要

領等の企業所有資料）を利用できることが

証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



 

2-2-59 欠    

 

 

 

 

 

2-2-60 
タカン ＯＲＮ－６（ ）用部

品 
キ 1.7.18 

契約履行に必要となるタカン ＯＲＮ－

６（ ）用部品の製造図書（製造図面、組

立図及び作業標準並びに検査要領等の企

業所有資料）を利用できることが証明でき

ること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-61 
秘匿装置 ＹＳＣ－２３（ ）

用部品 
キ 1.7.18 

契約履行に必要となる秘匿装置 ＹＳＣ

－２３（ ）用部品の製造図書（製造図面、

組立図及び作業標準並びに検査要領等の

企業所有資料）を利用できることが証明で

きること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-62 
衛星通信装置 ＮＹＲＱ－１

（ ）用部品 
キ 1.7.18 

契約履行に必要となる衛星通信装置 Ｎ

ＹＲＱ－１（ ）用部品の製造図書（製造

図面、組立図及び作業標準並びに検査要領

等の企業所有資料）を利用できることが証

明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-63 
レーダ指示機  ＯＰＡ－６

（ ）用部品 
キ 1.7.18 

契約履行に必要となるレーダ指示機 Ｏ

ＰＡ－６（ ）用部品の製造図書（製造図

面、組立図及び作業標準並びに検査要領等

の企業所有資料）を利用できることが証明

できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



2-2-64 
電波探知装置 ＮＬＬＲ－１

１Ｂ（ ）用部品 
キ 1.7.18 

契約履行に必要となる電波探知装置 Ｎ

ＬＬＲ－１１Ｂ（ ）用部品の製造図書（製

造図面、組立図及び作業標準並びに検査要

領等の企業所有資料）を利用できることが

証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-65 
送信装置 ＮＬＲＴ－１用部

品 
キ 1.7.18 

契約履行に必要となる送信装置 ＮＬＲ

Ｔ－１用部品の製造図書（製造図面、組立

図及び作業標準並びに検査要領等の企業

所有資料）を利用できることが証明できる

こと。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-66 
書込器 Ｎ－ＲＯ－１４４用

部品 
キ 1.7.18 

契約履行に必要となる書込器 Ｎ－ＲＯ

－１４４用部品の製造図書（製造図面、組

立図及び作業標準並びに検査要領等の企

業所有資料）を利用できることが証明でき

ること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-67 
符号変更機  ＹＳＣ－１７

（ ）用部品 
キ 1.7.18 

契約履行に必要となる符号変更機 ＹＳ

Ｃ－１７（ ）用部品の製造図書（製造図

面、組立図及び作業標準並びに検査要領等

の企業所有資料）を利用できることが証明

できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-68 
レーダ ＯＰＳ－３９（ ）用

部品 
キ 1.7.18 

契約履行に必要となるレーダ ＯＰＳ－

３９（ ）用部品の製造図書（製造図面、

組立図及び作業標準並びに検査要領等の

企業所有資料）を利用できることが証明で

きること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



 

2-2-69 
レーダ ＺＰＳ－６（ ）用部

品 
キ 1.7.29 

契約履行に必要となるレーダ ＺＰＳ－

６（ ）用部品の製造図書（製造図面、組

立図及び作業標準並びに検査要領等の企

業所有資料）を利用できることが証明でき

ること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-70 
監視装置 ＮＬＳＷ－３用部

品 
キ 1.7.29 

契約履行に必要となる監視装置 ＮＬＳ

Ｗ－３用部品の製造図書（製造図面、組立

図及び作業標準並びに検査要領等の企業

所有資料）を利用できることが証明できる

こと。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-71 
ＡＳＷコンソールＯＪ－７１

９（）用部品 
キ 1.8.29 

契約履行に必要となるＡＳＷコンソール

ＯＪ－７１９（）用部品の製造に係る契約

の製造図書（製造図面、組立図及び作業標

準並びに検査要領等の企業所有資料）を利

用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-72 
潜水艦情報表示装置ＺＱＸ－

１（），２（）用部品 
キ 1.8.29 

契約履行に必要となる潜水艦情報表示装

置ＺＱＸ－１（），２（）用部品の製造に

係る契約の製造図書（製造図面、組立図及

び作業標準並びに検査要領等の企業所有

資料）を利用できることが証明できるこ

と。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



2-2-73 水中通話機ＺＱＣ－（）用部品 キ 1.8.29 

契約履行に必要となる水中通話機ＺＱＣ

－（）用部品の製造に係る契約の製造図書

（製造図面、組立図及び作業標準並びに検

査要領等の企業所有資料）を利用できるこ

とが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-74 
情報表示サブシステム１型～

７型用部品 
キ 1.8.29 

契約履行に必要となる情報表示サブシス

テム１型～７型用部品の製造に係る契約

の製造図書（製造図面、組立図及び作業標

準並びに検査要領等の企業所有資料）を利

用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-75 
艦内通信切換制御装置 ＯＴ

Ｑ－３（ ）用部品 
キ 1.8.29 

契約履行に必要となる艦内通信切換制御

装置 ＯＴＱ－３（ ）用部品の製造に係

る契約の製造図書（製造図面、組立図及び

作業標準並びに検査要領等の企業所有資

料）を利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-76 欠    

 

 

 

 

 

2-2-77 

無線通信装置 ＮＺＲＣ－１

（ ）用部品（三菱電機㈱製部

品に限る。） 

キ 1.9.27 

契約履行に必要となる無線通信装置 Ｎ

ＺＲＣ－１（ ）用部品（三菱電機㈱製部

品に限る。）の製造に係る契約の製造図書

（製造図面、組立図及び作業標準並びに検

査要領等の企業所有資料）を利用できるこ

とが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



2-2-78 
電波探知装置 ＮＬＬＲ－１

１Ｃ（ ）用部品 
キ 1.9.27 

契約履行に必要となる電波探知装置 Ｎ

ＬＬＲ－１１Ｃ（ ）用部品の製造に係る

契約の製造図書（製造図面、組立図及び作

業標準並びに検査要領等の企業所有資料）

を利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-79 

電波探知装置 ＮＯＬＲ－９

（ ）用部品（三菱電機㈱製部

品に限る。） 

キ 1.9.27 

契約履行に必要となる電波探知装置 Ｎ

ＯＬＲ－９（ ）用部品（三菱電機㈱製部

品に限る。）の製造に係る契約の製造図書

（製造図面、組立図及び作業標準並びに検

査要領等の企業所有資料）を利用できるこ

とが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-80 
空中線装置 ＮＯＲＡ－２（）

用部品 
キ 1.9.27 

契約履行に必要となる空中線装置 ＮＯ

ＲＡ－２（）用部品の製造に係る契約の製

造図書（製造図面、組立図及び作業標準並

びに検査要領等の企業所有資料）を利用で

きることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-81 
艦上画像表示装置 ＯＸＱ－

５（ ）用部品 
キ 1.9.27 

契約履行に必要となる艦上画像表示装置 

ＯＸＱ－５（ ）用部品の製造に係る契約

の製造図書（製造図面、組立図及び作業標

準並びに検査要領等の企業所有資料）を利

用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-82 欠    

 

 

 

 

 



 

2-2-83 
航空機運用支援装置ＯＪＮ－

１１（ ）用部品 
キ 1.9.27 

契約履行に必要となる航空機運用支援装

置ＯＪＮ－１１（ ）用部品の製造に係る

契約の製造図書（製造図面、組立図及び作

業標準並びに検査要領等の企業所有資料）

を利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-84 
レーダ ＯＰＳ－１１Ｃ用部

品（三菱電機㈱製部品に限る。） 
キ 1.9.27 

契約履行に必要となるレーダ ＯＰＳ－

１１Ｃ用部品（三菱電機㈱製部品に限る。）

用部品の製造に係る契約の製造図書（製造

図面、組立図及び作業標準並びに検査要領

等の企業所有資料）を利用できることが証

明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-85 
無線装置 ＯＲＱ－１（ ）用

部品 
キ 1.9.27 

契約履行に必要となる無線装置 ＯＲＱ

－１（ ）用部品の製造に係る契約の製造

図書（製造図面、組立図及び作業標準並び

に検査要領等の企業所有資料）を利用でき

ることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-86 
艦内統合ネットワーク ＮＯ

ＹＱ－１（ ）用部品 
キ 1.9.27 

契約履行に必要となる艦内統合ネットワ

ーク ＮＯＹＱ－１（ ）用部品の製造に

係る契約の製造図書（製造図面、組立図及

び作業標準並びに検査要領等の企業所有

資料）を利用できることが証明できるこ

と。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



 

2-2-87 

レーダ指示機  ＯＰＡ－３

（ ）用部品（日本無線㈱製製

品に限る。） 

キ 1.9.27 

契約履行に必要となるレーダ指示機 Ｏ

ＰＡ－３（ ）用部品（日本無線㈱製製品

に限る。）の製造に係る契約の製造図書（製

造図面、組立図及び作業標準並びに検査要

領等の企業所有資料）を利用できることが

証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-88 

レーダ ＯＰＳ－２８（ ）用

部品（日本無線㈱製製品に限

る。） 

キ 1.9.27 

契約履行に必要となるレーダ ＯＰＳ－

２８（ ）用部品（日本無線㈱製製品に限

る。）の製造に係る契約の製造図書（製造

図面、組立図及び作業標準並びに検査要領

等の企業所有資料）を利用できることが証

明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-89 射撃訓練用標準球 キ 1.9.27 

契約履行に必要となる射撃訓練用標準球

の製造に係る契約の製造図書（製造図面、

組立図及び作業標準並びに検査要領等の

企業所有資料）を利用できることが証明で

きること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-90 ９ｍｍ機関けん銃用部品 キ 1.9.27 

契約履行に必要となる９ｍｍ機関けん銃

用部品の製造に係る契約の製造図書（製造

図面、組立図及び作業標準並びに検査要領

等の企業所有資料）を利用できることが証

明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



 

2-2-91 
７６ｍｍ速射砲用高速揚弾薬

機用部品 
キ 1.9.27 

契約履行に必要となる７６ｍｍ速射砲用

高速揚弾薬機用部品の製造に係る契約の

製造図書（製造図面、組立図及び作業標準

並びに検査要領等の企業所有資料）を利用

できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-92 
掃海用張力計３型（）用部品（㈱

島津製作所製部品に限る。） 
キ 1.10.1 

契約履行に必要となる掃海用張力計３型

（）用部品（㈱島津製作所製部品に限る。）

の製造に係る契約の製造図書（製造図面、

組立図及び作業標準並びに検査要領等の

企業所有資料）を利用できることが証明で

きること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-93 

基幹信号伝送装置（ ）用部品

（海洋電子工業㈱製部品に限

る。） 

キ 1.10.1 

契約履行に必要となる基幹信号伝送装置

（ ）用部品（海洋電子工業㈱製部品に限

る。）の製造に係る契約の製造図書（製造

図面、組立図及び作業標準並びに検査要領

等の企業所有資料）を利用できることが証

明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-94 
ミサイル発射装置３形（発射

機，装てん機）用部品 
キ 1.10.1 

契約履行に必要となるミサイル発射装置

３形（発射機，装てん機）用部品の製造に

係る契約の製造図書（製造図面、組立図及

び作業標準並びに検査要領等の企業所有

資料）を利用できることが証明できるこ

と。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



2-2-95 
５４口径５インチ単装速射砲

用部品 
キ 1.10.1 

契約履行に必要となる５４口径５インチ

単装速射砲用部品の製造に係る契約の製

造図書（製造図面、組立図及び作業標準並

びに検査要領等の企業所有資料）を利用で

きることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-96 
水温記録器２型（）～３型（）

用部品 
キ 1.10.9 

契約履行に必要となる水温記録器２型（）

～３型（）用部品の製造に係る契約の製造

図書（製造図面、組立図及び作業標準並び

に検査要領等の企業所有資料）を利用でき

ることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-97 
水温記録器用巻揚機１型（），２

型（）用部品 
キ 1.10.9 

契約履行に必要となる水温記録器用巻揚

機１型（），２型（）用部品の製造に係る

契約の製造図書（製造図面、組立図及び作

業標準並びに検査要領等の企業所有資料）

を利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-98 
水温記録装置ＯＱＨ－１（）～

３（）用部品 
キ 1.10.9 

契約履行に必要となる水温記録装置ＯＱ

Ｈ－１（）～３（）用部品の製造に係る契

約の製造図書（製造図面、組立図及び作業

標準並びに検査要領等の企業所有資料）を

利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-99 
水温記録装置ＺＱＨ－２（）用

部品 
キ 1.10.9 

契約履行に必要となる水温記録装置ＺＱ

Ｈ－２（）用部品の製造に係る契約の製造

図書（製造図面、組立図及び作業標準並び

に検査要領等の企業所有資料）を利用でき

ることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



 

2-2-

100 
欠    

 

 

 

 

 

2-2-

101 
欠    

 

 

 

 

 

2-2-

102 

潜水艦ソーナーＺＱＱ－６（），

潜水艦ソーナー・システムＺＱ

Ｑ－７（）用部品（日本電気㈱

製部品のみ。） 

キ 1.10.9 

契約履行に必要となる潜水艦ソーナーＺ

ＱＱ－６（），潜水艦ソーナー・システムＺ

ＱＱ－７（）用部品（日本電気㈱製部品の

み。）の製造に係る契約の製造図書（製造

図面、組立図及び作業標準並びに検査要領

等の企業所有資料）を利用できることが証

明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-

103 
欠   

 

 

 

 

 

 



 

2-2-

104 

音響測深儀ＯＱＮ－６（）用部

品（ＯＱＮ－６Ｆ、６Ｇ用日本

電気㈱製部品のみ。） 

キ 1.10.9 

契約履行に必要となる音響測深儀ＯＱＮ

－６（）用部品（ＯＱＮ－６Ｆ、６Ｇ用日

本電気㈱製部品のみ。）の製造に係る契約

の製造図書（製造図面、組立図及び作業標

準並びに検査要領等の企業所有資料）を利

用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-

105 

情報処理装置ＮＡＵＴＩＳ－

Ｍ（）用部品（日本電気㈱製部

品のみ。） 

キ 1.10.9 

契約履行に必要となる情報処理装置ＮＡ

ＵＴＩＳ－Ｍ（）用部品（日本電気㈱製部

品のみ。）の製造に係る契約の製造図書（製

造図面、組立図及び作業標準並びに検査要

領等の企業所有資料）を利用できることが

証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-

106 

情報処理装置ＯＹＱ－２０１

（）用部品 
キ 1.10.9 

契約履行に必要となる情報処理装置ＯＹ

Ｑ－２０１（）用部品の製造に係る契約の

製造図書（製造図面、組立図及び作業標準

並びに検査要領等の企業所有資料）を利用

できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-

107 

印刷電信処理装置 ＯＧＱ－

３（ ）～５（ ）用部品（日

本電気㈱製部品のみ。） 

キ 1.10.9 

契約履行に必要となる印刷電信処理装置 

ＯＧＱ－３（ ）～５（ ）用部品（日本

電気㈱製部品のみ。）の製造に係る契約の

製造図書（製造図面、組立図及び作業標準

並びに検査要領等の企業所有資料）を利用

できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



2-2-

108 

無線通信装置 ＮＺＲＣ－１

（ ）用部品（日本電気㈱製部

品のみ。） 

キ 1.10.9 

契約履行に必要となる無線通信装置 Ｎ

ＺＲＣ－１（ ）用部品（日本電気㈱製部

品のみ。）の製造に係る契約の製造図書（製

造図面、組立図及び作業標準並びに検査要

領等の企業所有資料）を利用できることが

証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-

109 

５３式普通掃海具（Ｏ型）改（）

用部品 
キ 1.10.9 

契約履行に必要となる５３式普通掃海具

（Ｏ型）改（）用部品の製造に係る契約の

製造図書（製造図面、組立図及び作業標準

並びに検査要領等の企業所有資料）を利用

できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-

110 
えい航具３型，４形用部品 キ 1.10.9 

契約履行に必要となるえい航具３型，４形

用部品の製造に係る契約の製造図書（製造

図面、組立図及び作業標準並びに検査要領

等の企業所有資料）を利用できることが証

明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-

111 
機雷敷設装置３型用部品 キ 1.10.9 

契約履行に必要となる機雷敷設装置３型

用部品の製造に係る契約の製造図書（製造

図面、組立図及び作業標準並びに検査要領

等の企業所有資料）を利用できることが証

明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-

112 
小型係維掃海具（）用部品 キ 1.10.9 

契約履行に必要となる小型係維掃海具（）

用部品の製造に係る契約の製造図書（製造

図面、組立図及び作業標準並びに検査要領

等の企業所有資料）を利用できることが証

明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



2-2-

113 

５３ｃｍ水中発射管ＨＵ－６

０３（）～６０６（）用部品（㈱

神戸製鋼所製部品に限る） 

キ 1.10.9 

契約履行に必要となる５３ｃｍ水中発射

管ＨＵ－６０３（）～６０６（）用部品（㈱

神戸製鋼所製部品に限る）の製造に係る契

約の製造図書（製造図面、組立図及び作業

標準並びに検査要領等の企業所有資料）を

利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-

114 

水上発射管ＨＯＳ－３０１（）

～３０３（）用部品 
キ 1.10.9 

契約履行に必要となる水上発射管ＨＯＳ

－３０１（）～３０３（）用部品の製造に

係る契約の製造図書（製造図面、組立図及

び作業標準並びに検査要領等の企業所有

資料）を利用できることが証明できるこ

と。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-

115 

レーダ ＯＰＳ－１１Ｃ用部

品（ジェイ・アール・シー特機

㈱製に限る。） 

キ 1.10.9 

契約履行に必要となるレーダ ＯＰＳ－

１１Ｃ用部品（ジェイ・アール・シー特機

㈱製に限る。）の製造に係る契約の製造図

書（製造図面、組立図及び作業標準並びに

検査要領等の企業所有資料）を利用できる

ことが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-

116 

ＬＣＡＣナビゲーションシス

テム用部品（ジェイ・アール・

シー特機㈱製に限る。） 

キ 1.10.9 

契約履行に必要となるＬＣＡＣナビゲー

ションシステム用部品（ジェイ・アール・

シー特機㈱製に限る。）の製造に係る契約

の製造図書（製造図面、組立図及び作業標

準並びに検査要領等の企業所有資料）を利

用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



 

2-2-

117 
欠     

2-2-

118 
潜水艦（水雷）用空気管系用弁 キ 1.10.28 

契約履行に必要となる潜水艦（水雷）用空

気管系用弁の製造に係る契約の製造図書

（製造図面、組立図及び作業標準並びに検

査要領等の企業所有資料）を利用できるこ

とが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-

119 

艦橋用電子海図表示装置用部

品 
キ 1.10.28 

契約履行に必要となる艦橋用電子海図表

示装置用部品の製造に係る契約の製造図

書（製造図面、組立図及び作業標準並びに

検査要領等の企業所有資料）を利用できる

ことが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-

120 
航海信号連接盤（）型用部品 キ 1.10.28 

契約履行に必要となる航海信号連接盤（）

型用部品の製造に係る契約の製造図書（製

造図面、組立図及び作業標準並びに検査要

領等の企業所有資料）を利用できることが

証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-

121 

潜水艦戦術状況表示装置ＺＱ

Ｘ－１１（）用部品 
キ 1.10.28 

契約履行に必要となる潜水艦戦術状況表

示装置ＺＱＸ－１１（）用部品の製造に係

る契約の製造図書（製造図面、組立図及び

作業標準並びに検査要領等の企業所有資

料）を利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



 

2-2-

122 

対勢作図装置１０型（）～１２

型（），１５型（）用部品 
キ 1.10.28 

契約履行に必要となる対勢作図装置１０

型（）～１２型（），１５型（）用部品の

製造に係る契約の製造図書（製造図面、組

立図及び作業標準並びに検査要領等の企

業所有資料）を利用できることが証明でき

ること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-

123 

艦橋用小型電子海図装置用部

品 
キ 1.10.28 

契約履行に必要となる艦橋用小型電子海

図装置用部品の製造に係る契約の製造図

書（製造図面、組立図及び作業標準並びに

検査要領等の企業所有資料）を利用できる

ことが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-

124 
６４式７．６２ｍｍ小銃用部品 ア 1.10.28 

６４式７．６２ｍｍ小銃用部品の製造に必

要となる武器等製造法（昭和２８年法律第

１４５号）第３条に規定する経済産業大臣

の許可を受けていること又は受ける見込

みがあることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-

125 
８９式５．５６ｍｍ小銃用部品 ア 1.10.28 

８９式５．５６ｍｍ小銃用部品の製造に必

要となる武器等製造法（昭和２８年法律第

１４５号）第３条に規定する経済産業大臣

の許可を受けていること又は受ける見込

みがあることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



2-2-

126 

航法支援装置ＮＯＳＮ－３０

１（），３０２（），４０１（）

用部品（㈱ＹＤＫテクノロジー

ズ製部品に限る。） 

キ 1.11.15 

契約履行に必要となる航法支援装置ＮＯ

ＳＮ－３０１（），３０２（），４０１（）

用部品（㈱ＹＤＫテクノロジーズ製部品に

限る。）の製造に係る契約の製造図書（製

造図面、組立図及び作業標準並びに検査要

領等の企業所有資料）を利用できることが

証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-

127 

小型ジャイロコンパスＭＫ－

１（），２（）用部品（㈱ＹＤＫ

テクノロジーズ製部品に限

る。） 

キ 1.11.15 

契約履行に必要となる小型ジャイロコン

パスＭＫ－１（），２（）用部品（㈱ＹＤＫ

テクノロジーズ製部品に限る。）の製造に

係る契約の製造図書（製造図面、組立図及

び作業標準並びに検査要領等の企業所有

資料）を利用できることが証明できるこ

と。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-

128 

対勢作図装置１３型（），１４型

（）用部品（㈱ＹＤＫテクノロ

ジーズ製部品に限る。） 

キ 1.11.15 

契約履行に必要となる対勢作図装置１３

型（），１４型（）用部品（㈱ＹＤＫテクノ

ロジーズ製部品に限る。）の製造に係る契

約の製造図書（製造図面、組立図及び作業

標準並びに検査要領等の企業所有資料）を

利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-

129 

電磁ログ２型（）～１３型（）

用部品（㈱ＹＤＫテクノロジー

ズ製部品に限る。） 

キ 1.11.15 

契約履行に必要となる電磁ログ２型（）～

１３型（）用部品（㈱ＹＤＫテクノロジー

ズ製部品に限る。）の製造に係る契約の製

造図書（製造図面、組立図及び作業標準並

びに検査要領等の企業所有資料）を利用で

きることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



2-2-

130 

艦橋情報表示器 ＺＰＡ－１

（ ）用部品 
キ 1.11.15 

契約履行に必要となる艦橋情報表示器 

ＺＰＡ－１（ ）用部品の製造に係る契約

の製造図書（製造図面、組立図及び作業標

準並びに検査要領等の企業所有資料）を利

用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-

131 

化学剤検知器 ＳＩＣＡＳ用

部品 
キ 1.11.15 

契約履行に必要となる化学剤検知器 Ｓ

ＩＣＡＳ用部品の製造に係る契約の製造

図書（製造図面、組立図及び作業標準並び

に検査要領等の企業所有資料）を利用でき

ることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-

132 

潜水艦ソーナーＺＱＱ－６（），

７（）用部品（ＺＱＱ－６（）

用日本電気㈱製部品、ＮＥＣネ

ットワーク・センサ㈱製部品の

み。） 

キ 1.11.15 

契約履行に必要となる潜水艦ソーナーＺ

ＱＱ－６（），７（）用部品（ＺＱＱ－６（）

用日本電気㈱製部品、ＮＥＣネットワー

ク・センサ㈱製部品のみ。）の製造に係る

契約の製造図書（製造図面、組立図及び作

業標準並びに検査要領等の企業所有資料）

を利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-

133 

水中通話機ＯＱＣ－（）用部品

（送受波器、ＳＰＡ－Ａ－０７

３７９９－０００１、ＳＰＡ－

Ａ－０７３７９９－０００２

及びＳＰＡ－Ｄ－０７７７０

５を除く日本電気㈱製部品に

限る） 

キ 1.11.15 

契約履行に必要となる水中通話機ＯＱＣ

－（）用部品（送受波器、ＳＰＡ－Ａ－０

７３７９９－０００１、ＳＰＡ－Ａ－０７

３７９９－０００２及びＳＰＡ－Ｄ－０

７７７０５を除く日本電気㈱製部品に限

る）の製造に係る契約の製造図書（製造図

面、組立図及び作業標準並びに検査要領等

の企業所有資料）を利用できることが証明

できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 
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134 

探信儀ＯＱＳ－１０２用部品

（接続電線及び送受波器を除

く、日本電気㈱製部品に限る） 

キ 1.11.15 

契約履行に必要となる探信儀ＯＱＳ－１

０２用部品（接続電線及び送受波器を除

く、日本電気㈱製部品に限る）の製造に係

る契約の製造図書（製造図面、組立図及び

作業標準並びに検査要領等の企業所有資

料）を利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-

135 

音響測深儀ＯＱＮ－６（）用部

品（ＯＱＮ－６Ｆ、６Ｇ用部品

を除き、日本電気㈱製部品に限

る） 

キ 1.11.15 

契約履行に必要となる音響測深儀ＯＱＮ

－６（）用部品（ＯＱＮ－６Ｆ、６Ｇ用部

品を除き、日本電気㈱製部品に限る）の製

造に係る契約の製造図書（製造図面、組立

図及び作業標準並びに検査要領等の企業

所有資料）を利用できることが証明できる

こと。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-

136 

電波探知装置ＮＯＬＲ－８

（ ）用部品（第１種ＥＣＰ等

の製造会社が実施するもの以

外） 

キ 1.11.15 

契約履行に必要となる電波探知装置ＮＯ

ＬＲ－８（ ）用部品（第１種ＥＣＰ等の

製造会社が実施するもの以外）の製造に係

る契約の製造図書（製造図面、組立図及び

作業標準並びに検査要領等の企業所有資

料）を利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



 

2-2-

137 

電波探知妨害装置ＮＯＬＱ－

３（ ）用部品（ＮＯＬＱ－３

／受信装置、ＮＯＬＱ－３Ｂ／

受信装置、ＮＯＬＱ－３Ｃ／レ

ーダ波帯受信装置及び通信波

帯受信装置、ＮＯＬＱ－３Ｄ／

受信装置、ＮＯＬＱ－３Ｄ－１

／レーダ波帯受信装置及び通

信波帯受信装置、ＮＯＬＱ－３

Ｄ－２／受信装置のみ） 

キ 1.11.15 

契約履行に必要となる電波探知妨害装置

ＮＯＬＱ－３（ ）用部品（ＮＯＬＱ－３

／受信装置、ＮＯＬＱ－３Ｂ／受信装置、

ＮＯＬＱ－３Ｃ／レーダ波帯受信装置及

び通信波帯受信装置、ＮＯＬＱ－３Ｄ／受

信装置、ＮＯＬＱ－３Ｄ－１／レーダ波帯

受信装置及び通信波帯受信装置、ＮＯＬＱ

－３Ｄ－２／受信装置のみ）の製造に係る

契約の製造図書（製造図面、組立図及び作

業標準並びに検査要領等の企業所有資料）

を利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-

138 

基幹信号伝送装置（）用部品（自

社製部品に限る。） 
キ 1.11.15 

契約履行に必要となる基幹信号伝送装置

（）用部品（自社製部品に限る。）の製造に

係る契約の製造図書（製造図面、組立図及

び作業標準並びに検査要領等の企業所有

資料）を利用できることが証明できるこ

と。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-

139 

潜望鏡昇降装置用Ｍタイプ部

品 
キ 1.11.15 

契約履行に必要となる潜望鏡昇降装置用

Ｍタイプ部品の製造に係る契約の製造図

書（製造図面、組立図及び作業標準並びに

検査要領等の企業所有資料）を利用できる

ことが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



 

2-2-

140 

潜水艦魚雷防御システム指揮

管制装置用部品（㈱日立アドバ

ンストシステムズ製部品に限

る） 

キ 1.11.25 

契約履行に必要となる潜水艦魚雷防御シ

ステム指揮管制装置用部品（㈱日立アドバ

ンストシステムズ製部品に限る）の製造に

係る契約の製造図書（製造図面、組立図及

び作業標準並びに検査要領等の企業所有

資料）を利用できることが証明できるこ

と。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-

141 

電子計算機ＡＮ／ＵＹＫ－２

０（）用部品 
キ 1.11.25 

契約履行に必要となる電子計算機ＡＮ／

ＵＹＫ－２０（）用部品の製造に係る契約

の製造図書（製造図面、組立図及び作業標

準並びに検査要領等の企業所有資料）を利

用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-

142 

電子計算機ＡＮ／ＵＹＫ－４

３－Ｎ（）用部品 
キ 1.11.25 

契約履行に必要となる電子計算機ＡＮ／

ＵＹＫ－４３－Ｎ（）用部品の製造に係る

契約の製造図書（製造図面、組立図及び作

業標準並びに検査要領等の企業所有資料）

を利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-

143 

入出力盤 ＹＳＱ－１（）用部

品 
キ 1.11.25 

契約履行に必要となる入出力盤 ＹＳＱ

－１（）用部品の製造に係る契約の製造図

書（製造図面、組立図及び作業標準並びに

検査要領等の企業所有資料）を利用できる

ことが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



 

2-2-

144 

入出力盤 ＹＳＱ－４（）～５

（）用部品 
キ 1.11.25 

契約履行に必要となる入出力盤 ＹＳＱ

－４（）～５（）用部品の製造に係る契約

の製造図書（製造図面、組立図及び作業標

準並びに検査要領等の企業所有資料）を利

用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-

145 

音響ディスプレイ装置ＯＱＸ

－１（）～２（）用部品（㈱日

立製作所ディフェンスビジネ

スユニット製部品に限る。） 

キ 1.11.25 

契約履行に必要となる音響ディスプレイ

装置ＯＱＸ－１（）～２（）用部品（㈱日

立製作所ディフェンスビジネスユニット

製部品に限る。）の製造に係る契約の製造

図書（製造図面、組立図及び作業標準並び

に検査要領等の企業所有資料）を利用でき

ることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-

146 

水中攻撃指揮装置ＳＦＣＳ－

６（）～８（）用部品（㈱日立

製作所ディフェンスビジネス

ユニット製部品に限る。） 

キ 1.11.25 

契約履行に必要となる水中攻撃指揮装置

ＳＦＣＳ－６（）～８（）用部品（㈱日立

製作所ディフェンスビジネスユニット製

部品に限る。）の製造に係る契約の製造図

書（製造図面、組立図及び作業標準並びに

検査要領等の企業所有資料）を利用できる

ことが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-

147 

機雷探知機ＺＱＳ－３（），４（）

用部品 
キ 1.11.25 

契約履行に必要となる機雷探知機ＺＱＳ

－３（），４（）用部品の製造に係る契約

の製造図書（製造図面、組立図及び作業標

準並びに検査要領等の企業所有資料）を利

用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



 

2-2-

148 

消磁自動管制装置ＤＡＣ－２

（），４（）用部品 
キ 1.11.25 

契約履行に必要となる消磁自動管制装置

ＤＡＣ－２（），４（）用部品の製造に係

る契約の製造図書（製造図面、組立図及び

作業標準並びに検査要領等の企業所有資

料）を利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-

149 

水中測位装置ＯＱＱ－１０１

（）用部品 
キ 1.11.25 

契約履行に必要となる水中測位装置ＯＱ

Ｑ－１０１（）用部品の製造に係る契約の

製造図書（製造図面、組立図及び作業標準

並びに検査要領等の企業所有資料）を利用

できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-

150 

潜水艦用欺まん音源装置（）（Ｎ

ＡＵ）用部品 
キ 1.11.25 

契約履行に必要となる潜水艦用欺まん音

源装置（）（ＮＡＵ）用部品の製造に係る

契約の製造図書（製造図面、組立図及び作

業標準並びに検査要領等の企業所有資料）

を利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-

151 
掃海具巻揚装置３形（）用部品 キ 6.11.27 

契約履行に必要となる掃海具巻揚装置３

形（）用部品の製造に係る契約の製造図書

（製造図面、組立図及び作業標準並びに検

査要領等の企業所有資料）を利用できるこ

とが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-

152 
多機能レーダＯＰＹ－１部品 キ 1.12.23 

契約履行に必要となる掃海具巻揚機３形

（）用部品の製造に係る契約の製造図書

（製造図面、組立図及び作業標準並びに検

査要領等の企業所有資料）を利用できるこ

とが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



 

2-2-

153 

えい航式パッシブソーナーＯ

ＱＲ－１（），２（），３，４え

い航ケ－ブル 

キ 2.1.17 

契約履行に必要となるえい航式パッシブ

ソーナーＯＱＲ－１（），２（），３，４え

い航ケ－ブルの製造に係る契約の製造図

書（製造図面、組立図及び作業標準並びに

検査要領等の企業所有資料）を利用できる

ことが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-

154 

潜水艦ソーナーＺＱＱ－６（），

潜水艦ソーナー・システムＺＱ

Ｑ－７（）えい航ケ－ブル 

キ 2.1.17 

契約履行に必要となる潜水艦ソーナーＺ

ＱＱ－６（），潜水艦ソーナー・システムＺ

ＱＱ－７（）えい航ケ－ブルの製造に係る

契約の製造図書（製造図面、組立図及び作

業標準並びに検査要領等の企業所有資料）

を利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-

155 

高圧空気圧縮機ＯＬＰ－２５

０２用部品 
キ 2.3.27 

契約履行に必要となる高圧空気圧縮機Ｏ

ＬＰ－２５０２用部品の製造に係る契約

の製造図書（製造図面、組立図及び作業標

準並びに検査要領等の企業所有資料）を利

用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-

156 

高圧空気圧縮機Ｐ－３００３

用部品 
キ 2.3.27 

契約履行に必要となる高圧空気圧縮機Ｐ

－３００３用部品の製造に係る契約の製

造図書（製造図面、組立図及び作業標準並

びに検査要領等の企業所有資料）を利用で

きることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



2-2-

157 

ミサイル誘導用器材(ＭＧＵ)

用部品 
イ 2.3.31 

ミサイル誘導用器材(ＭＧＵ)用部品の製

造に必要となるライセンス実施権を蘭国

Ｔｈａｌｅｓ Ｎｅｄｅｒｌａｎｄ Ｂ.

Ｖ社から認められていること又は認めら

れる見込みがあることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-

158 
欠     

2-2-

159 

風信儀１型（）～４型（）用部

品 
キ 2.4.6 

契約履行に必要となる風信儀１型（）～４

型（）用部品の製造に係る契約の製造図書

（製造図面、組立図及び作業標準並びに検

査要領等の企業所有資料）を利用できるこ

とが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-

160 

高圧空気圧縮機Ｐ－３００２

Ｂ用部品 
キ 2.4.7 

契約履行に必要となる高圧空気圧縮機Ｐ

－３００２Ｂ用部品の製造に係る契約の

製造図書（製造図面、組立図及び作業標準

並びに検査要領等の企業所有資料）を利用

できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 
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161 
えい航式低周波音源装置部品 キ 2.4.7 

契約履行に必要となるえい航式低周波音

源装置部品の製造に係る契約の製造図書

（製造図面、組立図及び作業標準並びに検

査要領等の企業所有資料）を利用できるこ

とが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-

162 

潜水艦用側面アレイ整流覆ゴ

ム本体 
キ 2.4.7 

契約履行に必要となる潜水艦用側面アレ

イ整流覆ゴム本体の製造に係る契約の製

造図書（製造図面、組立図及び作業標準並

びに検査要領等の企業所有資料）を利用で

きることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-

163 

潜望鏡昇降装置用Ｋタイプ部

品 
キ 5.1.17 

契約履行に必要となる潜望鏡昇降装置用

Ｋタイプ部品の製造に係る契約の製造図

書（製造図面、組立図及び作業標準並びに

検査要領等の企業所有資料）を利用できる

ことが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-

164 
音響環境測定システム用部品 キ 2.6.11 

契約履行に必要となる音響環境測定シス

テム用部品の製造に係る契約の製造図書

（製造図面、組立図及び作業標準並びに検

査要領等の企業所有資料）を利用できるこ

とが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



2-2-

165 

探信儀試験器ＯＱＭ－７（）～

９（）用部品 
キ 2.6.11 

契約履行に必要となる探信儀試験器ＯＱ

Ｍ－７（）～９（）用部品の製造に係る契

約の製造図書（製造図面、組立図及び作業

標準並びに検査要領等の企業所有資料）を

利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-

166 
欠     

2-2-

167 
救命索投射機３形（）用部品 キ 2.7.3 

契約履行に必要となる救命索投射機３形

（）用部品の製造に係る契約の製造図書

（製造図面、組立図及び作業標準並びに検

査要領等の企業所有資料）を利用できるこ

とが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-2-

168 

高性能２０ｍｍ機関砲 管制

部用部品 
キ 2.9.18 

契約履行に必要となる高性能２０ｍｍ機

関砲 管制部用部品の製造に係る契約の

製造図書（製造図面、組立図及び作業標準

並びに検査要領等の企業所有資料）を利用

できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



2-2-

169 

消磁自動管制装置ＤＡＣ－１

（）用部品 
キ 6.11.20 

契約履行に必要となる消磁自動管制装置

ＤＡＣ－１（）用部品の製造に係る契約の

製造図書（製造図面、組立図及び作業標準

並びに検査要領等の企業所有資料）を利用

できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

2-2-

170 

整流起倒装置Ｎ－ＡＢ－３３

用部品 
キ 3.2.26 

契約履行に必要となる整流起倒装置Ｎ－

ＡＢ－３３用部品の製造に係る契約の製

造図書（製造図面、組立図及び作業標準並

びに検査要領等の企業所有資料）を利用で

きることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

2-2-

171 

整流空中線Ｎ－ＡＴ－１９３

用部品 
キ 3.2.26 

契約履行に必要となる整流空中線Ｎ－Ａ

Ｔ－１９３用部品の製造に係る契約の製

造図書（製造図面、組立図及び作業標準並

びに検査要領等の企業所有資料）を利用で

きることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

2-2-

172 

空中線昇降装置ＺＪＡ－３

（ ）用部品 
キ 3.2.26 

契約履行に必要となる空中線昇降装置Ｚ

ＪＡ－３（ ）用部品の製造に係る契約の

製造図書（製造図面、組立図及び作業標準

並びに検査要領等の企業所有資料）を利用

できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 



2-2-

173 

空中線装置ＮＺＲＡ－１（ ）

用部品 
キ 3.2.26 

契約履行に必要となる空中線装置ＮＺＲ

Ａ－１（ ）用部品の製造に係る契約の製

造図書（製造図面、組立図及び作業標準並

びに検査要領等の企業所有資料）を利用で

きることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

2-2-

174 

起倒式ツインホイップ空中線

用部品 
キ 3.2.26 

契約履行に必要となる起倒式ツインホイ

ップ空中線用部品の製造に係る契約の製

造図書（製造図面、組立図及び作業標準並

びに検査要領等の企業所有資料）を利用で

きることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

2-2-

175 

統合化航海支援装置ＮＯＳＮ

－５０１用部品 
キ 3.7.20 

契約履行に必要となる統合化航海支援装

置ＮＯＳＮ－５０１用部品の製造に係る

契約の製造図書（製造図面、組立図及び作

業標準並びに検査要領等の企業所有資料）

を利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

2-2-

176 
掃海艇用コンソール用部品 キ 5.3.9 

契約履行に必要となる掃海艇用コンソー

ル用部品の製造に係る契約の製造図書（製

造図面、組立図及び作業標準並びに検査要

領等の企業所有資料）を利用できることが

証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 



2-2-

177 
もやい索投射機（）用部品 キ 5.3.9 

契約履行に必要となるもやい索投射機（）

用部品の製造に係る契約の製造図書（製造

図面、組立図及び作業標準並びに検査要領

等の企業所有資料）を利用できることが証

明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

2-2-

178 
音響測深儀ＪＱＮ－２用部品 キ 5.3.9 

契約履行に必要となる音響測深儀ＪＱＮ

－２用部品の製造に係る契約の製造図書

（製造図面、組立図及び作業標準並びに検

査要領等の企業所有資料）を利用できるこ

とが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

2-2-

179 

水測予察器ＯＱＨ－１１（）～

１３（）用部品 
キ 5.3.9 

契約履行に必要となる水測予察器ＯＱＨ

－１１（）～１３（）用部品の製造に係る

契約の製造図書（製造図面、組立図及び作

業標準並びに検査要領等の企業所有資料）

を利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

2-2-

180 
ＭＯＤランチャー用部品 キ 5.3.9 

契約履行に必要となるＭＯＤランチャー

用部品の製造に係る契約の製造図書（製造

図面、組立図及び作業標準並びに検査要領

等の企業所有資料）を利用できることが証

明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 



2-2-

181 

潜水艦魚雷防御システム発射

装置用部品 
キ 5.3.9 

契約履行に必要となる潜水艦魚雷防御シ

ステム発射装置用部品の製造に係る契約

の製造図書（製造図面、組立図及び作業標

準並びに検査要領等の企業所有資料）を利

用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

2-2-

182 

自走式機雷処分用弾薬管制装

置用部品 
キ 5.3.9 

契約履行に必要となる自走式機雷処分用

弾薬管制装置用部品の製造に係る契約の

製造図書（製造図面、組立図及び作業標準

並びに検査要領等の企業所有資料）を利用

できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

2-2-

183 

情報収集用ＲＯＶ ＯＸＸ－

２用部品 
キ 5.3.9 

契約履行に必要となる情報収集用ＲＯＶ 

ＯＸＸ－２用部品の製造に係る契約の製

造図書（製造図面、組立図及び作業標準並

びに検査要領等の企業所有資料）を利用で

きることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

2-2-

184 

光学センサＡ型（）用センサマ

スト部用部品 
キ 5.3.9 

契約履行に必要となる光学センサＡ型（）

用センサマスト部用部品の製造に係る契

約の製造図書（製造図面、組立図及び作業

標準並びに検査要領等の企業所有資料）を

利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 



2-2-

185 

無給油式高圧空気圧縮機（再

圧タンク）ＳＶＨＯＳ－９４

用部品 

キ 5.3.9 

契約履行に必要となる無給油式高圧空気

圧縮機（再圧タンク）ＳＶＨＯＳ－９４用

部品の製造に係る契約の製造図書（製造図

面、組立図及び作業標準並びに検査要領等

の企業所有資料）を利用できることが証明

できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

2-2-

186 

無給油式高圧空気圧縮機ＯＬ

Ｐ－３００１用部品 
キ 5.3.9 

契約履行に必要となる無給油式高圧空気

圧縮機ＯＬＰ－３００１用部品の製造に

係る契約の製造図書（製造図面、組立図及

び作業標準並びに検査要領等の企業所有

資料）を利用できることが証明できるこ

と。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

2-2-

187 

高圧空気圧縮機ＳＳＱＨ－４

３用部品 
キ 5.3.9 

契約履行に必要となる高圧空気圧縮機Ｓ

ＳＱＨ－４３用部品の製造に係る契約の

製造図書（製造図面、組立図及び作業標準

並びに検査要領等の企業所有資料）を利用

できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

2-2-

188 
ＣＩＷＳ試験器１形用部品 キ 5.3.9 

契約履行に必要となるＣＩＷＳ試験器１

形用部品の製造に係る契約の製造図書（製

造図面、組立図及び作業標準並びに検査要

領等の企業所有資料）を利用できることが

証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 



2-2-

189 

短ＳＡＭ自動装てん装置ＡＭ

ＬＳ用部品 
キ 5.3.30 

契約履行に必要となる短ＳＡＭ自動装て

ん装置ＡＭＬＳ用部品の製造に係る契約

の製造図書（製造図面、組立図及び作業標

準並びに検査要領等の企業所有資料）を利

用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

2-2-

190 

情報処理装置ＯＹＱ－（５）～

（１２）用部品 
キ 5.4.5 

契約履行に必要となる情報処理装置ＯＹ

Ｑ－（５）～（１２）用部品の製造に係る

契約の製造図書（製造図面、組立図及び作

業標準並びに検査要領等の企業所有資料）

を利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

2-2-

191 

短ＳＡＭシステム３型（）用部

品 
キ 5.4.5 

契約履行に必要となる短ＳＡＭシステム

３型（）用部品の製造に係る契約の製造図

書（製造図面、組立図及び作業標準並びに

検査要領等の企業所有資料）を利用できる

ことが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

2-2-

192 

掃海艦ソーナーシステムＯＱ

Ｑ－１０用部品 
キ 5.4.5 

契約履行に必要となる掃海艦ソーナーシ

ステムＯＱＱ－１０用部品の製造に係る

契約の製造図書（製造図面、組立図及び作

業標準並びに検査要領等の企業所有資料）

を利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 



2-2-

193 
掃海用クレーン（）用部品 キ 5.4.5 

契約履行に必要となる掃海用クレーン（）

用部品の製造に係る契約の製造図書（製造

図面、組立図及び作業標準並びに検査要領

等の企業所有資料）を利用できることが証

明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

2-2-

194 

切断器火薬作動式掃海具用部

品 
キ 5.4.5 

契約履行に必要となる切断器火薬作動式

掃海具用部品の製造に係る契約の製造図

書（製造図面、組立図及び作業標準並びに

検査要領等の企業所有資料）を利用できる

ことが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

2-2-

195 

遠隔操作無人探査装置ＯＸＸ

－３用部品 
キ 5.5.19 

契約履行に必要となる遠隔操作無人探査

装置ＯＸＸ－３用部品の製造に係る契約

の製造図書（製造図面、組立図及び作業標

準並びに検査要領等の企業所有資料）を利

用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

2-2-

196 
Ｘソレノイドケーブル キ 5.5.31 

契約履行に必要となるＸソレノイドケー

ブルの製造に係る契約の製造図書（製造図

面、組立図及び作業標準並びに検査要領等

の企業所有資料）を利用できることが証明

できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 



2-2-

197 

えい航式パッシブソーナーＯ

ＱＲ－５えい航ケーブル 
キ 5.5.31 

契約履行に必要となるえい航式パッシブ

ソーナーＯＱＲ－５えい航ケーブルの製

造に係る契約の製造図書（製造図面、組立

図及び作業標準並びに検査要領等の企業

所有資料）を利用できることが証明できる

こと。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

2-2-

198 
指示装置ＯＫＱ－（）用部品 キ 5.6.21 

契約履行に必要となる指示装置ＯＫＱ－

（）用部品の製造に係る契約の製造図書

（製造図面、組立図及び作業標準並びに検

査要領等の企業所有資料）を利用できるこ

とが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

2-2-

199 

自走式水上標的システム用部

品 
キ 5.10.23 

契約履行に必要となる自走式水上標的シ

ステム用部品の製造に係る契約の製造図

書（製造図面、組立図及び作業標準並びに

検査要領等の企業所有資料）を利用できる

ことが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

2-2-

200 

多機能レーダＯＰＹ－２用部

品 
キ 5.12.18 

契約履行に必要となる多機能レーダＯＰ

Ｙ－２用部品の製造に係る契約の製造図

書（製造図面、組立図及び作業標準並びに

検査要領等の企業所有資料）を利用できる

ことが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 



2-2-

201 

対勢作図装置ＯＹＮ－１１

（），１２用部品 
キ 6.1.19 

契約履行に必要となる対勢作図装置ＯＹ

Ｎ－１１（），１２用部品の製造に係る契

約の製造図書（製造図面、組立図及び作業

標準並びに検査要領等の企業所有資料）を

利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

2-2-

202 

自律型水中航走式機雷探知機

ＯＺＺ－５用部品 
キ 6.2.26 

契約履行に必要となる自律型水中航走式

機雷探知機ＯＺＺ－５用部品の製造に係

る契約の製造図書（製造図面、組立図及び

作業標準並びに検査要領等の企業所有資

料）を利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

2-2-

203 

光学複合センサＯＡＸ－３用

部品 
キ 6.5.15 

契約履行に必要となる光学複合センサＯ

ＡＸ－３用部品の製造に係る契約の製造

図書（製造図面、組立図及び作業標準並び

に検査要領等の企業所有資料）を利用でき

ることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

2-2-

204 

対機雷戦用ソーナーシステム

ＯＱＱ－１１用部品 
キ 6.5.15 

契約履行に必要となる対機雷戦用ソーナ

ーシステムＯＱＱ－１１用部品の製造に

係る契約の製造図書（製造図面、組立図及

び作業標準並びに検査要領等の企業所有

資料）を利用できることが証明できるこ

と。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 



2-2-

205 
魚雷防御装置用部品 キ 6.5.15 

契約履行に必要となる魚雷防御装置用部

品の製造に係る契約の製造図書（製造図

面、組立図及び作業標準並びに検査要領等

の企業所有資料）を利用できることが証明

できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

2-2-

206 

望遠監視システムＬＸＸ－２

用部品 
キ 7.1.15 

契約履行に必要となる望遠監視システム

ＬＸＸ－２用部品の製造に係る契約の製

造図書（製造図面、組立図及び作業標準並

びに検査要領等の企業所有資料）を利用で

きることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

2-2-

207 

電波探知装置ＮＺＬＲ－２

（ ）用部品 
キ 7.1.15 

契約履行に必要となる電波探知装置ＮＺ

ＬＲ－２（ ）用部品の製造に係る契約の

製造図書（製造図面、組立図及び作業標準

並びに検査要領等の企業所有資料）を利用

できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

2-2-

208 

航法支援装置ＮＯＳＮ－３０

３用部品 
キ 8.1.26 

契約履行に必要となる航法支援装置ＮＯ

ＳＮ－３０３用部品の製造に係る契約の

製造図書（製造図面、組立図及び作業標準

並びに検査要領等の企業所有資料）を利用

できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 



2-2-

209 

移動式船体磁気測定装置３形

用部品 
キ 8.1.26  

契約履行に必要となる移動式船体磁気測

定装置３形用部品の製造に係る契約の製

造図書（製造図面、組立図及び作業標準並

びに検査要領等の企業所有資料）を利用で

きることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

2-2-

210 

８６式えい航式パッシブソー

ナーＯＱＲ－１用部品（吊下

揚収用部品を除く。） 

キ 8.1.26  

契約履行に必要となる８６式えい航式パ

ッシブソーナーＯＱＲ－１用部品（吊下揚

収用部品を除く。）の製造に係る契約の製

造図書（製造図面、組立図及び作業標準並

びに検査要領等の企業所有資料）を利用で

きることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

2-2-

211 

えい航式パッシブソーナーＯ

ＱＲ－１（ ），２（ ），３，４

用部品（吊下揚収用部品を除

く。） 

キ 8.1.26 

契約履行に必要となるえい航式パッシブ

ソーナーＯＱＲ－１（ ），２（ ），３，４

用部品（吊下揚収用部品を除く。）の製造

に係る契約の製造図書（製造図面、組立図

及び作業標準並びに検査要領等の企業所

有資料）を利用できることが証明できるこ

と。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

2-2-

212 

えい航式パッシブソーナーＯ

ＱＲ－５用部品（吊下揚収用

部品を除く。） 

キ 8.1.26 

契約履行に必要となるえい航式パッシブ

ソーナーＯＱＲ－５用部品（吊下揚収用部

品を除く。）の製造に係る契約の製造図書

（製造図面、組立図及び作業標準並びに検

査要領等の企業所有資料）を利用できるこ

とが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 



2-2-

213 

ソーナー装置ＺＱＱ－８用部

品（沖電気工業㈱製品に限

る。） 

キ 8.1.26  

契約履行に必要となるソーナー装置ＺＱ

Ｑ－８用部品（沖電気工業㈱製品に限る。）

の製造に係る契約の製造図書（製造図面、

組立図及び作業標準並びに検査要領等の

企業所有資料）を利用できることが証明で

きること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

2-2-

214 

ソーナー装置ＺＱＱ－８Ｂ用

部品（沖電気工業㈱製品に限

る。） 

キ 8.1.26 

契約履行に必要となるソーナー装置ＺＱ

Ｑ－８Ｂ用部品（沖電気工業㈱製品に限

る。）の製造に係る契約の製造図書（製造

図面、組立図及び作業標準並びに検査要領

等の企業所有資料）を利用できることが証

明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

2-2-

215 

艦艇水中音響計測装置ＬＱＭ

－１（ ）用部品 
キ 8.1.26 

契約履行に必要となる艦艇水中音響計測

装置ＬＱＭ－１（ ）用部品の製造に係る

契約の製造図書（製造図面、組立図及び作

業標準並びに検査要領等の企業所有資料）

を利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

2-2-

216 
観測用測位装置用部品 キ 8.1.26 

契約履行に必要となる観測用測位装置用

部品の製造に係る契約の製造図書（製造図

面、組立図及び作業標準並びに検査要領等

の企業所有資料）を利用できることが証明

できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 



2-2-

217 

潜水艦用ソーナー試験器ＷＱ

Ｍ－１２，１３用部品 
キ 8.1.26 

契約履行に必要となる潜水艦用ソーナー

試験器ＷＱＭ－１２，１３用部品の製造に

係る契約の製造図書（製造図面、組立図及

び作業標準並びに検査要領等の企業所有

資料）を利用できることが証明できるこ

と。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

2-2-

218 

音響情報収集分析評価装置用

部品（沖電気工業㈱製品に限

る。） 

キ 8.1.26  

契約履行に必要となる音響情報収集分析

評価装置用部品（沖電気工業㈱製品に限

る。）の製造に係る契約の製造図書（製造

図面、組立図及び作業標準並びに検査要領

等の企業所有資料）を利用できることが証

明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

2-2-

219 

電子計算機ＡＮ／ＵＹＫ－４

４－Ｎ（ ）用部品 
キ 8.2.2  

契約履行に必要となる電子計算機ＡＮ／

ＵＹＫ－４４－Ｎ（ ）用部品の製造に係

る契約の製造図書（製造図面、組立図及び

作業標準並びに検査要領等の企業所有資

料）を利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

2-2-

220 

電子計算機ＡＮ／ＵＹＱ－７

０－Ｎ（ ）用部品 
キ 8.2.2  

契約履行に必要となる電子計算機ＡＮ／

ＵＹＱ－７０－Ｎ（ ）用部品の製造に係

る契約の製造図書（製造図面、組立図及び

作業標準並びに検査要領等の企業所有資

料）を利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 



2-2-

221 

無線機ＲＲＣ－１５（ ），２２

（ ）用部品 
キ 8.2.12   

契約履行に必要となる無線機ＲＲＣ－１

５（ ），２２（ ）用部品の製造に係る契

約の製造図書（製造図面、組立図及び作業

標準並びに検査要領等の企業所有資料）を

利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

2-2-

222 

レーダＯＰＳ－１８（ ）用部

品 
キ 8.2.12   

契約履行に必要となるレーダＯＰＳ－１

８（ ）用部品の製造に係る契約の製造図

書（製造図面、組立図及び作業標準並びに

検査要領等の企業所有資料）を利用できる

ことが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

2-2-

223 
無線機ＹＲＣ－６（ ）用部品 キ 8.2.12   

契約履行に必要となる無線機ＹＲＣ－６

（ ）用部品の製造に係る契約の製造図書

（製造図面、組立図及び作業標準並びに検

査要領等の企業所有資料）を利用できるこ

とが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

2-2-

224 

受信機ＯＲＲ－２０（ ）用部

品 
キ 8.2.12   

契約履行に必要となる受信機ＯＲＲ－２

０（ ）用部品の製造に係る契約の製造図

書（製造図面、組立図及び作業標準並びに

検査要領等の企業所有資料）を利用できる

ことが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 



2-2-

225 

自動巻出巻取装置ＺＲＡー１

４（ ）用部品 
キ 8.2.12   

契約履行に必要となる自動巻出巻取装置

ＺＲＡー１４（ ）用部品の製造に係る契

約の製造図書（製造図面、組立図及び作業

標準並びに検査要領等の企業所有資料）を

利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

2-2-

226 

無線装置ＮＯＲＣ－５０（ ）

用部品（関連会社（㈱国際電

気）が実施しないものに限

る。） 

キ 8.2.12   

契約履行に必要となる無線装置ＮＯＲＣ

－５０（ ）用部品（関連会社（㈱国際電

気）が実施しないものに限る。）の製造に

係る契約の製造図書（製造図面、組立図及

び作業標準並びに検査要領等の企業所有

資料）を利用できることが証明できるこ

と。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

2-2-

227 

洋上無線ルータＯＲＱ－２

（ ）用部品（関連会社（㈱国

際電気）が実施しないものに

限る。） 

キ 8.2.12   

契約履行に必要となる洋上無線ルータＯ

ＲＱ－２（ ）用部品（関連会社（㈱国際

電気）が実施しないものに限る。）の製造

に係る契約の製造図書（製造図面、組立図

及び作業標準並びに検査要領等の企業所

有資料）を利用できることが証明できるこ

と。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

2-2-

228 

レーダＯＰＳ－４８（ ）用部

品（㈱東芝製部品に限る。） 
キ 8.2.12   

契約履行に必要となるレーダＯＰＳ－４

８（ ）用部品（㈱東芝製部品に限る。）

の製造に係る契約の製造図書（製造図面、

組立図及び作業標準並びに検査要領等の

企業所有資料）を利用できることが証明で

きること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 



2-2-

229 

端末装置ＯＧＱ－１０２（ ）

用部品（海洋電子工業㈱製を

除く。） 

キ 8.2.12   

契約履行に必要となる端末装置ＯＧＱ－

１０２（ ）用部品（海洋電子工業㈱製を

除く。）の製造に係る契約の製造図書（製

造図面、組立図及び作業標準並びに検査要

領等の企業所有資料）を利用できることが

証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

2-2-

230 

空中線整合器ＺＲＡ－１５

（ ）用部品（オーバーホール

キットに限る。） 

キ 8.2.12   

契約履行に必要となる空中線整合器ＺＲ

Ａ－１５（ ）用部品（オーバーホールキ

ットに限る。）の製造に係る契約の製造図

書（製造図面、組立図及び作業標準並びに

検査要領等の企業所有資料）を利用できる

ことが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

2-2-

231 

ホイップ空中線Ｎ－ＡＴ－７

０（ ）用部品 
キ 8.2.12   

契約履行に必要となるホイップ空中線Ｎ

－ＡＴ－７０（ ）用部品の製造に係る契

約の製造図書（製造図面、組立図及び作業

標準並びに検査要領等の企業所有資料）を

利用できることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

2-2-

232 

無線装置ＮＯＲＣ－５０（ ）

用部品（関連会社（㈱ＨＹＳエ

ンジニアリングサービス）が

実施しないものに限る。） 

キ 8.3.23   

契約履行に必要となる無線装置ＮＯＲＣ

－５０（ ）用部品（関連会社（㈱ＨＹＳ

エンジニアリングサービス）が実施しない

ものに限る。）の製造に係る契約の製造図

書（製造図面、組立図及び作業標準並びに

検査要領等の企業所有資料）を利用できる

ことが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 



2-2-

233 

洋上無線ルータＯＲＱ－２

（ ）用部品（関連会社（㈱Ｈ

ＹＳエンジニアリングサービ

ス）が実施しないものに限

る。） 

キ 8.3.23    

契約履行に必要となる洋上無線ルータＯ

ＲＱ－２（ ）用部品（関連会社（㈱ＨＹ

Ｓエンジニアリングサービス）が実施しな

いものに限る。）の製造に係る契約の製造

図書（製造図面、組立図及び作業標準並び

に検査要領等の企業所有資料）を利用でき

ることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

2-2-

234 

赤外線暗視装置ＯＡＸ－１

（），２用部品 
キ 8.4.20   

契約履行に必要となる赤外線暗視装置Ｏ

ＡＸ－１（），２用部品の製造図書（製造

図面、組立図及び作業標準並びに検査要領

等の企業所有資料）を利用できることが証

明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

2-2-

235 

ジャイロコンパスＯＳＮ－３

用部品 
キ 8.4.20   

契約履行に必要となるジャイロコンパス

ＯＳＮ－３用部品の製造図書（製造図面、

組立図及び作業標準並びに検査要領等の

企業所有資料）を利用できることが証明で

きること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

2-2-

236 

水上艦用機関銃架（遠隔操作

型）用部品 
キ 8.5.12 

契約履行に必要となる水上艦用機関銃架

（遠隔操作型）用部品の製造図書（製造図

面、組立図及び作業標準並びに検査要領等

の企業所有資料）を利用できることが証明

できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

 

 

 



対象契約一覧表 

 

掲載 

番号 
該当する契約 

随意契約

による理

由 

一覧表へ

の掲載日 
新規参入の申込みに必要となる要件 

提出先 

(問合せ先） 

2-3-1 欠     

2-3-2 欠     

2-3-3 欠     

2-3-4 欠     

2-3-5 欠     

2-3-6 欠    
 

 



2-3-7 欠     

2-3-8 欠    

 

 

 

2-3-9 欠    

 

 

 

2-3-10 欠    

 

 

 

2-3-11 欠    

 

 

 

2-3-12 欠    

 

 

 

2-3-13 欠    

 

 

 

2-3-14 欠    
 

 



2-3-15 欠     

2-3-16 欠     

2-3-17 
水温検知錘ＢＴＸ－３輸入部

品の売買に係る契約 
ウ 27.5.14 

売買契約に必要となる輸入販売代理権を

米国Ｌｏｃｋｈｅｅｄ Ｍａｒｔｉｎ Ｃ

ｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ社から認められて

いること又は認められる見込みがあるこ

とが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-3-18 
高性能２０ｍｍ機関砲用輸入

部品の売買に係る契約 
ウ 27.5.26 

売買契約に必要となる輸入販売代理権を

米国Ｒａｙｔｈｅｏｎ社から認められて

いること又は認められる見込みがあるこ

とが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-3-19 
Ｓｅａ ＲＡＭ用輸入部品の

売買に係る契約 
ウ 27.7.28  

売買契約に必要となる輸入販売代理権を

米国Ｒａｙｔｈｅｏｎ社から認められて

いること又は認められる見込みがあるこ

とが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-3-20 欠     



2-3-21 欠     

2-3-22 
測定装置ＮＹＳＭ－３（ ）用

輸入部品の売買に係る契約 
ウ 27.8.7 

売買契約に必要となる輸入販売代理権を

以国Ｅｌｂｉｔ Ｓｙｓｔｅｍｓ社から

認められていること又は認められる見込

みがあることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-3-23 
無線機ＲＲＣ－３９（ ）用輸

入部品の売買に係る契約 
ウ 27.8.7 

売買契約に必要となる輸入販売代理権を

米国ＴＨＡＬＥＳ社から認められている

こと又は認められる見込みがあることが

証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-3-24 欠     

2-3-25 欠     

2-3-26 欠     



2-3-27 
自走式水上標的システム用輸

入部品の売買に係る契約 
ウ 27.9.4 

売買契約に必要となる輸入販売代理権を

加国ＱｉｎｅｔｉＱ Ｔａｒｇｅｔ Ｓ

ｙｓｔｅｍｓ Ｃａｎａｄａ社から認めら

れていること又は認められる見込みがあ

ることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-3-28 
短機関銃用輸入部品の売買に

係る契約 
ウ 27.9.4 

売買契約に必要となる輸入販売代理権を

独国ＨＥＣＫＬＥＲ＆ＫＯＣＨ ＧＭＢ

Ｈ社から認められていること又は認めら

れる見込みがあることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-3-29 

狙撃銃用輸入部品の売買に係

る契約（Ｈｅｃｋｌｅｒ＆Ｋ

ｏｃｈ ＧＭＢＨ社製に限

る。） 

ウ 27.9.4 

売買契約に必要となる輸入販売代理権を

独国ＨＥＣＫＬＥＲ＆ＫＯＣＨ ＧＭＢ

Ｈ社から認められていること又は認めら

れる見込みがあることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-3-30 
てき弾発射器用輸入部品の売

買に係る契約 
ウ 27.9.4 

売買契約に必要となる輸入販売代理権を

独国ＨＥＣＫＬＥＲ＆ＫＯＣＨ ＧＭＢ

Ｈ社から認められていること又は認めら

れる見込みがあることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-3-31 
自動小銃用輸入部品の売買に

係る契約 
ウ 27.9.4 

売買契約に必要となる輸入販売代理権を

独国ＨＥＣＫＬＥＲ＆ＫＯＣＨ ＧＭＢ

Ｈ社から認められていること又は認めら

れる見込みがあることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



2-3-32 
化学剤検知器用輸入部品の売

買に係る契約 
ウ 27.9.4 

売買契約に必要となる輸入販売代理権を

英国ＫｅＴｅｃｈ Ｄｅｆｅｎｃｅ Ｌｔｄ

社から認められていること又は認められ

る見込みがあることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-3-33 
ペイント弾発射補助具輸入部

品の売買に係る契約 
ウ 28.2.19 

売買契約に必要となる輸入販売代理権を

英国ＵＴＭ社から認められていること又

は認められる見込みがあることが証明で

きること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-3-34 欠     

2-3-35 
危険物浮揚装置（ＭＫ Ｖ）用

輸入部品の売買に係る契約 
ウ 28.6.8 

売買契約に必要となる輸入販売代理権を

米国ＳＵＢＳＡＬＶＥ社から認められて

いること又は認められる見込みがあるこ

とが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-3-36 
感応掃海具ＤＹＡＤ用輸入部

品の売買に係る契約 
ウ 28.7.4 

売買契約に必要となる輸入販売代理権を

豪国ＴＨＡＬＥＳ社から認められている

こと又は認められる見込みがあることが

証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-3-37 
高性能２０ｍｍ機関砲試験装

置用部品の売買に係る契約 
ウ 28.10.24 

売買契約に必要となる輸入販売代理権を

米国Ｒａｙｔｈｅｏｎ社から認められて

いること又は認められる見込みがあるこ

とが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



2-3-38 

砲腔洗浄機（ＰＮＥＵＭＡＴ

ＩＣ ＢＯＲＥ ＢＲＵＳ

Ｈ）の売買に係る契約 

ウ 29．4．7 

売買契約に必要となる輸入販売代理権を

典国（スウェーデン国）ＣＬＰ Ｓｙｓｔ

ｅｍ社から認められていること又は認め

られる見込みがあることが証明できるこ

と。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-3-39 欠     

2-3-40 

水中無人機ＯＺＺ－（ ）用輸

入部品の売買に係る契約（HII 

Unmanned Systems 社製に限

る） 

ウ 5.3.9 

売買契約に必要となる輸入販売代理権を

HII Unmanned Systems 社から認められ

ていること又は認められる見込みがある

ことが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-3-41 

イージスウェポンシステム

（ＢＭＤ ＣＡＬ用）部品の

売買に係る契約 

ウ 30.1.30 

売買契約に必要となる輸入販売代理権を

米国ＫＡＹＭＯＮＴ社から認められてい

ること又は認められる見込みがあること

が証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-3-42 欠     



2-3-43 

水中無人機ＯＺＺ－（ ）用輸

入部品の売買に係る契約（Ｅ

ｘａｉｌ社製に限る） 

ウ 5.3.9 

売買契約に必要となる輸入販売代理権を

Ｅｘａｉｌ社から認められていること又

は認められる見込みがあることが証明で

きること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-3-44 

複合空中線ＡＮ／ＯＥ－５３

８用輸入部品の売買に係る契

約 

ウ 2.4.6 

売買契約に必要となる輸入販売代理権を

米国Ｌｏｃｋｈｅｅｄ Ｍａｒｔｉｎ Ｓ

ｉｐｐｉｃａｎ,Ｉｎｃ.社から認められ

ていること又は認められる見込みがある

ことが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-3-45 

狙撃銃用輸入部品の売買に係

る契約（Ａｃｃｕｒａｃｙ 

Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 

Ｌｔｄ社製に限る。） 

ウ 2.11.11 

売買契約に必要となる輸入販売代理権を

英国Ａｃｃｕｒａｃｙ Ｉｎｔｅｒｎａ

ｔｉｏｎａｌ Ｌｔｄ社から認められて

いること又は認められる見込みがあるこ

とが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-3-46 

水中位置監視装置用部品の売

買に係る契約（Ｅｘａｉｌ社

製に限る。） 

ウ 5.3.9 

売買契約に必要となる輸入販売代理権を

Ｅｘａｉｌ社から認められていること又

は認められる見込みがあることが証明で

きること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-3-47 

小口径弾薬用輸入部品の売買

に係る契約（Blue Aerospace

社製に限る。） 

ウ 4.9.9 

売買契約に必要となる輸入販売代理権を

米国Ｂｌｕｅ Ａｅｒｏｓｐａｃｅ社か

ら認められていること又は認められる見

込みがあることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



2-3-48 

トランスポンダの売買に係る

契約（Ｅｘａｉｌ社製に限

る。） 

ウ 5.4.13 

売買契約に必要となる輸入販売代理権を

Ｅｘａｉｌ社から認められていること又

は認められる見込みがあることが証明で

きること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-3-49 

イージスシステム用部品の売

買に係る契約 

（品名：SW,CONTROL PNL 6X7、

部品番号：55923-7に限る。） 

ウ 7.11.13 

売買契約に必要となる輸入販売代理権を

米国ＯＲＢＩＴ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯ

ＮＡＬ ＣＯＲＰ社から認められている

こと又は認められる見込みがあることが

証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-3-50 
イージスシステム用部品の売

買に係る契約 
ウ 7.11.18    

売買契約に必要となる輸入販売代理権を

米国Ａｍｅｔｅｋ Ｒｏｔｒｏｎ Ａｅ

ｒｏｓｐａｃｅ ＆ Ｄｅｆｅｎｃｅ 

Ｒｏｔｒｏｎ／Ａｉｒｔｅｃｈｎｏｌｏ

ｇｙ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ社から認められ

ていること又は認められる見込みがある

ことが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-3-51 

２０式小銃射撃管制システム

ＳＭＡＳＨ３０００用部品の

売買に係る契約 

ウ 8.1.26  

売買契約に必要となる輸入販売代理権を

イスラエル国Ｓｍａｒｔ ｓｈｏｏｔｅ

ｒ Ｌｔｄから認められていること又は

認められる見込みがあることが証明でき

ること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

2-3-52 
高速小型水上標的１形用部品

の売買に係る契約 
ウ 8. .   

売買契約に必要となる輸入販売代理権を

仏国ＡＲＥＳＩＡ－Ｏｚｏｉｒ社から認

められていること又は認められる見込み

があることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 



対象契約一覧表 

 

掲載 

番号 
該当する契約 

随意契約

による理

由 

一覧表へ

の掲載日 
新規参入の申込みに必要となる要件 

提出先 

(問合せ先） 

3-1-1 
半閉式自給気潜水具（ＶＩＰ

ＥＲ）の検査及び修理 
イ 31.2.25 

半閉式自給気潜水具（ＶＩＰＥＲ）の検査

及び修理の役務に必要となるライセンス

実施権を英国Ｃｏｂｈａｍ Ｍｉｓｓｉ

ｏｎ Ｓｙｓｔｅｍｓ社から認められて

いること又は認められる見込みがあるこ

とが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

3-1-2 
半閉式自給気潜水器（ＳＣＡ）

の検査、修理、調査、改修 
キ 31.2.25 

契約履行に必要となる半閉式自給気潜水

器（ＳＣＡ）の検査、修理、調査、改修の

製造図書（製造図面、組立図及び作業標準

並びに検査要領等の企業所有資料）を利用

できることを証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

3-1-3 
自給式呼吸器の点検整備及び

修理に関する役務 
イ 1.10.29 

自給式呼吸器の点検整備及び修理に関す

る役務に必要となるライセンス実施権を

米国Ｓｃｏｔｔ社から認められているこ

と又は認められる見込みがあることが証

明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

 

 

 

 

 



3-1-4 

指向性拡声装置の点検整備、

修理及び設置に関する役務

（警告発声記録装置―１００

０及び警告発声記録装置―１

００） 

キ 1.11.27 

契約履行に必要となる指向性拡声装置の

点検整備、修理及び設置に関する役務（警

告発声記録装置―１０００及び警告発声

記録装置―１００）の製造図書（製造図面、

組立図及び作業標準並びに検査要領等の

企業所有資料）を利用できることを証明で

きること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線

6315) 

3-1-5 
潜水艦用個人脱出器材Ｍｋ１

１の維持整備 
ウ 6.1.25 

潜水艦用個人脱出器材Ｍｋ１１の維持整

備に必要となる輸入販売代理権をＲＦＤ 

Ｂｅａｕｆｏｒｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ社か

ら認められていること又は認められる見

込みがあることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



対象契約一覧表 

 

掲載 

番号 
該当する契約 

随意契約

による理

由 

一覧表へ

の掲載日 
新規参入の申込みに必要となる要件 

提出先 

(問合せ先） 

3-3-1 欠     

3-3-2 欠     

3-3-3 空中給油器材用部品 ウ 5.12.1 

売買契約に必要となる輸入販売代理権を

英国Ｍｉｓｓｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍｓ 

Ｗｉｍｂｏｒｎｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ社か

ら認められていること又は認められる見

込みがあることが証明できること。 

海上自衛隊艦船補給

処管理部契約課 

(046-822-3500 内線 6315) 

 

 

 


